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平成24年９月20日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成24年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第４号 平成24年度宮崎県就農支援資金

特別会計補正予算（第１号）

○議案第９号 損害賠償の額の決定について

○議案第10号 農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人等の経営状況について

社団法人宮崎県林業公社

財団法人宮崎県環境整備公社

公益社団法人宮崎県林業労働機械化センター

公益社団法人宮崎県農業振興公社

財団法人宮崎県内水面振興センター

公益財団法人宮崎県口蹄疫復興財団

社団法人宮崎県肉用牛枝肉価格安定基金協会

社団法人宮崎県家畜改良事業団

社団法人宮崎県畜産公社

財団法人宮崎県水産振興協会

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・経営評価報告について

公益社団法人宮崎県森林林業協会

社団法人宮崎県治山林道協会

・平成24年６月の大雨等による山地災害等の調

査結果について

・「第七次宮崎県森林・林業長期計画」に係る取

組の概要について

・木材価格の下落による林業公社及び県営林経

営への影響について

・野生鳥獣による農林作物等の被害額について

・今後の製材品等の需要見込み等について

・平成24年産早期水稲の生産状況及び農業者戸

別所得補償制度について

・野生鳥獣による農林作物等の被害額について

・「宮崎県畜産新生プロジェクト」の取組状況に

ついて

・家畜防疫体制（農場防疫）の強化について

・第七次宮崎県農業・農村振興長期計画の「平

成23年度取組の概要」について

・第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計画の「平

成23年度取組の概要」について

・県が出資している法人等の経営状況について

（条例対象以外）

公益社団法人宮崎県畜産協会

宮崎県土地改良事業団体連合会

社団法人宮崎県養鶏協会

株式会社ミヤチク

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 後 藤 哲 朗

委 員 福 田 作 弥

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野  明

委 員 十 屋 幸 平

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部
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環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

環境森林部次長
金 丸 政 保（ 総 括 ）

環境森林部次長
楠 原 謙 一（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 川 野 美奈子

みやざきの森林
那 須 幸 義づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 富 永 宏 文

循環社会推進課長 神 菊 憲 一

自 然 環 境 課 長 佐 藤 浩 一

森 林 経 営 課 長 水 垂 信 一

山村・木材振興課長 河 野 憲 二

み や ざ き ス ギ
武 田 義 昭活 用 推 進 室 長

林 業 技 術
森 房 光セ ン タ ー 所 長

木 材 利 用 技 術
飯 村 豊セ ン タ ー 所 長

工 事 検 査 監 山 下 英 一

事務局職員出席者

政策調査課主査 藤 村 正

議事課主任主事 野 中 啓 史

○松村委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程につきましては、お手元に配付いたし

ました日程案のとおり行うこととしてよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、４月の初委員会の際に丸山委員から御

要望がありました報告対象とならない行革対象

の公社等の報告についてでありますが、今回の

委員会のその他の報告事項において報告を求め

ていますので、よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時２分休憩

午前10時５分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等についての

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。よろしくお願い

します。

○堀野環境森林部長 環境森林部でございます。

本日はよろしくお願いいたします。

お手元に配付しております常任委員会資料の

表紙をごらんください。本日は、予算議案が１

件、報告事項が３件、その他の報告事項が計６

件であります。

まず、Ⅰの予算議案といたしまして、議案第

１号「平成24年度宮崎県一般会計補正予算（第

１号）」についてであります。これは、木材価格

対策に係るものや、国が創設した「再生可能エ

ネルギー等導入推進基金事業」に係るものなど

の補正で、後ほど御説明いたします。

Ⅱの報告事項につきましては、地方自治法及

び「宮崎県の出資法人等への関与事項を定める

条例」に基づきまして、県が出資している法人

等の経営状況について御報告いたします。当部

所管の法人としましては、社団法人宮崎県林業

公社、財団法人宮崎県環境整備公社、公益社団
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法人宮崎県林業労働機械化センターの３法人で

あります。

次に、Ⅲのその他の報告事項でございます。

１の経営評価報告についてでは、新宮崎県公社

等改革指針の対象公社等で、当部所管の５法人

のうち、Ⅱで報告します３法人を除いた２法人

の経営状況について御報告します。そのほか、

２の平成24年６月の大雨等による山地災害等の

調査結果について、３の第七次宮崎県森林・林

業長期計画に係る取り組みの概要について、４

の木材価格の下落による林業公社及び県営林経

営への影響について、５の野生鳥獣による農林

作物等の被害額について、６の今後の製材品等

の需要見込み等についての項目について御報告

いたします。

それでは、１ページをお開きください。この

表は、議案第１号に関する歳出予算を課別に集

計したものであります。今回の補正につきまし

ては、一般会計で14億4,552万9,000円の増額を

お願いしております。補正後の一般会計予算額

は260億6,267万2,000円となります。この結果、

補正後の予算総額は、一般会計と特別会計を合

わせまして、266億4,386万9,000円となります。

次に、平成24年度債務負担行為補正について

であります。これは、山村・木材振興課の県産

材地産地消促進事業について平成25年度までの

債務負担をお願いするものであります。

続きまして、木材価格対策に係る補正につい

てであります。２ページをお開きください。こ

れは、県森林組合連合会市場の月ごとの杉の等

級別の価格と取扱量をあらわしたものでありま

す。このうち、平均価格、折れ線グラフの太い

黒線になりますけれども、ことし８月の材価

は8,200円と、過去最低となった６月の材価から

上昇傾向にありますものの、依然として低水準

となっております。なお、これには入っており

ませんけれども、９月上旬の暫定値は8,600円と

いうことで、若干の上昇をしております。今後

の材価の動向を注視する必要があると考えてお

ります。

３ページをお開きください。木材価格対策の

取り組みであります。今回の対策を実施するに

当たりまして、庁内に設置した「木材価格対策

特命チーム」が中心となりまして、関係団体等

とともに、その対応について協議検討してきた

ところであります。その中で、木材価格対策に

つきましては、出材の調整、木材利用の拡大、

林家等への経営安定化支援に取り組んでいくこ

ととしたところであります。平成24年度当初予

算におきましても、木材利用の普及啓発を初め

とする県内需要の拡大や、「チームみやざきスギ」

の販売活動を中心とした県外への出荷の拡大に

取り組んでいるところであります。加えまして、

今回の木材価格の急激な下落に対応するため、

緊急的な対策といたしまして、委員長を初め、

委員の皆様にも国への要請を行っていただきま

したが、国有林等及び民間における自主的な出

材抑制や、県公共工事や市町村の公共施設での

利用拡大に取り組んだところであります。さら

に、予算措置が必要なものとして、今回、９月

補正をお願いするものであります。

まず、出材の調整に関連しまして、素材生産

に携わる作業員の雇用の場を確保するため、森

林環境保全直接支援事業の対象となる下刈りを

拡大することに伴う増額補正をお願いしており

ます。また、県内での木材需要の拡大対策とい

たしまして、県産材利用の情報発信や、木育活

動を行う県産材地産地消促進事業や、メディア

や県外事務所を活用した木材利用をＰＲする県

産材利用普及啓発キャンペーン事業を行います
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とともに、木造住宅の建設促進を支援する「日

本一みやざきスギ活用住宅づくり支援事業」を

お願いしております。さらに、林家等経営安定

化支援といたしまして、必要な資金の融資枠の

拡大をお願いするものであります。

今後の取り組みでございますけれども、木材

需要が低迷する一方で、森林資源の充実により

全国的に出材量が増加しますので、来年度以降

も価格の下落傾向を繰り返すことが予想される

ため、中長期的な対策に取り組んでいく必要が

あると考えております。このため、木材需要の

動向に応じた原木供給を安定的に行うための連

絡会議の常設化や、地産地消県民運動と連動し

た官民一体となった県産材需要拡大の取り組み

について、関係団体とともに検討していきたい

と考えております。また、重点的な取り組みと

して、以下の３点について今後とも取り組んで

いくこととしております。

最後に、資料はございませんけれども、先日

の台風16号による大雨によりまして、県内各地

で林道施設等災害、山地災害等が県北地区を中

心に発生しております。現在、調査を進めてい

るところでございますが、現時点で被害額は、

林道施設災害が15路線の6,489万円、山地災害が

２カ所で1,000万円などとなっております。なお、

人的な被害や孤立している集落はないとの報告

を受けております。

私からの説明は以上でありますが、予算報告

事項の詳細につきましては、それぞれの担当課

長・室長が御説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。

○川野環境森林課長 環境森林課の補正予算に

つきまして御説明いたします。

お手元の冊子、平成24年度９月補正歳出予算

説明資料の環境森林課のインデックスのとこ

ろ、49ページをお開きください。一般会計の補

正額でありますが、10億3,165万8,000円の増額

補正をお願いしております。この結果、補正後

の予算額は、一般会計が52億3,355万5,000円と

なり、特別会計を含めました補正後の額は55

億5,767万3,000円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。51ページをお開きください。まず、（事項）

地球温暖化防止対策費の10億3,095万8,000円の

増額補正でございます。これは、説明欄の再生

可能エネルギー等導入推進基金積立金など、再

生可能エネルギーの導入促進を図るための２つ

の新規事業をお願いするものでございますが、

詳細につきましては、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

次に、（事項）森林づくり応援団活動支援事業

費の70万円の増額補正でございます。これは、

説明欄１の（１）森林づくり資材提供事業にお

いて、今回、森林づくりに役立ててほしいとの

民間企業からの寄附を受け入れ、具体的には、

ボランティア団体等が行う植樹活動の苗木代と

して活用するため、増額補正をお願いするもの

であります。

それでは、新規事業について御説明いたしま

す。委員会資料の４ページをお開きください。

（新規事業）再生可能エネルギー等導入推進基

金積立金及び再生可能エネルギー等導入推進基

金事業についてであります。この事業は、１の

目的にありますように、公共施設と民間施設に

再生可能エネルギーを導入することで二酸化炭

素排出量が削減された低炭素社会を実現し、大

規模災害時に備えた災害に強い地域づくりの構

築を図るものでございます。

事業内容につきましては、次の５ページで御

説明いたしますので、ごらんください。この事
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業は、昨年の東日本大震災を契機とした電力需

給の逼迫を背景としまして、国が今年度からの

５年間事業として創設したものでありますが、

本県への配分額としまして９億円の内示をいた

だいたところであります。この補助金は、基金

の欄にありますように、既設の宮崎県環境保全

基金に積み立て、次の期間の欄にありますよう

に、今年度から28年度までの５カ年で基金を取

り崩して事業を実施するものであります。

対象事業としましては、公共施設と民間施設

を対象にするものでありまして、それぞれの欄

の事業内容にありますように、災害時において

地域の防災拠点となる防災上重要な施設に再生

可能エネルギーを導入するものであります。公

共施設につきましては、補助率は10分の10であ

り、対象施設は庁舎、公民館などであります。

また、民間施設につきましては、補助率が３分

の１、または３％を上限とする利子補給となっ

ており、対象施設は、医療機関、公共交通機関

の施設などであります。要望調査につきまして

は、国からの内示を受け、まず防災上において

重要度の高い施設が多い公共施設を対象に６月

に実施したところであり、この要望状況等を踏

まえながら、今年度において整備を行う公共施

設分について補正予算をお願いしているところ

であります。なお、民間施設につきましても、

防災計画上、避難施設等に指定されている施設

もありますことから、今後、９月下旬から10月

にかけて要望調査を実施し、25年度から28年度

の４年間、公共施設とあわせて事業を実施して

いくこととしております。

次の事業の進め方についてですが、要望調査

の後、選定についての透明性を確保するため、

専門家等で構成される評価委員会の意見を踏ま

えまして候補事業を選定し、議会の議決を経ま

して、事業の決定、実施、評価と、順次進めて

いくこととしております。

ここで、再度、資料の４ページにお戻りいた

だきまして、２の事業の概要をごらんください。

（１）の再生可能エネルギー等導入推進基金積

立金の予算額は、補助金９億円に今年度の運用

利子を加えた９億35万円をお願いしております。

基金の対象となる事業は、③にありますように、

公共施設と民間施設の２つの事業のほか、これ

らを実施するための推進事務費でございます。

次の（２）の再生可能エネルギー等導入推進基

金事業でありますが、①のアの公共施設再生可

能エネルギー等導入事業につきましては、今年

度、国富町、門川町など４町村の公共施設に太

陽光発電や蓄電池等の設置を行うものでありま

して、予算額は合計で１億3,037万円となってお

り、イの推進事務費を合わせまして１億3,060

万8,000円をお願いしているところであります。

説明は以上であります。

○佐藤自然環境課長 自然環境課の９月補正予

算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の自然環境課のと

ころ、53ページをお願いいたします。今回の補

正予算は、一般会計で2,600万円の増額補正をお

願いしております。この結果、自然環境課の補

正後の予算は39億1,398万4,000円となります。

それでは、補正内容について御説明いたしま

す。55ページをお願いいたします。（事項）保安

林管理事業費におきまして、2,600万円の増額を

お願いするものでございます。その内容につき

ましては、下の説明の欄をごらんください。１

の（新規事業）海岸保安林等機能強化調査事業

でありますが、これは地域経済活性化雇用対策

に伴うものでございます。事業の内容でござい

ますが、本県の400キロメートルに及ぶ海岸線に
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は約1,600ヘクタールの海岸林がありまして、潮

害や風害等の防止に重要な役割を果たしており

ますけれども、このような中で、国の「東日本

大震災に係る海岸防災林再生に関する検討会」

の報告や、「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

におきまして、地震により発生いたします津波

に対する海岸防災林の効果や整備の方向性が示

されたところでありまして、本県においても海

岸林の機能強化について早急に検討する必要が

生じております。このため、今回、緊急雇用創

出事業臨時特例基金を活用いたしまして、宮崎

市や新富町周辺の海岸の松林等において木の高

さや太さなどの生育状況や、植生、森林の幅な

ど、現況調査等を実施することによりまして、

今後の保安林や防災林造成等の整備や管理の方

向性を検討する基礎資料を整備しますとともに、

失業者の雇用確保及び森林調査技術者の養成を

行うものでございます。

自然環境課からは以上でございます。

○水垂森林経営課長 森林経営課でございます。

当課の９月補正について御説明いたします。

説明資料の57ページをお開きください。今回

の補正予算は１億100万円の増額をお願いしてお

ります。この結果、森林経営課の補正後の予算

額は107億999万4,000円となります。

それでは、補正内容について御説明いたしま

す。59ページをごらんください。まず、（事項）

森林整備事業費で１億円の増額をお願いしてお

ります。これは、木材価格対策に伴うものであ

りまして、森林組合等における自主的な生産調

整を支援するため、国の補助事業を活用して下

刈りの２回刈りを補助対象として拡大し、素材

生産に携わる作業員の雇用の場を確保しようと

するものでございます。

次に、（事項）林業技術センター管理運営費

で100万円の増額をお願いしております。これは、

森林総合研究所や九州大学及び九州各県の試験

研究機関と共同で行う研究でございまして、具

体的には、主要な造林樹種である杉を対象とし、

従来の苗木よりも生長にすぐれ、かつ材質も同

等以上である新しい品種を短期間に選抜する技

術を開発しようとするものでございます。国の

公募事業に採択されましたことから、今回、補

正をお願いするものでございます。

森林経営課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○河野山村・木材振興課長 山村・木材振興課

でございます。当課の補正予算につきまして御

説明いたします。

歳出予算説明資料の61ページをお開きくださ

い。今回の補正額は、一般会計で２億8,687

万1,000円の増額をお願いしております。この結

果、補正後の額は、一般会計、特別会計合わせ

まして、43億77万6,000円となります。

それでは、補正の内容について御説明しま

す。63ページをお開きください。（事項）林業・

木材産業構造改革事業費5,073万6,000円の増額

をお願いしております。説明の欄の（１）の森

林・林業人材育成加速化事業についてでありま

すが、これは、素材生産を担う林業就業者の現

場作業における安全性を確保するため、林業事

業体が導入します防護服やフェースガードなど

の労働災害を防止するための装備に対して支援

を行うもので、昨年度の国の第４次補正予算で

加速化基金事業として認められたことから、今

回、追加してお願いをしているものであります。

次に、（事項）木材産業振興対策費で２億円の

増額をお願いしております。説明の欄の原木出

荷調整資金についてでありますが、これは、こ

のたびの木材価格対策における林家等への経営
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安定化支援といたしまして、原木需給や原木価

格の動向を見ながら、出荷調整を行う場合に必

要となります運転資金の融資枠を拡大しまして、

経営支援を行うものであります。

次に、（事項）木製材品普及促進費以降の新規

事業につきましては、委員会資料のほうで御説

明をさせていただきます。

それでは、委員会資料の６ページをお開きく

ださい。木材価格対策としてお願いしておりま

す木材利用拡大対策の３つの事業を載せており

ます。２の事業概要等をごらんください。まず、

（１）の日本一「みやざきスギ」活用住宅づく

り支援事業ですが、①の補正額にありますとお

り、1,792万4,000円をお願いしております。④

の事業内容でありますが、木材の最大の需要先

であります民間住宅の新設に対し、乾燥柱材80

本を100戸分提供いたしまして、県産材をふんだ

んに使った木造住宅の建設促進を図りますとと

もに、住宅建設を予定されている方を対象に、

「みやざきスギ」の家づくり講習会を柱80本の

抽せん会とあわせて開催いたしまして、県産材

活用の優位性や魅力をＰＲし、製材品の県内消

費を拡大させることにより木材価格の回復を目

指すものであります。

次に、（２）の県産材地産地消促進事業につき

ましては、①の補正額にありますとおり、750万

円をお願いしております。③の実施期間であり

ますが、来年度の25年度までお願いしておりま

して、25年度に必要な1,050万円につきまして、

債務負担をお願いしております。④の財源につ

きましては、緊急雇用創出事業特例基金をお願

いしております。７ページの⑤をごらんくださ

い。アの地産地消情報発信事業では、製材品や

木材住宅等の木材使用事例を情報収集しまして、

インターネットを通じて情報発信することによ

り地産地消を促進するものであります。また、

イの木育キャラバン推進事業は、人の集まりま

す公共施設などにおきまして、木育活動を広め

る巡回活動を行い、県産材のＰＲや木に触れ合

う機会を設けることで県民に木のよさを知って

もらい、県産材の需要拡大につなげていくこと

をねらいとするものであります。

（３）の県産材利用普及啓発キャンペーン事

業ですが、①の補正額にありますとおり、1,071

万1,000円をお願いしております。事業内容とい

たしましては、④のアとイにありますように、

テレビＣＭ放映や新聞広告などメディアを活用

した情報発信や、県の東京事務所、大阪事務所

の内装木質化を行うものであります。これらの

取り組みを通じまして、県民に木のよさや木材

利用の重要性について理解を深めていただき、

県民総力戦による県産材需要拡大を図ることを

ねらいとしております。なお、⑤の財源にあり

ますとおり、アの県産材利用普及啓発キャンペー

ンについては森林環境税基金をお願いしており

ます。

説明は以上でございます。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。議案等についての質疑はありませんか。

○徳重委員 山村・木材振興課の事業のみやざ

きスギ乾燥柱材の提供80本、100戸分ということ

ですが、多くの申請があった場合はどうなるん

ですか。どれぐらいの予定をされているか、お

聞かせください。

○武田みやざきスギ活用推進室長 この事業に

つきましては、100戸分ということで今、予算を

お願いしているところですけれども、抽せん会

を行いまして、抽せんに応募された方の中か

ら100戸の施主さんに提供するということで、漏

れた方は残念ながら、抽せんに来ていただいて
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講習を聞いて帰っていただくということにはな

ります。その中で、県産材のよさというのを講

習会で認識していただいて、自力でも使ってい

ただくような取り組みも兼ねております。

○徳重委員 県内で100戸ということになります

と、各市町村、どういう形で周知される予定で

すか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 新聞広告な

どを今、予定しているところです。

○徳重委員 県内に公平にということになりま

すと、やはり市町村を通して県民に知らしめる

ということのほうがいいような気がするんだけ

ど、そういう形では考えていらっしゃいません

か。

○武田みやざきスギ活用推進室長 おっしゃる

とおり、県民に広く知っていただくということ

が大切だと思いますので、できる限りやってい

きたいと思っております。今後、新聞広告以外

の方法については検討させていただきたいと

思っております。

○徳重委員 柱ということになりますと、一本

どりの柱を考えていらっしゃるのか、それとも40

年生、50年生、大きな木材を切っての柱にする

予定なのか、どっちを主に考えていらっしゃる

んでしょうか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 今のところ、

特に心持ちの柱とか心去りの柱という区別は予

算上はしておりません。実際に今の状況でいき

ますと、心持ちの柱が多いのではないかなとい

うふうに思っております。

○徳重委員 それは申し込まれた人の希望によ

るものですか。それとも、県のほうでこういう

ものを準備されていて、希望どおりにはならな

いということですか。どういうことですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 予算の仕組

みといたしまして、抽せんに当たられた方に相

応の金額などを提示しまして、施主さんのほう

に決めていただくというふうになると思います。

○十屋委員 自然環境課の海岸保安林の調査等

ですけれども、その中で最後のほうでおっしゃっ

たかもしれませんが、雇用の関係です。2,600万

円でどの程度の方を雇用されるのかという点が

１つと、次の59ページの森林環境保全直接支援

事業、組合の生産調整のための２回刈りという

ことで、一般質問でもありましたけれども、こ

こもやはり同じように雇用ということが出るん

ですが、どの程度の人たちを雇用されるのか、

まずお願いします。

○佐藤自然環境課長 海岸林の調査でございま

すけれども、基本的に調査班を５班つくること

にしておりまして、指導１名をつけた班３名体

制で、そのうち２名が新規雇用を予定しており

ます。５班ですので10名ということで、延べ人

数で約1,200人日ぐらいになると思います。６カ

月間で考えております。

○水垂森林経営課長 下刈りの２回刈りにおけ

る雇用の関係でございますけれども、今回、1,200

ヘクタールを予定しておりまして、下刈り２回

刈り、１ヘクタール当たり約７名雇用というこ

とでございますので、1,200掛ける７で延べ8,400

人を予定しております。

○十屋委員 この資料の中の、今ありました木

材価格対策事業で、地産地消情報発信事業とい

うのは、これはネットで見る人が中心なんです

けれども、主に家を建てる人の世代か、もっと

若い人を目指すのか、どういう情報の発信の仕

方になるかというのにちょっと興味があること

と、次のイの木育キャラバン、これは巡回活動

を行うということなんですが、どの程度の頻度

で、どういう場所で、木育ですから乳幼児か小
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学生か、いろいろあると思うんですけれども、

どういうことをされるのか、お尋ねします。

○武田みやざきスギ活用推進室長 ネットのほ

うの普及なんですけれども、家を建てる人、世

代、後は実際に調査員が住宅のほうを見られた

りとかしながら、感想やなんかを発信していく

という形にもなるかと思いますけれども、世代

的には家を建てる世代を中心に考えていきたい

と思っております。

キャラバンのほうは、新しく雇用される職員

が月に１～２回ぐらいアピールをしに行くとい

うことで考えております。場所については公共

スペースということで、図書館や博物館などを

今、想定しているところです。

○十屋委員 先ほどもあったんですけれども、

木育キャラバンは県の職員が月１～２回、公共

スペースということですけれども、ということ

になってくると情報をどういうふうに発信して

いくか。例えば子供たちを対象にすれば、保育

園、幼稚園、小学校とか、さまざまな場所が考

えられるんですけれども、そういうところにちゃ

んと呼びかけて来ていただくということで理解

していいんですか。それとも、ネットか何かで

ぽんと出して、来ていただくのを待っておくの

か、どういう形になるのか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 イベントの

周知かと思いますけれども、そこについては、

ネットなり効果のあるものを考えていきたいと

思います。今、具体的なものの想定はまだして

いないんですけれども、周知のほうはしっかり

やっていきたいと思っています。

○十屋委員 要は、ターゲットをどこに絞るか

でどういう発信していくかというのはおのずと

決まってくるので、木育ということであれば幅

はある程度狭まってくるのかなと思います。そ

こは十分検討していただきたいと思います。

それから、もう１つは、７ページの最後の東

京事務所、大阪事務所の内装木質化とあるんで

すが、この事業をされる方は東京の方と大阪の

方ですね、工事される方は。

○武田みやざきスギ活用推進室長 実際に今、

想定しているのが、そんな大きな工事を伴わな

いように考えております。壁のほうに木質のも

のを置いて、内装木質化というふうにアピール

できるようなものを置くというか、展示すると

いうか、そういうことを今、考えておりまして、

それほど大きな工事というのは発生しないとい

うふうに想定しております。

○十屋委員 何を置かれるつもりなんです

か。110万円で半分だったら55万円だから、本棚

なのか、何かの展示スペースのあれを置くのか。

行かせてもらうと、東京事務所のあのフロアの

中に、どこに何をどうやって置くのかなと思い

ます。大阪フロアも余り広くないしと思いなが

ら、考えるんですけれども。

○武田みやざきスギ活用推進室長 確かに、東

京事務所のほうはちょっと置くスペースが、壁

が露出しているところは少ないということがあ

りまして、今、パーティションを想定している

ところです。大阪事務所のほうは、格子状のも

のやなんかを壁のほうに飾りつけまして、そこ

で木質というものを見せていきたいというふう

に考えています。

○十屋委員 気持ちは十分伝わるんですけれど

も、効果の問題で、大阪と東京事務所に来られ

る方が見て―やられるんであれば、東京事務

所なんかは１階のフロアをどこか借りて、そこ

にみやざきスギというのをＰＲしたほうが、よ

り多くの全国の方があのフロアに来るので、エ

レベーターの近くとか、そのほうがより効果的
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なのかなというふうに個人的には思います。大

阪も、いろんな繁華街の地下にあったりとか、

さまざまな場所なので、少し選定されたほうが

いいんじゃないかなと。内側の中だけに置くの

ではなくて、ほかにもっとＰＲの仕方をやられ

たほうがいいんじゃないかなというふうに思い

ます。

これも財源的には緊急雇用ですので、その側

面が強いんではないかなと思うんですが、先ほ

どから出ていますネットにしろ、キャラバンに

しろ、雇用を生むようなことではないのかなと

思うんですけれども、財源の基金の目的と、情

報発信とキャラバンというのは、合致、整合性

がとれるから、事業化されたんですね。

○武田みやざきスギ活用推進室長 県産材地産

地消促進事業のほうですけれども、緊急雇用創

出事業臨時特例基金というのを使っています。

この事業につきましては、先ほどちょっと職員

というような発言がありましたけれども、人を

雇って、その人が実際に発信をしていくという

ふうな事業でありまして、雇用自体は、この事

業で雇用を生む、雇うということが一つの目的

になっております。その関係で雇用基金のほう

を使わせていただいているところです。

○十屋委員 今、雇うと、言葉的に職員と言わ

れたので、県の職員の皆さんかなと想像してし

まいまして、そういう意味からすると合致する

のかなというのをちょっと思ったものですから。

最後に、家づくりの抽せんで、100戸分で1,700

万円、100で割ると17万、前も同じような事業が

あって、前のときには床柱か何か１本プレゼン

トがついていましたね。それと同じように考え

られなかったのかなと。抽せんに当たる方はう

れしいと思うんですけれども、できればもう一

歩踏み込んで同じようなことはやれなかったの

かなと思うんです。そのあたりの前回の事業と

今回の事業の違いといいますか、材価の下支え

というのは当然あるんですけれども、床柱をつ

けなかった理由というのは何かあるんですか、

予算的なものがあるとか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 去年まで81

本ということで、80本プラス１本という事業を

行っておりましたけれども、やはり予算的なも

ので80本ということもありますし、材価自体、

最後の１本は役物のほうになりますので、今回

の材価低迷の普通材、Ａ材、Ｂ材、Ｃ材の普通、

一般流通しているものを対象ということで、80

本というふうにさせていただいております。

○十屋委員 １本の重みというのが多分あると

思うんですけれども、これ以上言いません。私

のほうは終わります。

○福田委員 再生可能エネルギーの積立金の問

題です。これは大変時宜を得たもので、何も問

題はないんですが、これから５年にわたりまし

て取り崩していくわけですが、つくる施設、こ

れが大事と思いますが、24年度で１億3,000万円

ぐらい希望が出ていますね。この概要、どこか

１つ、どういうものが盛り込まれているという

ことを教えてもらいたい。

○川野環境森林課長 それでは、一番金額が大

きい門川町について御説明したいと思いますが、

門川町の場合は、温泉「心の杜」ということで、

研修交流センター、こちらに太陽光の発電パネ

ルと蓄電池を設置します。高台にあるものです

から、そちらに避難するための誘導灯というこ

とで、ＬＥＤの誘導灯も一緒に設置するという

ことで、そういった事業を展開するというよう

な計画になっております。あわせて、そちらの

工事費がかかりますので、そういった事業費を

全て込んで4,470万円余の事業費になっておりま
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す。

他の３つにつきましても、同じく太陽光発電

と蓄電池を設置するというふうになっておりま

す。

○福田委員 蓄電施設が併設されまして安心し

ましたが、何時間ぐらい災害時にその蓄電施設

は使用可能ですか。

○川野環境森林課長 今回、この事業計画をい

ただくに当たりまして、要は、防災拠点とか避

難施設というふうな形の位置づけになりますの

で、最低限３日は蓄電で機能回復するまでに発

電しないといけないということで、各市町村に

つきましても、それぞれの設備、施設の規模に

よりまして、１日分、２日分、３日分と分かれ

ておりますが、大体、１日から３日分の蓄電が

できるような形の蓄電池が計画されております。

○福田委員 蓄電施設が防災拠点施設では大事

と思います。もちろん、太陽光を使って再生可

能エネルギーで蓄電をするんですが、蓄電施設

にはある程度能力に余力があるものを持ってき

まして、太陽光発電だけではなくて―蓄電は

常時、通常の電力からもできますし、あるいは

非常用の発電機からもできますし、非常用の発

電機との併設は金がかかりますが、平常時、電

力からもある程度長期間にわたって使用できる

ような蓄電能力を持つものを併設しなければ、

ただ非常用の防災施設がありますよということ

になるんですね。再生可能エネルギーですから、

太陽光パネルももちろん大事ですが、蓄電機能

をしっかりと、設計等にどういう能力が組み込

まれているかということを点検しながら、予算

の査定等をこれからやってもらいたい。でない

と防災拠点施設にならないですね。

○川野環境森林課長 今後、また25年以降の事

業計画がいろいろ出てくると思いますが、特に

そういう太陽光パネルと蓄電池の能力につきま

しては、きっちり見ていきたいと思っておりま

す。今回、限られた予算ということもあります

ので、国のほうもそうなんですが、必要最低限

の機能が維持できるぐらいのものを幅広く設置

していただくというのが一つの考え方でござい

ます。必要より大きなものというのはなかなか

考えづらいというところもありますので、防災

拠点としての機能が最低限維持できるぐらいの

蓄電池、それから太陽光パネルを設置できてい

るかどうか、きっちりと審査していきたいと思っ

ております。

○福田委員 よろしくお願いします。

何人も委員から出ましたが、杉材80本提供事

業、私は大変よろしいかと思いますが、他県で

もやられているようであります。そこで、せっ

かく木材の需要を喚起するための施策ですから

―十屋委員からもございましたが、今、洋風

の部屋が主流ですね。ですから、木材の使用も

構造材に限られるわけですね。少なくとも１部

屋ぐらいは和室をつくるということで、和室向

けの柱等を提供されますと、質のいい木材の需

要拡大につながる、そういうふうに私は考えた

んです。経費等の問題もありますが、しかし、

今、割柱ができるのは大体60年生ぐらいと、こ

の前、秋田県で聞きました。60年生ぐらいのも

のは非常に安いそうですから、割柱等も入れら

れて、１部屋は設計にぜひ和室を組み込んでく

ださいねと、それぐらい先を読んだセールスを

される必要があるんではないかなと。単に80本

提供しますよでは意味がないなと思うんですが、

いかがでございますか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 柱材80本な

んですけれども、木材を使って住宅を建てると

いうことで、その普及ということで、抽せんの
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前に講習会を行いまして、そういうアピールと

いうのをやっているところです。そういうとこ

ろを通じて、木材を使って、洋風、和風という

のは施主さんの好みというのもあるかもしれま

せんけれども、使っていくことを普及していき

たいというふうに考えています。

○福田委員 ぜひ、設計の中に和室１部屋運動

を進めてもらいたい。今、ほとんど和室がない

ですね。要望でございます。

○丸山委員 木材価格対策についてお伺いした

いと思います。まず、原木出荷調整資金につい

てなんですけれども、聞いてみますと、山をあ

る程度指定しないと―申請してからこの資金

が流れるというような仕組みだというふうに聞

いているんですが、この資金を使おうとした場

合、どういう手続をすればいいのかを教えてい

ただくとありがたいんですが。

○武田みやざきスギ活用推進室長 実際に申請

される方については、申し込みについては、森

林組合等の系統であれば県森連にということで、

素材生産業者の方は県木連のほうに申し込むこ

とになります。そこで申し込みをして、いろい

ろ聞くことになりますけれども、県木連のほう

は、県木連の組合に加盟しているか加盟してい

ないかというのがちょっとありまして、素材生

産業者の方としましては、各地区の木協や賛助

会員に加盟していただくということになります。

○丸山委員 加盟とかじゃなく、どういう山が

そういう指定になるのか、そういう指定が何か

必要だというふうに聞いたものですから、山を

指定して、それを木連なりが認定して、そうい

う手続が要るということで、すぐに使える予算

なのかというのがちょっとわからなかったもの

ですから、その辺を説明していただきたいと思

います。

○武田みやざきスギ活用推進室長 先ほどの説

明にちょっと加えまして、木材産業改善計画と

いうのを山村・木材振興課のほうに出していた

だくということで、計画をつくって、並行して

申し込みを行って、それが両方ともオーケーに

なれば融資が受けられるというふうな仕組みに

なっています。

○丸山委員 ちなみに、今回、６月に木材価格

が非常に下落したんですが、それまでにも既定

の事業があるんですけれども、どれくらいの融

資枠がといいますか、こういう改善計画をつくっ

て実行したいという申し入れがあったのか、そ

のときに既に予算をオーバーしているぐらいの

申し込みがあったのか、それをお伺いしたいと

思います。

○武田みやざきスギ活用推進室長 実際の申し

込みについては今、把握しておりませんけれど

も、実際に融資の聞き取りを行っておりまして、

それについては４億円以上の希望があったとい

うふうに聞き取り調査をしております。現実、

今までやっているものというのが２億円ちょっ

と実績としてありますので、合わせてやっぱり

６億円ぐらい必要ではないかということで今回

の予算を組んでおります。

○丸山委員 簡単に使えそうで使えない予算で

はないのかなと思っているのと、これが原木価

格に本当に反映していっているんだろうかと。

実質、少しずつ原木価格が回復ぎみになってい

る状況の中に、この２億円の資金をつぎ込むけ

れども、本当に有効なのかなというのは非常に

疑問に思うところなんです。年間を通してこれ

までも、原木調整資金、去年、おととし、３年

間でいいですけれども、どれくらい活用された

実績があるのかを教えていただきたいと思いま

す。
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○武田みやざきスギ活用推進室長 実績のほう

ですけれども、21年度からですけれども、21年

度が２億7,200万円、22年度が１億7,700万円、23

年度が１億5,900万円となっています。

○丸山委員 それは大体使う時期が―いつも

８月ぐらいが一番下がるんじゃないかと思うん

ですが、１～２月、これからは毎年、原木価格

自体はだんだん上がっていきますね。時期的に

は普通、一番厳しい８月ぐらいがメーンに使わ

れるんじゃないかと推測するんですが、どうな

んでしょうか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 済みません。

月別のものが今、手元にございませんので、も

しわかれば調べて御報告したいと思います。

○丸山委員 この計画が、枠をふやしてもらっ

て、うまく有効に活用されていけばありがたい

んです。改善計画をつくって、それが速やかに

流れないと、資金が出なければ、今、素材生産

の人が非常に困っていると話も聞いているもの

ですから、どっちかというと運転資金の利子補

給みたいなほうがまだよかったという意見も強

いんですけれども、そのような検討をされたこ

とはないんでしょうか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 今ある融資

制度の中で検討しておりまして、この原木調整

資金の入っております木材産業振興対策資金な

んですけれども、その中のメニューで検討して

きたところです。その中に利子補給というメ

ニューがなかったということでございます。

○丸山委員 現場の声を聞くと、運転資金を借

りかえるための利子補給がよくありますけれど

も、そういう制度があるとダイレクトに打てた

のかなというのも少し聞いたものですから、今

回の補正の中でそういう利子補給、もしくは運

転資金が枯渇していて非常に困っているという

現実的な話を最近聞くものですから、その辺を

できるだけ早目に検討していただければありが

たいのかなと思っております。

もう１つ、下刈りを２回刈りにするというこ

とで、1,200ヘクタールを予定しているというこ

となんですが、我々もこの前、現地調査をした

ときに、現場がどういうところであったら―

下刈りに、補助金といいますか、県の予算が行

くわけですので、普通の民間のところにも使え

る予算ではない、民間のどこでも下刈りをした

い人が使える予算じゃないというふうに思った

ほうがいいのか。県の指定していた重要な保安

林のところであったら下刈りをして補助金を出

していいですよという事業があると聞いている

ものですから、どっちの事業なんでしょうか、

これは。

○水垂森林経営課長 下刈りの助成対象地とい

うのは、民有林であればどこでも結構でござい

ます。一般的には、森林所有者がみずから下刈

りをすることは少なくて、森林組合にお願いし

て、委託して、森林組合が実施するというのが

ほとんどであります。ただ、大規模な森林所有

者におかれましては、自分たちで作業員を雇用

している方もいらっしゃいまして、みずから行

う方もいらっしゃいます。

○丸山委員 この下刈りは、４月の当初には、

予算がありませんので、２回刈りはもうやめま

すというような通達を出して、私の６月の質問

のときには、２回刈りしなくても十二分に生育

しますというような言葉をこの委員会の中で発

言されているんですが、今回あえて２回刈りも

認めるというのはどういう考えでなったんで

しょうか。

○水垂森林経営課長 24年度の最初の考え方と

しましては、直接支払い事業の中で、これは造
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林から下刈り、除間伐、いろんなメニューがご

ざいますけれども、森林経営計画が今年度から

スタートしますが、国の補助金絡みでございま

して、国の制約の中で計画にのっとって行うも

のが対象になりますよということ、それから間

伐におきましては、計画にのっとった量を５年

間の計画の中で５年後に結果としてもし確保で

きない場合は、それまでの５年間の補助金を返

還せよというような厳しい制約がありましたの

で、まずは間伐の予算を確保しようということ

で、下刈りの２回刈りをやめまして、１回刈り

だけを対象としようというのが当初の計画でご

ざいました。今回は、木材価格下落を受けまし

て、木材価格対策の緊急性とか重要性とか、そ

ういったことから鑑みまして２回刈りを復活さ

せたという経緯でございます。

○丸山委員 ほかの仕事をつくってやろうとい

うことで十分理解するんですが、１つほかの仕

事ということで私も質問させてもらったんです

が、シイタケの原木が福島県を中心に原発事故

以来足りないということで、そういう供給もし

てほしいということで、シイタケ原木の出材を

することによって仕事がふえるんではないかと

いうことで、国のほうからもいろいろコーディ

ネーターを使って調査をやっているということ

なんですが、11月の適期に切らないと間に合わ

ないということでありますけれども、そういっ

た事業もできる予算やメニューがあるのかをお

伺いしたいと思います。

○河野山村・木材振興課長 制度資金でのメ

ニューのお話ですか。

○丸山委員 今回、シイタケ原木を欲しいと、

コーディネーターも使っていろいろ作業をやっ

ていますけれども、そのときに、いきなりやっ

てくれと言われても、助成制度とか運賃補助と

かないと、すぐにはシイタケ原木を出荷できま

すよとならないと思っているんですが、その辺

の事業というのは何かあるんでしょうか。

○河野山村・木材振興課長 これにつきまして

は、国と森林組合連合会のほうが取り組んでお

りまして、私どもマッチングを今、一生懸命やっ

ておるところですけれども、こちらで購入した

経費、例えば宮城とか仮に届けるとしますと、

運賃とか、かかります経費が相当出てまいりま

す。それについては国と東電のほうで支払うと

いうような仕組みでありますので、通常の取引

で県内においては賄われるということです。

○丸山委員 恐らく、シイタケ原木を切る作業

も、杉を出すよりはこっちの仕事があったほう

がいいよという抑制策にも、需要供給バランス

をとる仕事の一つになるんじゃないかと思って

いますので、ぜひ早急に取り組んでいただきた

いというふうに思っています。

現場のほうで聞くと、向こうが欲しがってい

るのは、中間のいいところしか欲しがらないと

いうことで、大きいのは要らない、上の小さい

ものは要らないということで、上と下が使えな

いということで非常に現場も困っているという

ことでしたので、その辺の上と下の出荷できな

い部分を何か再利用できるものがあれば―例

えば我々が視察に行ったＥＣＯマッシュでした

か、チップにしてそういうところがちゃんと活

用してくれるんだよとかいうような情報があれ

ばもっとうまく流れるんじゃないかと思って、

その辺の調整はやられているんでしょうか。

○水垂山村・木材振興課長 確かに委員おっ

しゃるとおり、求められている規格が20センチ

以下だったりとか、サイズも宮崎県内で１メー

ター20とか使いますけれども、１メーター10と

か１メーターとか、いろいろ要望といいますか、
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リクエストが出てきておりますけれども、それ

に合わせた採材といいますか、規格を選んで出

すというような、今、現地の選定も行われてお

ります。また、言われました規格外の大きいも

の、これについても県森連のほうが全国森林組

合連合会を通じて、例えば菌床の床に基材とし

て使えないかとか、そういったことも御提案し

ているようでございますので、県としても支援

してまいりたいと思います。

○丸山委員 ほかの仕事があれば、杉の原木の

出荷が少しでも抑制されれば―もっと原木価

格が上がらないと、今ようやく8,000円ちょっと

上がってきましたけれども、それでも前年から

すると1,000円ぐらい安いというふうに聞いてい

て、まだまだこれでは原価割れの状況だと思っ

ていますので、速やかにこの対策を打っていた

だきたいと思っています。

引き続き、環境森林課のほうに再生可能エネ

ルギーについてお伺いしたいんですが、この事

業は市町村とか民間でも行えるということなん

ですけれども、今回は市町村だけということな

んですけれども、民間のほうは平成24年度上がっ

てこなかったんですが、今後、民間でも、例え

ば病院とかいうところが上がってくる可能性が

あるというふうに思ってよろしいでしょうか。

○川野環境森林課長 今年度は公共施設を先に

要望調査を行ったということで、今後、９月か

ら10月にかけて要望調査を行っていきたいと思

いますが、一定のニーズは存在するのかなとは

思っておりますが、何せ補助率が３分の１とい

うこともありますので、そのあたりでどの程度

上がってくるのか、まだ全く未知数ではござい

ます。ただ、医療機関等につきましては、自家

発電施設を備えているところが多いと思います

ので、この事業につきましては、自家発電があ

るところは対象外ということになります。そう

いったところで、きっちりと広報をやりまして、

施設につきましても、地域の防災計画上の避難

施設とかいう位置づけになっているという要件

がございますから、市町村を通じまして、そう

いった施設にちゃんとした形で広報を行ってい

きたいと思っております。

○丸山委員 もう１点気になるのが、評価委員

会というのがあるということなんですが、どう

いった方々がメンバーで、どういったことを評

価していくのかによって、この施設だったらい

いよ、この施設だったらこの規模じゃないとだ

めだよというふうになると思うんですが、どう

いうメンバーを想定して―もう決まっている

のであれば教えていただきたいと思うんですが。

○川野環境森林課長 実は評価委員会は、今回、

補正予算を上げるに当たりまして、もう既に設

置しているところでございます。この候補を選

定していただく作業を、既に意見聴取を行った

ところなんですが、メンバーとしましては、今、

４人の方をお願いしておりまして、そのうちお

二人はエネルギー関係と防災関係の大学の先生、

専門家の方にお願いしております。防災という

立場で行政のほうから危機管理局の統括監にも

入っていただいておりまして、あと１人、やは

り太陽光発電が中心になってくるということで、

太陽光発電の専門家ということでＮＰＯの方に

も入っていただいております。一応、４人の方

で要望調査の中身を見ていただきまして、委員

がおっしゃられましたように、この施設に対し

てこの規模でいいのかとか、配置についてどう

かとか、必要性とか、いろんな観点から御意見

をいただきまして、候補を選定していく作業を

進めているところでございます。

○丸山委員 ぜひ中立公正に、この施設だった
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らいいだろうとか、しっかりしていかないと、10

分の10という市町村であれば大きな予算であり

ますので、公平にやるように、どこかの市とか

町とかが偏ってやることはないというふうに理

解してよろしいでしょうか。例えば、国富町と

かが３つ４つやるとか、そういうことはないと

いうふうに思っていいんでしょうか。

○川野環境森林課長 確かに、今、公共施設の

要望をとっているんですけれども、市町村によっ

てたくさん御要望をいただいている状況はござ

います。やはり、先ほど言いましたように、限

られた予算でございますので、幅広く、そして

その地域の自立した発電というか、電源の確保

ということがメーンになりますから、やはり地

域のバランスというのが大きいと思います。少

なくとも御要望をいただきました市町村は、１

つは最低はさせていただくということで今、考

えておりまして、今後、その要望状況におきま

しては、２つ３つ出てくる市町村も出てくるか

もしれませんが、やはり地域のバランスを考え

て、１つの市町村に最低１カ所は、要望いただ

いたところは整備していきたいという考え方は

持っております。

○丸山委員 この件は最後にしますが、宮崎に

は地元で太陽光パネルをつくっている会社があ

るんですが、そういうところを、ぜひ地産地消

という観点から使ってほしいという指導をされ

ているのか、どこのメーカーでもいいんだよと

いうふうに言われているのか、どちらなんでしょ

うか。

○川野環境森林課長 基本的には、県産のパネ

ルを使っていただくというのが地産地消の上で

いいということでございますが、公共施設とい

うこともございますので、整備いただく市町村

に対しましては、そういったことの助言をさせ

ていただいておりますが、それじゃないと補助

できないというような要件はつけていないとこ

ろでございます。

○丸山委員 できれば要望でいいですので、知

事のほうも幅広い地産地消をやるべきだという

ふうに言っていますので、地元のせっかくつくっ

ている企業もあるということを考えれば、そう

いうことを県としてはしっかり言っていただき

たいということを申し添えておこうと思ってお

ります。

○武田みやざきスギ活用推進室長 先ほど丸山

委員のところで融資の話がございましたけれど

も、今、手元に今年度の４月からの融資の月割

りのものがございまして、それについては、４

月に２億ちょいぐらいなものが８月には２

億5,900万円に上がってきております。要望も

とったときに結構多かったということで、今後

ふえてくるのではないかというふうに思ってお

ります。

また、冒頭に、山の指定がなければ借りられ

ないというようなお話がございましたけれども、

制度上は山の指定というのはございませんので、

申し添えておきます。

○中野委員 最近、地産地消という言葉が出ま

す。私、久しぶりに知事室に行ったんです。知

事室の応接台が変わっていた。これは何かな、

外材に色を塗ったものかなと思ったんです。私、

今度、敬老会で公民館を回った。そうしたら、

私もこれはいいなと思って、縁台ができていま

した。これは杉、恐らく近くの建具屋さんがつ

くって、何ぼか値段はわからんけれども、杉の

根っこの曲がったような部分の木目を使って、

これだったらどこに出してもおかしくないなと。

国富の人、いないですか。おったら一回写真を

撮って、みんなに見せてください。知事室の応
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接台、あれは何ですか。何材でできているわけ。

あれだけ県が地産地消と言っておいて、宮崎県

庁の中で一番人が来るところはあの応接室です

よ。外材でも、あれは余り上等じゃなかった。

本当にあんなところこそ、どうせやるんだった

ら―地産地消と言っているけれども、地元の

足元はどうなっているのと。こんな細かいおも

ちゃみたいなものをつくったってしようがない

けれども、ああいう応接台が出れば、高級で売

れますよ。まず、知事なんか何を考えて地産地

消と言っているのかなと。またこれは議会でゆっ

くり議論します。部長、どうですか、毎月１回、

定例部長会で座っていて、手の感触は。

○堀野環境森林部長 多分、知事応接室のテー

ブルだと思います。たしか昨年、あれは老朽化

したので、総務部のほうで入れかえたというふ

うに聞いております。そのとき、私、総務部に

おりましたけれども、ただ、私、職員担当次長

だったんで直接かかわっていなかったものです

から、申しわけないんですが、基本的に、地産

地消は大事だと思っておりまして、知事も通常

からおっしゃっています。今後の中長期的な対

策として、地産地消を基本に県民会議みたいな

ものをつくっていきたいと今、検討しています。

そういった中で、委員御指摘のような点も踏ま

えながら頑張っていきたいと思っておりますの

で、御協力、御支援をお願いしたいと思ってお

ります。

○中野委員 俺が言いたいのは、そういう県民

会議をつくるとか、知事室の応接台をつくるの

に県民会議で議論する話かと、そんなことを言

いたいわけよ。本当に真剣に地産地消を考えて

いたら、まず足元から―今回はそれはそれで

いいけれども、国富町の縁台、これは本当によ

かった。久しぶりに杉でつくってよかったなと

いうのを見たけれども、ぜひ一回……。

○堀野環境森林部長 委員御指摘のように、足

元からということでいけば、杉の名刺とか、そ

ういったものをまず我々から使っていこうとい

うことで、今いろいろ計画に取り組んでいます。

また、杉でつくったバッグとか、そういうのも

やっていきたいなと。どういうことができるか

というのを今、一生懸命考えているところです

ので、御理解いただければと思います。

○中野委員 次長がさっきバッグを持ってみえ

たけれども、それはそれでいいけれども、名刺

１枚つくってどれだけ杉の単価が上がるか。そ

れはそれでいい。そんな小さい話は俺は言っと

らん。もうそれはいいです。

これも1,792万4,000円、100戸分の80本、これ

で割ったら大体１本が2,200円ぐらい、１戸当た

り大体18万円ぐらい、これは本当にどうやっ

て……。私もしょっちゅう建設業の人たちと話

をするんだけど、みんなこんな制度があるとい

うのは―本当に周知が難しい。

また話が変わるけれども、今、木造住宅を建

てるとなると、ほとんどプレカットで、プレカッ

トの担当はどこですか。県内幾らあるかわから

んけれども、プレカットで利用している木材、

県産材と県外の杉、これ、どうなっていますか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 プレカット

自体で扱っている杉がどれぐらい、県産材がど

れぐらいというのは把握していないところなん

でけれども、県内の素材生産量自体が昨年160万

ぐらいありまして、他県から入ってくるもの、

他県に出ていくもの、あと外材とか含めると、

製材用の利用というのは120万ぐらい県内で消費

されているものではないかというふうに思って

おります。率的にいうと160分の120ぐらいにな

りますので、４分の３ぐらいが県内の製材工場
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で製材されているものではないかというふうに

推定しております。

○中野委員 ぐらいはぐらいでいいんだけど、

私は結構、建築業の人たちに友達が多いんです。

一戸建てを建てるときは県産材はどんな割合と。

いや、ほとんど使っていますよと、みんな10人

が10人言うわけ。そういう現実を私は聞きなが

ら、皆さんこうやって何かＰＲと言うけれども、

既に宮崎では使っている。その中でＰＲしてど

んな効果があるのかなと。何かここで700万の議

論をせんといかんのかなと、悩ましいけれども、

もうちょっと現実の県内の、どう使われている

か、建築業なんかとしっかりまず議論をして、

要は不燃材と木造材の比率、うちらの田舎でも、

夕方行くとプレハブの骨格ができているとか、

そういう状況の中で木質のよさというのか、も

うちょっと何か工夫しないと、担当課があるか

ら仕事を何か見つけてするのかなというような

感じがするんだけど、もうちょっと現実のそう

いう実態調査を踏まえてやるべきじゃないかな

と。

それともう１つ、話が飛んだりしますけれど

も、80本提供する場合、一戸建てを建てる場合

に１戸に80本提供しますよという場合に、建築

業としては、込みで１戸何ぼでと受けるじゃな

いですか。その中に柱が何ぼ入っているかわか

らんけど、その中に例えばただの柱を80本持っ

てきた場合、建築業者としてはプラスになるの

かマイナスになるのか、ようわからんのだけど、

簡単でいいですが、その辺はどうなりますか。

○楠原環境森林部次長 今、委員おっしゃいま

したが、県内の工務店は県産材をたくさん使っ

ていただいています。ただ、現実には、住宅は

木造率が約70％ですけれども、宮崎県内ですけ

れども、やっぱり大手ハウスメーカーあるいは

ツーバイフォー住宅、いろんなのがありますの

で、そういったものにいかに県産材を使うかと

いう一つのカンフル剤にしたいというふうに

思っています。今、工務店でつくっていらっしゃ

る団体、あるいは大工さんでつくっていらっしゃ

る団体、そういったところとは一生懸命、意見

交換させていただいておりますので、今回、こ

の乾燥柱材、これについてもそういった団体の

皆さんの協力を得て、こういったものが一つの

カンフル剤になって、県産材をもっと使おうと

いうふうな仕組みに広げていきたいというふう

に思っています。

○中野委員 最後にしますけれども、国富、綾、

私が住んでいる範囲は、結構建築業がおります

けれども、その話、聞いたことがないけれども

―既に目いっぱい使っていますよという話の

中で、では、どうするのか。プレハブと木材で

した場合は、耐用年数が木材だったら100年もち

ますよと。一方のプレハブだったら、建ったと

きは格好いいけれども、20年か30年で色があせ

ますよと。余り言うといかんかな。もうちょっ

と何か―手のぬくもりとか、わかりゃせん。

県外材とみやざきスギとさわって、手のぬくも

りなんかわかるか。わからんだろう、ベニヤと

でも。もうちょっと現実的な言い方をしながら、

やるべきだと。手のぬくもり、木のぬくもり

―柱なんかは今は隠れてしまって少ない家が

多いわけ。もうちょっと現実の議論をこれから

してください。以上です。答弁はいいです。

○後藤副委員長 自然環境課にお聞きしたいん

ですが、海岸保安林等機能強化調査事業、御説

明がありましたけれども、３・11以降、海岸線、

特に保安林、松林等を有している自治体は、さ

まざまな機能強化法が議論されていますね、整

備手法を含めて。これは、この調査事業を含め
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て、県として整備手法、機能強化法を報告され

るということでいいんですか。

○佐藤自然環境課長 今のお話で、先ほど説明

の中で申しました東日本の検討会の報告書も※中

間報告ということになっていますので、正式に

はまだ出ていないんですけれども、その中で言

われておりますのは、どんな海岸林が効果があ

るのかということで、基本的にはやっぱり海岸

林だけで津波を防ぐというのは無理でして、減

災効果といいますか、津波のエネルギーを弱め

るというようなことが話されているところでご

ざいます。今の報告書の中では、林帯―森林

の幅が広いこと、２番目として森林構成自体は、

大きくて高い、幹が太くて高い松林がいいとか、

松林単層じゃなくて広葉樹等もまじったほうが

いいというようなこと、３番目といたしまして、

できれば海岸の前のほうに人工的な盛り土、砂

丘的なものがあったほうがいいというような中

間報告がなされているところでございまして、

基本的にはそういう※中間報告を踏まえまして、

先ほど申しましたように、宮崎市が中心になり

ますけれども、宮崎の海岸線がどのような構成

になっているのか、現況を把握するというのが

今回の調査目的ではございます。発展的には、

調査結果をもとに、大学の先生方とか関係者を

含めた検討会を設けていくということで検討し

ていきたいと思っているところでございます。

○後藤副委員長 今回、宮崎市、新富町とおっ

しゃいましたね。県内約400キロの海岸線、その

中に国有林、県有林、私有林、混在している中

で、県として出されるというのがどうも―国

と連携をとっていただきたいんですが、県北に

なりますと、御存じのリアス式のああいう海岸

線、ちょっと特異なケースになるものですから、

そこのところをちょっと……。宮崎市、新富町

だけでいいのかなと、ちょっとあれだったもの

ですから、お聞きしたいんですが。

○佐藤自然環境課長 宮崎には1,600ヘクタール

ほどの海岸林というのがありますけれども、今

回、調査対象といたしているのは、宮崎市、新

富町の約370ヘクタールということで考えてござ

います。今、委員の御指摘がありましたように、

それぞれ海岸の高さですとか、松が中心である

ところ、また雑山になっているところ等もござ

いますので、全域でできればちょうどいいです

けれども、なかなか費用の関係もございまして

できませんので、一応今回の調査をモデル的に

考えまして、ほかの地域にも対応していきたい

と思っておるところでございます。

○後藤副委員長 わかりました。よろしくお願

いします。

○徳重委員 木材利用という立場でもう一回お

尋ねしておきたいと思いますが、私は前の本会

議でも、学校机・椅子について質問をさせてい

ただいた経緯があるわけですが、今度の東日本

大震災で山元町に贈った学校机・椅子が非常に

喜ばれたということは、もう何回も報道もされ

たし、御存じだと思います。そこで、その後に

おいて、教育委員会と皆さん方との間で学校机

を少しずつでも木造にしていこうとかいうよう

な話があったものかどうか、お聞かせください。

○武田みやざきスギ活用推進室長 教育委員会

のほうとお話を今させていただいているところ

でございまして、木製の机・椅子に変えていた

だくように、こちらとしてはお願いしていく方

向で話をしているところです。

○徳重委員 これは、子供たちも使いやすい、

ぬくもりもある、やわらかさもある、スチール

製と重さも変わらない、便利だということで、

※20ページに訂正発言あり



-20-

本当に喜ばれているわけです。いいものはやっ

たらいいじゃないかと。若干高いということも

あるようです。それはそれとして、宮崎県はこ

れだけ木材があるわけですから、これを有効利

用するということと、13万人、小・中・高校生

がおるんだそうです。一遍にかえるということ

はとてもできないわけですから、１年に１万個

ずつ、１万個の机といったらすごい量だと思う

んです。これからずっとかえていけば、13年か

からないと更新ができないというぐらいなるわ

けです。宮崎県は、全て学校は木製の机・椅子

だぞと、こうなったら全国から宮崎に注文が入っ

てきますよ。それだけいいということになった

ら。私は、すごい宣伝効果があると思っている

んです。やるかやらないかですね。やるかやら

ないかだと、こう思っています。若干高いといっ

たって、経済効果からしたら、つくる人たち、

関係者、すごくたくさんの人たち、そこで経済

効果を生むわけです。私は、少々高くてもそっ

ちのほうが宮崎県のためになるということを考

えるんですが、考えられませんかね、そういう

ことは。

○武田みやざきスギ活用推進室長 当然、昔は

木製の机・椅子ということで、徐々に、天板と

かは合板のままかもしれませんけれども、変わっ

てきているという状況がございます。その中で、

やっぱり進めていきたい、進めていこうという

話もございまして、少数ではありますけれども、

小学校では平成23年、去年の段階ですけれども、

５％ぐらいは変わっていくというデータもござ

います。そこをどんどんこちらとしてはふやし

ていきたい。教育委員会のほうともお話し合い

をして、それをふやしていきたいというふうに

思っています。そこは需要の拡大という意味で

は非常に意義のあることだと思っています。

○徳重委員 昔、私たちの学生時代は、１クラ

スは50人あるいは55人おったんです。今は30人

ぐらいです。クラスのスペースとしては十分あ

ると考えられます。県は直接は、小中学校につ

いては市町村ですから、市町村にお願いをしな

きゃいけないが、県がそういう姿勢を見せると

いうこと―県ができるところは高校でしょう。

高校の机・椅子は全部やっていくというぐらい

の気持で取り組む姿勢が、皆さん方の姿勢が、

宮崎県の木材は、おお、すごいぞ、木材はいい

ぞというような意識を与えるんです。皆さん方

が率先垂範していただきたいということを強く

要望をしておきたいと思います。

○佐藤自然環境課長 済みません。先ほど後藤

委員の質問に対するところで、若干修正をさせ

ていただきたいんですけれども、先ほど申しま

した東日本大震災の検討会のほうは中間報告

じゃなくて最終報告のようでございます。南海

トラフにつきましては、中間報告ということに

なっておりますので、両方とも中間報告のよう

な発言をいたしましたけれども、東日本大震災

のほうは最終報告ということになっております。

申しわけありませんでした。

○十屋委員 資料の７ページ、ちょっとこだわっ

て申しわけないんですが、新規事業ですので、

この中で金額が相当使われますが、後々また年

度を越すと、費用対効果ということで評価が出

てくると思うんです。これはどういう基準で、

例えばネットとか木育キャラバン、先ほどの東

京事務所と大阪事務所の木質化、どういうふう

にその効果を見込まれると考えたらよろしいん

ですか。数字とかに非常にあらわれにくいので、

キャンペーンというのはそこに何人集まったと

か、キャラバンはそこに何人来ましたというの

は出やすいと思うんですけれども、どういうふ
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うに新規事業をやられて評価されるのかなと思

うんですけれども。

○武田みやざきスギ活用推進室長 おっしゃら

れるとおり、ちょっと難しい課題かとは思いま

すけれども、マクロ的に言うと、素材生産量が

平成32年度までに190万立方、製品については70

万立方、もうちょっと上ですか、やるというふ

うになっておりますので、それに合わせた形で

各指標が長期計画に載っております。それの達

成状況を見ながら、一つはマクロ的にはあると

思います。後は、住宅などへのアピールという

のは、各種アンケートなどが年度ごとに行われ

ているというところもありますので、そのアン

ケートの中にそういう項目を入れたりしながら、

アピール度をはかっていければなと思っており

ます。

○十屋委員 マクロ的に、32年の190万立米とい

うと、あと８年あって、この事業が新規事業で

ずっと８年間やるならまた別でしょうけれども、

単年度で終わってしまったりしたら、その効果

というのはほとんど見えてこなくなってしまう

ので、非常に難しいと思うんです。これをやっ

て、例えば地産地消のインターネットでアクセ

ス件数をカウントするとか、そういうのもある

んでしょうけれども、非常に難しいと思うんで

す。そういうことを含めると、やっぱりある程

度、先ほど中野委員も言われましたけれども、

事業の精査というか、その辺をもう少しダイレ

クトに、例えばこっちのキャンペーンする部分

を家のほうにぼんと持っていくとか、実質的

に100戸じゃなくて200戸にするとか300戸にする

とかという発想をダイレクトに持っていくとい

うのも必要じゃないかなと思っています。これ

は私個人の考えですから答弁は要りませんけれ

ども、そう思っていますので、それだけです。

○中野委員 ２億円の融資、これは一般金融機

関を通して保証つきで出すわけですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 これは、原

資が県のほうから出て、協調融資になっており

まして、今のところ宮崎銀行、農林中金などを

経由して市中に出るということになります。

○中野委員 もう既にやっていますね、これを

見ると。今までの実績で、不払いとか、代払い

とか、そういうのはどうですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 借りるとき

に信用保証基金の保証をつけてということにな

りますので、県のほうの関係では、現実に不払

いになった場合はその保証基金のほうから補填

されるということになります。

○中野委員 今の段階では、代払いとか、そう

いうのはありませんかと聞いている。

○武田みやざきスギ活用推進室長 済みません。

今、手元にその資料はございませんので、申し

わけありません。

○中野委員 私が心配するのは、これだけ材木

価格が低迷しているロングランの話の中で、幾

ら協調倍率だからといって本当にこれだけ草刈

りを補助金なしでやっていけるのかなという心

配があるんです。まあ、いいです。次、既に借

り入れた人の実態を教えてください。

それと、100戸分の柱80本、これはどういうルー

トで個人の住宅に行くのか。単純に割ると１戸

当たり18万円だったけれども、協同組合連合会

がやっぱり事務費で取ったりすると最終的に個

人に行く柱がどれぐらいになるのか、これは考

えても全くわからん。どういうルートで個人に

柱が行くのか、そこら辺を一回ぴしっと整理し

て、流れを出してください。要望です。

○松村委員長 今、中野委員から、みやざきス

ギの活用住宅づくり事業に対しての宮崎県木材
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協同組合連合会の事業に対する取り組みのス

キームがわからないということで、それを資料

にして出していただけないかというお話があり

ましたけれども、皆さん資料をいただくという

ことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、山村・木材振興課の

取り扱い、この事業に対する具体的なスキーム

について説明資料提出をよろしくお願い申し上

げます。

○河野委員 再生可能エネルギーの導入事業に

ついて、椎葉村等、避難施設に対しての導入と

いうことで、今後もぜひ推進していただきたい

というふうに思いますが、これも先ほど選定委

員がいるということで、当たり前かと思うんで

すけれども、国富とか五ヶ瀬の庁舎については、

耐震化はオーケーなんですね。

○川野環境森林課長 今回のこの事業の対象と

しましては、耐震化ができている建物を対象に

ということが条件になっておりますので、その

条件はクリアしております。

○河野委員 今、延岡もそうなんですけれども、

庁舎建てかえというのが進んでいる状況があり

ます。太陽パネルは20年の耐用年数があるとい

うことですけれども、設置するということは、

例えば国富とか五ヶ瀬は、庁舎建築はその20年

以内、計画されていないと考えていいんですか。

そういうことも加味しているんでしょうか。

○川野環境森林課長 庁舎の建てかえにつきま

しては、特にお聞きはしていないんですけれど

も、国富町と五ヶ瀬町につきましては、電力が

通じなくなったときに防災拠点を置く、例えば

会議室２つとか３つとかに電力を供給するだけ

の発電施設と蓄電池を設置するような計画に

なっておりまして、少なくともそこの部分につ

きましては、その年数は使っていくという計画

にはなっていると思います。

○松村委員長 ほかに意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 委員にお諮りします。

議案の説明、質疑等は終わりました。この後、

報告、その他の報告に移りますけれども、時間

が中途半端になることもございますので、一た

んここで午前の部を締めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ここで一たん休憩いたしまして、

午後は１時から行いたいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時１分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

○武田みやざきスギ活用推進室長 午前中に要

望のありました日本一みやざきスギ活用住宅づ

くり支援事業のフロー図を御用意いたしており

ます。事業自体は、家づくり講習会と抽せん会

を行いまして、当せん者が決まるという仕組み

になっております。当せん者が決まった後、施

主の方が県木連のほうに申請をするということ

になりますけれども、その場合、工務店の方と

お話をしまして申請するということになります。

実際の支払い自体は、工務店に納材する木材販

売業者に支払いを行うということになりますけ

れども、それを引いて施主さんに工務店のほう

から請求が行われるという仕組みになっており

ます。

なお、予算額につきましては、（１）、（２）

と書いてありますけれども、（１）のほうが講習

会などの費用、ＰＲ費用も含めてありますけれ

ども、160万円余となっております。また、（２）
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のほうが実際に柱材にかかる費用ということ

で、1,630万円を計上させていただいているとこ

ろでございます。

原木の出荷調整資金について御質問があった

ので、あわせてお答えしたいと思います。過去

に代位弁済とかなかったのかというようなお話

であったかと思いますけれども、原木出荷調整

資金につきましては、過去に代位弁済、ショー

トしたということはございません。しかしなが

ら、木材産業振興対策資金全体でありますと、

本年度は２件、また19年度に１件発生している

という状況でございます。

説明は以上になります。

○松村委員長 この件に関して質疑はございま

すか。

○徳重委員 抽せん会はどこで行われるんです

か。県内から希望者がみんな出てくるというこ

とですか。どういうことなんですか。抽せん会

場はどうなるんですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 抽せん会に

ついては、まだ場所のほうを特定はしておりま

せんが、県内で行う予定にしております。例年

ですと、市民プラザなどを使って抽せん会を行っ

ております。

○徳重委員 研修会をやられるということです

が、１カ所になると思うんですが、県北から、

県南からも、県内全域からおいでになるという

理解でいいんですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 今のところ

１回を予定しておりまして、県内からおいでい

ただくということになると思います。

○徳重委員 最後にしたいんですが、どれぐら

い予想されているんですか。

○武田みやざきスギ活用推進室長 過去の例か

らしますと、２倍から３倍ぐらいの応募者が来

るかと思っております。

○松村委員長 質疑がないようです。

それでは次に、報告事項に関する説明を求め

ます。

なお、県が出資している法人等の経営状況に

ついては、１法人ごとに説明をいただき、質疑

を行ってまいりますので、よろしくお願い申し

上げます。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 常任委

員会資料の８ページをお開きください。Ⅱの報

告事項の１の社団法人宮崎県林業公社について

であります。

地方自治法第243条の３第２項及び宮崎県の出

資法人等への関与事項を定める条例第４条第３

項の規定に基づく県出資法人等の経営状況等に

ついて御報告いたします。

林業公社は、（１）の設立目的にありますよう

に、昭和42年に、造林、育林等の森林及び林業

に関する事業や緑化に関する事業を行い、県土

保全や森林資源の培養などを図るために設立さ

れたものであります。概要は記載のとおりであ

りますが、説明は白い冊子の平成24年９月定例

県議会提出報告書（県が出資している法人等の

経営状況について）でさせていただきます。47

ページをお開きください。

まず、平成23年度の事業報告書について御説

明いたします。１の事業概要をごらんください。

林業公社は、平成19年度に策定した第３期経営

計画等に基づき、経営改善を行いながら、事業

に取り組んでまいりましたが、計画どおりの事

業収入が確保できず、運営が困難となることが

見込まれましたことから、平成24年３月に改定

計画を策定し、新たな経営改善に取り組むこと

としたところです。

次に、48ページをお開きください。平成23年
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度は、２の事業実績にありますように、間伐等

の保育事業や作業路開設等の造林施設事業等に

取り組み、分収林の適正な管理や収入の確保に

努めるとともに、森林施業受託事業により植栽

未済地の解消等にも取り組んだところでありま

す。

次に、経営状況等の詳細につきましては、出

資法人等経営評価報告書により御説明いたしま

す。報告書の171ページをお開きください。

まず、林業公社の概要でございます。総出資

額は1,350万円で、このうち県出資額は500万円

と、全体の37.0％を占めております。

次に、県関与の状況でございます。人的支援

といたしましては、平成24年４月１日現在で、15

名の役員のうち常勤役員として県退職者が１名、

非常勤役員として県職員２名及び県退職者１名

が就任しているほか、職員として２名の県職員

を派遣しております。

また、財政支出等といたしましては、23年度

は、森林整備等に関する補助金として8,979万円

余の支出を行っているほか、公社への無利子貸

し付けを行っており、県借入金残高にあります

ように、23年度末現在の県からの借入金残高

は222億349万円余、県の損失補償契約に基づく

債務残高が116億8,912万円余となっております。

また、主な県財政支出の内容の①林業公社貸

付金にありますように、平成23年度の県貸付金

は11億7,243万円余となっております。

次に、実施事業でございます。林業公社の事

業としましては、分収林事業や森林施業受託事

業等を実施しております。

次に、活動指標でございます。林業公社にお

きましては、長伐期施業転換面積を活動指標と

し、毎年度の伐採量の平準化を図るために分収

林契約の契約期間の延長を進めております。平

成23年度は、245ヘクタールの目標に対しまし

て270ヘクタールの変更契約を締結しており、達

成度は110.2％となっております。

次に、172ページをお開きください。財務状況

でございます。まず、正味財産増減計算書の平

成23年度欄をごらんください。経常収益は７

億8,214万円余、経常費用は13億3,003万円余と

なっており、当期経常増減額はマイナス５

億4,788万円余となっております。これは、23年

度に伐採した森林に過去に投下した経費に見

合った収入が得られなかったことなどによるも

のでございます。これに当期経常外増減額を加

えた当期一般正味財産増減額はマイナス５

億4,583万円余となっており、一般正味財産期首

残高がマイナス27億9,253万円余でありますの

で、正味財産期末残高はマイナス33億3,837万円

余となっております。

次に、貸借対照表の平成23年度欄をごらんく

ださい。流動資産と固定資産を合わせた資産の

合計は348億2,139万円余となっており、このう

ち約345億円が造林から育林に係る投下経費の累

積である森林勘定であります。

次に、流動負債と固定負債を合わせた負債の

合計は381億5,976万円余となっており、このう

ち約339億円が県及び金融機関からの長期借入金

であります。なお、資産から負債を引いた正味

財産はマイナス33億3,837万円余となっておりま

す。

次に、財務指標をごらんください。林業公社

においては財務指標として、経常収益に占める

自主事業収入比率、役員報酬や職員給与などの

人件費、旅費や需用費、使用料、賃借料等の管

理費の３つを指標として設定しており、いずれ

につきましても、目標値を達成しております。

次に、直近の県監査の状況について御説明い
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たします。昨年度の監査におきまして、複写機

の賃貸借契約について、契約締結の決裁伺いに

記載した者と契約書の相手が異なるなど、契約

事務が適正に行われていなかったとの指摘を受

けましたことから、林業公社におきましては、

適切な事務手続を徹底するため、周知徹底を図

るなど、チェック体制を強化したところであり

ます。

次に、総合評価をごらんください。これまで

御説明いたしました状況を踏まえた県の評価で

ございますが、林業公社では、第３期経営計画

に基づき、計画的な主間伐を実施するとともに、

伐採量の平準化のため契約変更を進めるなど、

適正に事業を実施しておりますが、木材価格が

低迷する中、計画どおりの収入が得られていな

いことなどから、厳しい経営状況となっており

ます。このため、県では昨年度、林業公社のあ

り方に関する検討を行い、この中で、公益性や

県財政負担の観点から、公社として存続させる

こととし、その上で公社に対し、公社自身の経

営努力による収入の増や、金融機関に対する積

極的な金利節減対策を行うよう強く求め、なお

公社の資金が不足する分については、県及び社

員である12市町村による貸付金による支援を行

うこととしたところであります。

続きまして、24年度の事業計画について御説

明いたします。同じ報告書の54ページにお戻り

ください。１の基本方針及び、次のページの２

の事業計画にありますとおり、林業公社では、

経営方針及び昨年度策定した第３期経営計画（改

定計画）に基づき、計画的な主間伐の実施や、

保育、路網の整備等を行いますとともに、引き

続き、市町村と連携して森林所有者から施業を

受託し、植栽未済地の抑制や解消を図ることと

しております。

次に、56ページをお開きください。３の収支

予算書でございます。まず、Ⅰの事業活動収支

の部は、事業活動収支差額にありますように、

マイナス１億3,482万4,000円であります。次に、

Ⅱの投資活動収支の部は、投資活動収支差額に

ありますように、2,220万3,000円のプラスであ

ります。また、Ⅲの財務活動収支の部は、財務

活動収支差額にありますように、１億5,705

万7,000円のプラスとなっており、この結果、当

期収支差額は4,443万6,000円のプラスとなり、

次期繰越収支差額は１億1,461万7,000円となり

ます。

説明は以上でございます。

○松村委員長 説明が終了いたしました。報告

事項について質疑はございませんか。

○中野委員 １点だけ、林業公社はこれで何も

ないんですけれども、特別会計に分収林ともう

１つ、２つありますね。あの事業はこの林業公

社の中で実際はやっているわけ。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 特別会

計は県営林で実施しておりまして、林業公社の

事業とは別でございます。

○丸山委員 林業公社全体の話でお伺いしたい

んですが、公社等改革の指針ができたのは基準

年が21年度で、今年度は最終年度になっている

ところの案件としてお伺いしたいんですが、県

からの財政支出額が平成21年度と比べたときに

林業公社はふえています。本来は全体の45団体

で20億円程度削減する目標だったのに、なかな

か達成できなかった主な理由としての説明をお

伺いしたいと思っているんですけれども。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 林業公

社につきましては、主伐が平成16年度から始まっ

ておりまして、その主伐収入により償還金を賄

うことから、それから公庫等へも計画的に返済
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しておりますけれども、その額によって現在ふ

えておる状況にございます。

つまり、借入金の返済を県からの借り入れで

賄っておりまして、公庫等の返済は計画的にし

ておりますけれども、ふえておりますことから、

県の借入金についても増加しているという状況

にあるところでございます。

○丸山委員 なかなか材価が上がってこないと

いう厳しい状況だということだけなのか。金利

を借りかえればすぐよくなるとかいうことも

ずっと聞いていたんですが、それでも全然追い

ついていないというのは非常に危機的状況とい

うことで、これまでもかなり詰めてやってきた

んですけれども、後は、スリム化を図っていく

ために、林業公社の職員の数とか―その辺の

議論というのはどのぐらいまでやられているん

でしょうか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 現在、

ことしから出発しました改定計画に沿って事業

をしておりますが、金利の節減に対しては、昨

年度から関係機関と交渉して、低減するような

努力をしております。

それから、木材価格に対しましては、現在、

大変厳しい状況ではありますけれども、販売の

時期の見直しとか、まだ主伐等を実施しており

ませんが、そういうようなところの市場の動向

を見ながら、調整して経営を行っているところ

でございます。

○丸山委員 平成21年と対比したときに、私の

持っているデータでは県のＯＢ職員がふえてい

るんですが、ふえてしまったのはなぜなんでしょ

うか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 林業公

社につきましては、平成20年度を始期とする第

３期経営計画に基づき経営を行っておりますが、

平成21年度末でプロパーの職員が１名退職をさ

れております。プロパー職員が３名しかいない

中で事業を実施してまいりましたが、今回、経

営計画の見直しに当たりまして、体制が不十分

ということで、林業行政経験が豊富で公社の業

務に精通した県のＯＢ職員を１名採用して、改

定計画を策定したところでございます。以上で

あります。

○丸山委員 なかなか事務量がわからないんで

すけれども、１名減らさないとした場合に、絶

対、事業が回らなかったということなんでしょ

うか。それとも、行革をやりたいという気持ち

がなかったのか、どっちなんでしょうか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 公社の

職員体制に対しましては、平成19年度から検討

を進めてまいりまして、22年度から、２課４担

当制でありましたのを２課２担当制に簡素化し

ております。その中で、公社の経営計画（改定

計画）を実施するに当たっては、土地所有者と

の交渉等さまざまな事業がございますので、そ

ういった中でプロパー職員の後を埋めて、県の

ＯＢ、業務に精通した職員をお願いしたという

ところでございます。

○丸山委員 業務に精通された方ということで

すが、元職はどういう職でしょうか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 入庁以

来、公社の収穫事業等の担当をされておられ、

それから林業行政、林務畑が多いんですけれど

も、事業の収穫、造林等に能力のある方だとい

うふうに考えております。

○丸山委員 いずれにしましても、林業公社は

これまで県議会でもかなり厳しく―今でもま

だ厳しい状況だと思っていますけれども、引き

続き、改革には取り組んでいただきたいと思っ

ております。
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○福田委員 先ほど監査状況の説明を受けまし

たが、これは小さなことなんですね。えらい小

さなことの監査指摘だなと思ったんですが、内

容は大きいんです。契約締結の決裁の伺いとそ

の契約の相手方の名前が違うということは、こ

れは公的な機関とか社会通念では余り考えられ

ないことなんです。この辺がやはり日常業務の、

公社の体質としてあらわれてきているのかなと

いうふうに今、考えたんです。過去、県のいろ

んな不正支出でも複写機にまつわる問題がたく

さん発生しましたが、これは小さいようだと私

は思ったんですが、あら、こんなことをと思っ

たんですが、やはり内容的には大きいですね、

契約決裁の伺いにある会社と違った会社と契約

することですから。契約書の相手が異なる―

これは契約書の相手ですか、契約の相手ですか、

その辺はどうですか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 御指摘

のとおり大変厳しいことだと思うんですけれど

も、少しお時間をいただきたいと思います。

○福田委員 後で結構でありますが、やはりこ

ういう問題が日常業務遂行の基本になりますか

ら、契約書あるいは決裁、この辺を忠実に守っ

て遂行していく、大事なことだと思いますが、

ちなみに部長はどう感じられますか。私は、こ

れ、小さいことを指摘しているなと思ったんで

すが、内容を見ると大きかったからですね。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 契約書

の相手が異なっていたということでございまし

て、見積もりが親会社で、契約が子会社だった

というような状況だったというふうに聞いてお

ります。

○福田委員 それだったら、大きなこういう監

査指摘等についてはもう少し親切に書いたほう

がいい。それはもう間違いなかったわけですか

ら。僕らが見た場合は、決裁をもらった会社と

契約の相手が違うというふうに読み取りますか

らね。それでわかりました。

○十屋委員 172ページの財務指標の中で、目標

値と実績値というのがあって、人件費とか、自

主事業収入比率とか、管理費とかあるんです

が、24年度、25年度の自主事業収入比率、これ

が23年度はある程度達成して133％、24年度、25

年度の40％という数字が23年度に比べると若干

実績値より低くなっているというのは、何か材

価の問題で影響してくるから目標値の33％より

か７ポイント上ぐらいで設定されたのかという

のが１つと、それから人件費の部分で23年度は

相当数金額が下がっているんですが、その大き

な理由をひとつ教えてください。そして、24年

度が6,900万円、25年度が4,100万円と、また桁

違いに差があり過ぎるんです。この数字がちょっ

と理解できないんですけれども、その説明をお

願いします。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 まず、

自主事業の収入比率でございますけれども、こ

れは経常収益と自主事業収入ということで割っ

ておりますが、自主事業収入は分収林事業のみ

でございまして、分収林事業が平成24年度、25

年度と事業計画に照らしてこのようになるとい

うことで、40という数字になったものでござい

ます。

それから、２番目の人件費でございますが、

県職員の給与が23年度目標値が6,800万円余、実

績値が4,500万円余となっておりますが、派遣し

ております県職員の給与は、補助金で公社が払

うということになっておりましたけれども、23

年度は県の派遣職員は県で賄うということに

なったため、目標値を下回ったということでご

ざいます。それから、24年度の目標値がまた6,900
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万円ということでふえておりますが、これは24

年度にプロパー職員１名が退職の予定でござい

まして、その退職引当金がふえたということか

ら6,900万円という値になっております。以上で

ございます。

○十屋委員 23年度は公社が払うから6,800万円

余で、4,500万円になったのは、その予定だった

けれども、県が実質払うようになった分が差し

引かれたので減額になったということですか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 そうい

うことでございます。

○十屋委員 ということは、財布が、出るとこ

ろが別々になったために下がったということで

すね。県から直接その職員に払われて、公社を

通さずに払わなくなったので、この分が差額が

出たということですね。わかりました。

○中野委員 今、聞いていたら、県職員の給与

を県が直接払うようになったというところまで

わかるんですけれども、その県職員の給料分は

この財務諸表ではどうなっているわけ。ただ働

きですか。それは県からの借り入れか何かふや

さんと。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 22年度

までは県からの補助金等で出ておりましたので、

それで賄っておったということでございます。

○中野委員 実質は、県としては本人に給料を

年間何百万か払っていて、そして林業公社に行っ

て働いて、給料は本人に県から出ている。労働

は林業公社に提供している。それだったら県の

貸付金か何かで上げるとか措置せんと、宙に浮

いていることになる。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 給与は

県から支払われておりますが、勤勉手当とか時

間外は公社が支払うということでございます。

○中野委員 本人の給料の数字は林業公社のど

こに上がってきているのかと聞いているわけ。

財務諸表に出てるかどうかということを聞いて

いるわけ。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 財務諸

表には上がってきておりません。

○松村委員長 暫時休憩します。

午後１時35分休憩

午後１時47分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

報告事項に関する報告を求めているところで

ございますが、説明の順序をここで変えさせて

いただきます。その他の報告事項についての説

明を求めたいと思います。

それでは、平成24年６月の大雨等による山地

災害等の調査結果についての説明を求めます。

○佐藤自然環境課長 資料の15ページをお開き

ください。平成24年６月の大雨等による山地災

害等の調査結果について御報告いたします。

まず、（１）の山地災害でございますが、①の

調査の内容についてですけれども、山地災害の

発生状況の表にもありますように、ことし６月

の大雨等によりまして県内で22カ所の山地災害

が発生いたしまして、このうち山腹崩壊が21カ

所で、治山施設災害が１カ所でございました。

その内容は、梅雨前線豪雨や台風４号等４回の

山地災害が発生いたしまして、特に６月23日か

ら24日にかけての梅雨前線豪雨では全体の半数

以上に当たる12カ所、合わせて22カ所の災害が

発生しております。

なお、治山施設災害につきましては、平成15

年及び17年の台風により被災を受けまして完成

しておりましたけれども、今回、そののり面の

上部の町道等が崩壊し、被災を受けたものでご

ざいます。
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今回、施設災を除きました21カ所の山腹崩壊

地につきまして、崩壊地の植生区分や、樹種別・

齢級別被害状況及び植栽未済地の有無につきま

して調査いたしましたので、御報告いたします。

②の調査結果でございます。まず、アの山腹

崩壊の市町村別内訳についてであります。今回

の豪雨により発生した山腹崩壊の市町村別内訳

を見ますと、西米良村と日南市が４カ所ずつと

なっておりますが、西臼杵、東臼杵、児湯の県

北地域が全体で14カ所と７割程度、面積につい

ても1.3ヘクタールと８割以上を占めているとこ

ろでございます。

次に、16ページをごらんください。イの崩壊

地の植生区分であります。これにつきましては、

表にありますように、人工林が２カ所、面積

は0.77ヘクタールで全体の５割弱であります。

天然林は４カ所で面積は0.38ヘクタール、竹林

は３カ所で面積は0.32ヘクタール、その他人家

裏の原野等が12カ所で面積では0.13ヘクタール、

小規模な災害となっているところでございます。

次に、ウの樹種別・齢級別被害状況でござい

ますけれども、まず、（ア）の人工林につきまし

ては、１齢級―幼齢林が１カ所で５齢級が１

カ所の２カ所になっておりますけれども、５齢

級の箇所の面積が最も大きく0.75ヘクタールと

なっております。なお、この箇所につきまして

は、間伐が実施された林分でございます。次に、

（イ）の天然林でございますけれども、崩壊は

６齢級が１カ所で、残りの３カ所は９齢級以上

となっております。

最後に、エの植栽未済地の有無でございます

けれども、今回発生した崩壊地は、植栽未済地

での崩壊はありませんでした。

以上の調査結果によりまして、人工林では被

害面積がやや大きいといった傾向にあり、天然

林では高齢級林分の災害が多い傾向にあります

が、全体としては、今回の調査箇所が21件と少

ないこと等から分析は難しく、山地災害箇所と

植生区分、齢級等の関係については、大きい差

は認められないと感じているところでございま

す。

自然環境課からは以上でございます。

○水垂森林経営課長 続きまして、森林経営課

から林道施設災害について御報告いたします。

委員会資料の17ページをごらんください。

まず、①の調査の内容についてです。前回の

委員会で御報告いたしましたが、ことし６月か

ら７月上旬にかけての大雨等により、県内で83

カ所の林道施設災害が発生し、このうちのり面

崩壊が46カ所ありました。こののり面崩壊46カ

所について、崩壊前ののり面状況や樹種別・齢

級別の被害状況等について調査いたしましたの

で、御報告いたします。表には災害の発生状況

を豪雨や台風の区分ごとに示しておりますが、

このうち太線で囲んでいるのり面崩壊に係る46

カ所が調査対象でございます。

②の調査結果でございます。まず、アののり

面崩壊46カ所の市町村別内訳でございますが、

区分にありますように、林道ののり面だけが崩

壊した箇所と林道ののり面より上部から崩壊し

た箇所に２区分しております。市町村別の合計

で見てまいりますと、最も多いのが延岡市で12

カ所、次に美郷町が10カ所などとなっており、

東臼杵地区の37カ所を初め、児湯から北の地域

で、箇所数、面積とも県全体の９割以上を占め

ております。これは、県内の林道延長の８割以

上がこの地域に集中していることに加え、今回、

特に県北部の雨量が多かったことが主な原因で

はないかと考えております。

次に、18ページのイの崩壊前ののり面状況で
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ございます。被災したのり面の崩壊前の状況は、

ごらんのとおり多岐にわたっておりますが、最

も多いのが地山の17カ所でございます。これは、

切り取りをほとんど行わずに林道を開設した現

場での災害でございます。また、のり面保護工

の種類別で見ますと、箇所数では植生基材吹き

つけが７カ所と、一番多く被災しておりますが、

面積ではモルタル吹きつけが３カ所で0.36ヘク

タールと、１カ所当たりの面積が最も大きくなっ

ております。

次に、ウの林道のり面上部からの崩壊地の植

生区分についてでございます。表にありますよ

うに、箇所数では天然林が13カ所と、半分以上

を占めております。１カ所当たりの面積では人

工林のほうが大きくなっております。

次に、樹種別・齢級別被害状況についてでご

ざいます。まず、アの人工林につきましては、

計８カ所のうち６齢級が４カ所、面積でも0.4ヘ

クタールと、全体の半数以上を占めております。

また、間伐が実施されていることが確認できま

したのは、８カ所のうち２カ所だけでございま

した。

次に、イの天然林でございますが、崩壊は９

齢級以上、すなわち41年生以上の高齢級が10カ

所、面積で0.57ヘクタールと、全体の約８割を

占めるなど、天然林では高齢級での被害が多く

なっております。

最後に、植栽未済地の有無でございますが、

今回調査した箇所においては、植栽未済地での

崩壊はありませんでした。

今回の調査では、天然林では高齢級での災害

が多いという結果となりましたが、本県の天然

林は９齢級以上の面積が７割以上を占めている

ことから、ある程度資源の分布状況に応じた結

果になっているものと考えております。全体と

しましては、今回の調査結果だけから、林道施

設災害と崩壊前ののり面状況との関係について

明確に説明するのは困難ではないかと感じてお

りますが、間伐実施箇所での被害は比較的少な

いことから、手入れの行き届いた森林では被害

の危険性が一定程度軽減できているのではない

かと推察しているところでございます。

説明は以上でございます。

○川野環境森林課長 それでは、第七次宮崎県

森林・林業長期計画の取り組みについてであり

ます。

当計画につきましては、平成23年３月に策定

しまして、同年４月からスタートしたところで

ございますが、この１年間の取り組み状況をま

とめましたので、その概要について御説明いた

します。

資料は別冊の資料でございます。お手元の別

冊資料「第七次宮崎県森林・林業長期計画 平

成23年度取組の概要」になります。この概要に

つきましては、今後、県のホームページで公表

することにしております。

それではまず、資料の１ページをごらんくだ

さい。計画の施策体系をまとめたものでござい

ます。基本目標を「低炭素社会づくりをリード

する力強い林業・木材産業の確立と山村の再生」

としておりまして、施策の基本方向としまして、

「人と環境を支える多様で豊かな森林づくり」

「循環型の力強い林業・木材産業づくり」「森林・

林業・木材産業を担う山村・人づくり」の３つ

を定めまして、それぞれ施策を展開していると

ころでございます。

次に、２ページをお開きください。まず、こ

の資料の取りまとめ方法について御説明したい

と思います。Ⅰと示しているものが施策の基本

方向でございまして、その下に施策の展開とそ
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の取り組み内容を示しております。さらに、そ

の具体的な施策として、平成23年度の主な取り

組み状況と実績数値を示した取り組み成果、そ

して主な関連事業を記載しております。

飛びまして、資料の５ページをお開きいただ

きたいと思います。施策の展開ごとに主な指標

と23年度の実績値を記載しております。このよ

うなスタイルで取りまとめております。

それでは、２ページにお戻りいただきたいと

思います。取り組みの概要について御説明いた

します。なお、この中の具体的な施策につきま

しては、重点的な取り組みなど主なものについ

て御説明させていただきます。

Ⅰの「人と環境を支える多様で豊かな森林づ

くり」についてでございます。施策の展開１で

は、「多面的機能を発揮する健全で多様な森林づ

くりの推進」に取り組むこととしております。

具体的な施策としまして、（１）資源循環の森林

づくりから（３）災害に強い森林づくりでは、

植栽、下刈り、間伐等に対する支援や、広葉樹

等の植栽による災害に強い森林づくりに取り組

みました。取り組み成果としましては、（１）か

ら（３）をあわせた森林づくりとしまして、植

栽1,710ヘクタール、下刈り8,950ヘクタール、

除間伐9,792ヘクタールを実施したところであり

ます。

次に、４ページをお開きください。施策の展

開２では「適正な森林管理の推進」に取り組む

こととしております。具体的な施策としまして、

（２）多様で豊かな森林づくりの推進では、現

場条件に応じた広葉樹の植栽や、針広混交林へ

の誘導、長伐期施業への移行を推進するととも

に、花粉の少ない杉苗の生産と利用の促進を図っ

ております。取り組み成果としましては、広葉

樹の植栽80ヘクタール、針広混交林への誘導105

ヘクタール、少花粉杉苗34万本の植栽を実施し

ております。

（４）森林情報管理の拡充では、地籍調査が

終了した土地を主体に、森林情報の森林ＧＩＳ

への入力や市町村の利用に向けてシステムの拡

充を行いました。取り組み成果としましては、

森林ＧＩＳシステムが14市町村に整備されまし

た。

次の５ページをごらんください。主な指標と

実績では、23年度の実績値は、表にありますよ

うに、いずれも27年の目標値に向けておおむね

順調に進んでいるところであります。

次に、６ページをお開きください。施策の展

開３では「安全・安心な森林づくりの推進」に

取り組むこととしております。具体的な施策と

しまして、（１）林地の保全と保安林の適正な管

理の推進では、森林所有者に対する保安林指定

の促進や保安林の整備に取り組みました。取り

組み成果としましては、保安林の指定率が26.4

％となったほか、保安林の整備を58カ所、462ヘ

クタール実施したところであります。

（５）野生鳥獣被害防止対策の推進では、鹿

の個体数調整のため、有害鳥獣捕獲班活動への

支援や、捕獲のためのわな購入費の助成のほか、

鹿の生息実態調査に取り組みました。取り組み

成果としましては、鹿捕獲4,178頭や、鹿の推定

生息数が４万4,900頭になったところです。

次の７ページの主な指標と実績では、保安林

指定率など３つの指標の23年度の実績値は、い

ずれも目標値に向けて順調に進んでいるところ

でございます。

次に、８ページをお開きください。Ⅱの「循

環型の力強い林業・木材産業づくり」について

であります。施策の展開１では、「環境や社会経

済に配慮した効率的な森林経営の推進」に取り
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組むこととしております。具体的な施策としま

して、（１）資源の循環利用システムの確立では、

低コストで丈夫な林道等の整備やコンテナ苗の

植栽の推進などに取り組みました。取り組み成

果としましては、９キロメートルの林道開設や

コンテナ苗単価の設定などを行ったところであ

ります。

（２）林地や施業の集約化等による効率的な

森林経営の推進では、森林経営計画の作成に不

可欠な森林情報の精度向上を図るとともに、森

林経営計画策定システムを開発し、市町村や森

林組合等へ提供しております。取り組み成果と

しましては、78カ所に森林経営計画策定システ

ムを提供したところでございます。

（４）森林資源の新たな経済的価値の積極的

活用では、門川県有林においてのＪ―ＶＥＲの

取得や、施設園芸ハウスにおいてＪ―ＶＥＲを

取得するためのプロジェクトの登録などに取り

組みました。取り組み成果としまして、オフセッ

トクレジット認証森林累計面積が654ヘクタール

となったほか、木質ペレット暖房機８台につい

て化石燃料の代替に取り組んだところでござい

ます。

次の９ページの主な指標と実績では、オフセッ

トクレジット認証森林面積の平成27年度目標

値1,000ヘクタールに対し、23年度実績値が654

ヘクタールとなっており、順調に進んでいると

ころでございます。

次に、10ページをお開きください。施策の展

開２では「合理的な原木供給体制の整備」に取

り組むこととしております。具体的な施策とし

ましては、（１）素材生産の効率化・低コスト化

の推進では、基幹作業道の整備や高性能林業機

械の導入を促進しました。取り組み成果としま

しては、95キロメートルの作業道を開設すると

ともに、延岡市などに高性能林業機械を計８台

導入しております。

（２）生産量の調整機能を持った原木供給シ

ステム確立では、原木の安定供給を推進するた

め、県森連原木市場と集成材工場等との協定締

結の促進に取り組みました。取り組み成果とし

まして、県森連と集成材工場等29者との原木の

安定供給に関する協定を締結しております。

11ページの主な指標と実績では、素材生産量

のみ実績値がまとまっておりますが、平成27年

の目標値に近い実績値を上げており、順調に進

んでいるところでございます。

次に、12ページをお開きください。施策の展

開３では、「競争力のある木材産業の構築」に取

り組むこととしております。具体的な施策とし

まして、（１）品質の確かな製品の加工・供給体

制の整備・充実では、品質管理等の個別指導を

製材工場に対して行うとともに、中小製材工場

を対象に乾燥機の導入などの支援を行いました。

取り組み成果としましては、品質管理等の個別

指導を40の工場に行うとともに、木材乾燥機の

導入３基に対し助成を行いました。

13ページの主な指標と実績では、製材品出荷

量のみ実績がまとまっておりまして、平成27年

の目標値に向けて順調に実績を上げているとこ

ろでございます。

次に、14ページをお開きください。施策の展

開４では、「県産材の需要拡大の推進」に取り組

むこととしております。具体的な施策としまし

て、（２）県産材の需要・販路等の開拓では、林

業関係団体から成る「チームみやざきスギ」の

推進本部を発足させ、新規需要者の開拓に取り

組みました。また、公共建築物等の木造・木質

化への支援や、韓国への輸出活動等の支援にも

取り組んだところです。取り組み成果としまし
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ては、新規需要者として京都市ビルダーを開拓

したほか、24施設への木造・木質化の支援や、

３団体への輸出促進活動支援を行ったところで

す。

（３）大径材を活用した家づくりなど住宅産

業等の連携の促進では、木材業界と住宅産業の

連携した大径材活用の家づくりへの支援を行っ

たところであります。取り組み成果としまして

は、県内外の18グループが大径材を活用した家

づくりの構造・完成見学会を実施し、県産材の

ＰＲを行ったところです。

（４）木質バイオマスの利用拡大では、温泉

施設等における木質ボイラーの整備への支援や、

燃料用の間伐材、林地残材の買い取りについて

支援を行ったところです。取り組み成果としま

しては、木質ボイラー２基の整備支援や、６社

への燃料用間伐材の買い取り支援を行ったとこ

ろです。

次の15ページの主な指標と実績では、公共建

築物における木造率の実績値が25.7％と、平成27

年度目標値を上回る順調な成果を上げました。

一方、木材輸出額の実績値につきましては、基

準年と比較しますと円高等の影響により減少し

ているところでございます。

次に、16ページをお開きください。施策の展

開５では、「特用林産の振興」に取り組むことと

しております。具体的な施策としまして、（１）

シイタケの生産振興と販路の拡大では、シイタ

ケ生産の新規参入者や団体に対し、生産体制整

備の支援を行うとともに、乾シイタケの品質表

示の適正化のための調査指導や、獣害等侵入防

止ネットの設置も行ったところでございます。

取り組み成果としましては、シイタケ生産新規

参入者６市町村の19名と14市町村の団体に対し、

生産体制整備への支援を行ったほか、獣害等被

害防止施設への支援を９市町村で実施したとこ

ろでございます。

17ページの主な指標と実績では、生シイタケ

の生産量は、生産システムが工業化されており、

基準年より伸びてはおりますが、乾シイタケや

木炭の生産量につきましては、気候条件や原木

の不足、担い手の問題などにより減少している

状況にあります。

18ページをお開きください。施策の展開６で

は、「未来を拓く新たな技術開発・普及指導」に

取り組むこととしております。具体的な施策と

しまして、（１）林業・木材加工試験研究と技術

移転の推進では、林業技術センターにおいてコ

ンテナ苗育成技術や原木シイタケ栽培の害菌防

止技術等の技術移転を行いました。また、木材

利用技術センターでは、大径材の製材に係る乾

燥方法や強度性能の試験を実施したほか、公共

建築物の木造化・木質化に向けた杉利用に関す

る研究などを行ったところです。取り組み成果

としましては、研究成果の移転累計件数として

林業技術センターが61件、木材利用技術センター

が46件の実績を上げております。

次の19ページの主な指標と実績では、取り組

み成果でも述べましたが、林業技術センター及

び木材利用技術センターの研究成果の移転累計

件数について、順調に成果を上げているところ

でございます。

次に、20ページをお開きください。Ⅲの「森

林・林業・木材産業を担う山村・人づくり」に

ついてであります。施策の展開１では、「山村地

域の活性化」に取り組むこととしております。

具体的な施策としまして、（１）山村集落の定住

環境の整備では、集水槽などの設置について市

町村へ支援を行うとともに、県、市町村による

林道の開設・改良を実施しました。取り組み成
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果としましては、３町４地区の水源整備に対す

る助成のほか、県と市町村合わせて49路線の林

道を整備したところです。

次に、22ページをお開きください。施策の展

開２では、「林業・木材産業を支える担い手の確

保・育成」に取り組むこととしております。具

体的な施策としまして、（２）森林経営能力のす

ぐれた林業事業体の育成では、中核認定林業事

業体の認定を進めるとともに、林業就業者リー

ダー養成研修により林業作業士の養成を行いま

した。取り組み成果としましては、中核認定事

業体に５つの事業体を認定するとともに、27名

の林業作業士を養成したところです。

（４）新たな担い手の確保・育成では、林業

就業を目指す高校生への育英資金の貸与や、就

職説明会を開催するとともに、「緑の雇用」制度

等による新規就業者の確保・定着への支援を行

いました。取り組み成果としまして、高校生30

名への育英資金貸与を行ったほか、就職説明会

の参加者が84名あり、「緑の雇用」等による新規

就業者を185名確保したところであります。

次の23ページの主な指標と実績では、林業就

業者につきましては、国勢調査の結果が未公表

のため実績値が入っておりません。プランナー

の育成は低調な伸びにとどまっておりますが、

他の指標につきましては、おおむね順調に進ん

でいるところであります。

次に、24ページをお開きください。施策の展

開３では、「森林づくり応援団の育成」に取り組

むこととしております。具体的な施策としまし

て、（２）県民や企業の参加による森林づくりの

推進では、ＣＯ２吸収量の認証などにより企業に

よる森林づくりを推進するとともに、ボランティ

ア団体等の育成や、県民公募型の活動への支援

を行いました。取り組み成果としましては、企

業の森林づくり活動に６社が取り組み、公募型

森林づくり活動に取り組む31団体に支援を行い

ました。

25ページの主な指標と実績では、森林ボラン

ティア延べ参加者数が新燃岳の噴火の影響等に

より減少したところですが、ほかの２つの指標

につきましては、順調に進んでいるところでご

ざいます。

以上、第七次森林・林業長期計画の平成23年

度の取り組みの概要について説明してまいりま

したが、項目によっては一部取り組みの成果が

上がっていない部分も見られますので、平成27

年の目標値達成に向けて、今後さらに取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 常任委

員会資料の19ページをお開きください。４の木

材価格の下落による林業公社及び県営林経営へ

の影響についてであります。

前回、７月の閉会中常任委員会において木材

価格下落による林業公社経営への影響を御説明

いたしましたが、今回改めて、８月までの木材

価格をもとにした林業公社経営への影響と、新

たに県営林経営への影響についても試算いたし

ましたので、御報告いたします。

まず、（１）の林業公社経営への影響でありま

す。アにありますように、平成24年８月までの

県森林組合連合会原木市場の平均価格から、下

記の２通りの推計値を用いて24年度の収支を試

算しております。この２つの方法の組み立ては

前回と同じでありますが、①の４月から８月ま

でというところが、前回は６月まででありまし

たので、この点が異なっております。②は最安

値時、ここでは６月でありますが、これを因子

にした比較・推計でありますので、前回と同じ
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内容であります。

改定計画の原木市場の価格が立方メートル当

たり8,900円の場合では、収支差額は4,443

万6,000円で、年度末資金残高は１億9,500万円

余であります。①は、本年４月から８月までの

原木市場の平均価格と平成21年度の平均価格と

を比較・推計して得られた原木市場価格、立方

メートル当たり8,400円を用いた場合でありま

す。この場合、収支差額は1,942万3,000円、年

度末残高は１億7,000万円余となります。②は、

６月の最安値時の比較で、原木市場価格、立方

メートル当たり8,000円、収支差額はマイナス170

万1,000円となります。いずれの場合も、すぐに

資金が不足する事態とはなりませんが、原木市

場の価格低下による公社収支への影響はあると

思われます。

次に、イの林業公社経営における今後の対応

についてであります。公社では、例年、木材需

要が盛んとなる秋以降に公売による立木の売り

払いを予定しておりますが、今回の木材価格の

下落を受け、対策の一環として、秋の公売時期

を例年よりもおくらせて実施することとしてお

ります。今後とも、木材価格の動向等の情報把

握により一層努め、少しでも高値での売り払い

につながるよう対応し、計画どおりの収入確保

を目指すこととしております。

次に、20ページをごらんください。（２）の県

営林経営への影響であります。アにありますよ

うに、県営林は、県有林と県行造林から成り、

そのうち県有林は長伐期施業へ移行しており、

現在の主な収入源は間伐収入であります。また、

県行造林は、分収林事業により年間約100ヘク

タールの主伐を行い、収入を得ております。こ

のため、県営林の平成24年度収支について、林

業公社と同様に、原木市場価格、立方8,400円

と8,000円の場合で試算しますと、次の表のとお

りとなります。まず、県有林については、表の

①の４月から８月の価格からの推計価格、立

方8,400円による試算では、収支差額はマイナ

ス780万9,000円、②の６月の価格からの推計価

格、立方8,000円による試算では、収支差額はマ

イナス1,171万9,000円となります。県行造林に

つきましては、①では収支差額はマイナス304万

円、②では収支差額はマイナス791万3,000円と

なります。

次に、イの県営林経営における今後の対応で

ありますが、県営林におきましても、林業公社

と同様に、木材価格の下落に対応するため、売

り払い時期を例年よりおくらせて実施すること

としております。また、県営林は、現在、財産

収入では長期借入金の償還を賄えないため、一

般会計から繰り入れを受けておりますが、仮に

木材価格の下落に伴い収入不足が見込まれる場

合は、収益を伴わない切り捨て間伐等の事業量

の調整を行い、支出を減らすことにより対応す

ることとしております。

説明は以上であります。

○佐藤自然環境課長 続きまして、資料の21ペー

ジをお願いいたします。野生鳥獣による農林作

物等の被害額についてでございます。

これにつきましては、後ほど開かれる農政水

産部の審議におきましても、同じ資料により説

明が行われることになっておりますので、こち

らのほうからは、特用林産物と人工林の林業関

係の被害額等を御説明させていただきます。

まず、（１）の平成23年度被害の状況をごらん

ください。①の部門別被害の状況では、表にあ

りますように、平成23年度被害額は全体で４

億3,590万9,000円で、前年度の２億7,225万9,000

円に比べまして１億6,365万円、率にして約60％
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増加しております。このうち林業関係におきま

しては、シイタケ、タケノコなどの特用林産物

が2,486万5,000円で、前年度に比べ46％増加、

杉やヒノキなどの人工林が5,730万円で、前年度

に比べ76％増加しました。

次に、②の作物別被害の状況ですけれども、

この表では、特用林産物はその他のところに含

まれております。

③の鳥獣別被害の状況では、平成23年度はイ

ノシシが全体の39％、鹿が36％を占め、いずれ

も前年度に比べ64％増加しております。

なお、特用林産物ではイノシシ、人工林にお

きましては鹿による被害が最も多い状況でござ

いました。

次に、（２）の被害額増加の要因についてでご

ざいます。被害額の把握につきましては、市町

村を通じて調査をしておりますけれども、平成22

年度以前の被害額の調査におきましては、市町

村が被害に遭われた林家等から有害鳥獣の申請

を受けますけれども、そのときの被害額を計上

している場合が多うございまして、申請されな

い場合等の実態が十分反映されておりませんで

した。また、被害額の算定に用いられる単価に

つきましては、林家等の申告に任されているな

ど、統一的な調査基準に基づく算定が行われて

おりませんでした。このため、23年度被害調査

におきましては、人工林の被害額算定に当たり

森林国営保険で用いる基準額を用いるよう各市

町村へ指導したことなどにより、被害額が増加

したものと考えております。

次に、（３）の今年度の主な取り組みについて

です。施策の推進に当たり、被害の実態を十分

に把握する必要があることから、より効果的に

被害状況が把握できるよう調査方法の見直しを

進めておるところでございます。特用林産物に

つきましては、①にありますように、農政水産

部が、農作物被害とあわせまして、個別農家等

へのアンケート調査や鳥獣被害対策調査員によ

る現地調査などを全県的に実施することとして

おります。また、人工林被害につきましては、

②にありますように、６年生以下の幼齢林につ

きまして、下刈りの造林補助金交付申請様式に

被害状況を記載してもらうとともに、それ以外

の人工林につきましては、市町村や森林組合に

よる森林所有者への聞き取り調査を行うここと

しております。今後とも、関係部局及び市町村

等と十分に連携し、被害実態の把握と効果的な

被害対策に努めてまいりたいと考えております。

自然環境課からは以上でございます。

○武田みやざきスギ活用推進室長 資料の23

ページをお開きください。今後の製材品等の需

要見込み等についてでございますけれども、関

連するデータを整理いたしましたので、御説明

いたしたいと思います。

まず、（１）の国産材利用量の目標と総需要量

の見通しであります。表のほうは、国の森林・

林業基本計画における国産材利用量と総需要量

を用途別に示したものです。国においては、平

成32年の国産材自給率目標を50％とし、需要量

全体は、公共建築物等の木造化・木質化や木材

が使われてこなかった分野への利用促進によ

り7,800万立方メートルと、増加を見込んでいる

ところです。このうち国産材の製材用材につき

ましては、平成32年の目標を1,900万立方メート

ルとしており、平成21年の1,100万立方メートル

に対して800万立方メートルの増加となっており

ます。

次に、（２）の新築住宅着工戸数の推計であり

ます。表のほうは、将来の人口推計や年齢階級

別の世帯数等の予測をもとに、全国の新設住宅
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着工数を推計したものであります。これにより

ますと、新設住宅着工戸数の年平均は、2006年

から2010年、５年間ですけれども、平均100万戸

台から、2016年から2020年には80万戸に減少す

るという予測を立てております。

次に、（3-1）と（3-2）について御説明いたし

ます。全国と本県の人口・世帯数の推移と将来

推計のグラフであります。棒グラフが人口で、

折れ線グラフが世帯数をあらわしております。

人口・世帯数の動向は、新設住宅着工戸数を左

右する要因であります。平成42年を22年と比べ

ますと、人口については全国で91％、本県が87

％、世帯数について見ると全国で94％、本県が88

％であり、両方とも減少傾向ということになっ

ております。また、本県のほうは、全国に比べ

ると減少率は上回っているところでございます。

次に、24ページの（4-1）、（4-2）について御

説明いたします。これについては、全国と本県

の年齢別人口構成の推移と将来推計についてで

ございます。年齢人口を３区分しております。

その区分のうち、新設住宅着工戸数に影響を与

えるのは、15歳から64歳の生産年齢人口と考え

られます。生産年齢人口について見ますと、グ

ラフにありますように、平成42年、全国が58.1

％で、本県が51.9％となっており、傾向的には

減少しているというふうになっております。こ

れも人口動態と同様に、全国を上回る減少率と

いうふうに本県はなっております。

次に、資料の25ページでございます。（5-1）、

（5-2）に、全国と本県の木造住宅の建設戸数の

推移についてグラフで示しております。棒グラ

フについては、木造住宅と非木造住宅に分け、

さらに木造住宅について一戸建てとその他に区

分しております。折れ線グラフは木造率をあら

わしております。全国と本県、両方ともですけ

れども、住宅全体の建設戸数は平成２年以降減

少傾向にあります。木造住宅は、一定の戸数が

安定的に建設され、減少幅が小さく、必然的に

木造率が高くなってきているというのが近年の

傾向でございます。建て方別に木造住宅を見て

いきますと、一戸建てが住宅の大半を占めてい

る状況でございます。

次に、（６）製材品の価格の推移についてでご

ざいますけれども、グラフについては、構造用

材として競合関係にある杉乾燥材とホワイト

ウッドの集成材の価格の推移を示しております。

杉の乾燥材については、グラフを見ておわかり

になるとおり、安定して価格が推移していると

ころでございます。また、ホワイトウッド集成

材の価格は、為替の影響などで非常に変動幅が

大きいということでございます。最近は、ホワ

イトウッドは以前高かったんですけれども、下

落傾向でございまして、平成23年下半期から続

いているところでございます。グラフの右端に

示しているとおり、本年７月には１立方メート

ル当たり４万4,100円となっており、杉との価格

差が縮まっているという現状がございます。

説明は以上になります。

○松村委員長 その他の報告事項に関する説明

をいただきました。今の報告事項に関して質疑

はございませんか。

○中野委員 19ページ、20ページ、わざわざこ

ういう資料をつくってもらったけれども、私が

知りたかったのは―要は林業公社の計画、立

米8,000円ぐらいで改定計画をつくっていました

ね。それで6,000円とか7,000円台に下がって、

最終的には年間トータルでどうなるのかなと。

そうすると例えば、安いときは伐木を少なくす

るとか、そういうことが出てくる。伐木をしな

いと全然収入がなくなるわけ。そういうときに
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キャッシュフローとしてはどうなるのかなとい

う、心配じゃないけれども、また県からの繰り

入れ、貸し付けが必要になるのかなと思ったり

していたもので、わざわざ、６月とか、４月か

らの推計が出ているけれども、推計は私は何も

要望していなくて、実際、毎月毎月、年間100立

米なら100立米売る予定を年間押しなべて切るの

か、毎月同じように切っておれば、今言ったよ

うに月別で収入がないし、今、前半は安いから

全然切らずに後半に持っていこうとなると、前

半のキャッシュフローがどうなるのかなと思っ

たから、次からもう推計はいいですよ。推計し

たってしようがない。現実に売った金額が幾ら

あったのかということで検討しないと意味がな

いと思う。そういうことでいいですから。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 ありが

とうございます。前回の委員会で試算をさせて

いただきまして、最低価格が6,900円のままでは

最終月にキャッシュフローがマイナスになりそ

うだというようなことを私たち確認できました

ものですから、そういう事態にならないように、

生産の調整とか箇所の把握、それから情報把握

にも努めていきたいというふうに考えておりま

す。

伐採の回数につきましても、一度に全部販売

するということではなくて、状況を見ながら複

数回に分けて販売するということ、それから伐

木につきましても、消費者の意向もございます

けれども、そういうことで調整をしながら、検

討してまいりたいと思っております。

○徳重委員 先般、秋田県に行ってまいりまし

た。向こうで聞いた話で申しわけないんですが、

製材工場から出荷する出荷量の全国のベスト15

のうちに宮崎県が５社入っているんです。これ

にびっくりしたんですが、もちろん素材生産は

日本一、そしてその製品を販売している主な製

材工場というのが、都城が４社、そして耳川の

組合、５社入っていたと思っているんですが、

これだけの量を出荷されている、製品もつくら

れているということになると、ある程度宮崎県

で素材価格というような、価格の調整ができる

んじゃないかと気がしてならないんだけど、ど

ういう解釈をすればいいですか。どう理解した

らいいですか。

○楠原環境森林部次長 宮崎は、国産材の出荷

額は、今、委員おっしゃいましたように、杉を

中心として70万立方を出荷しております。そう

いう意味では全国有数の国産材の出荷、ただ、

日本全国での需要といいますのは今、7,000を切

るような状況でありますけれども、委員御存じ

のように、約60数％が外材、そういう意味では

日本の木材というのは、まさに世界との中で価

格が決まっているのが現状です。本当をいいま

すと、そんなふうに主導権を握ってプライスリー

ダーをとっていきたい、そういう意味でもいい

品質のものをつくっていくというのは大事なん

ですけれども、現状としましては、ヨーロッパ

から来ていますホワイトウッドなど、そういっ

たものが円高とか為替の影響によって流入して

おります。日本全体の中で木材の価格のプライ

スリーダーというのはなかなか現状では厳しい、

そういう意味ではいい品質のものをつくってい

くというのが大事だと思っております。

○徳重委員 秋田杉ということで、秋田はすご

い品質のものが多いのかなと思っていたら、あ

に図らんや、節目の多い木材が多いんですね。

優秀なものは余り見なかったんですけれども、

立派なものというのは見なかったんです。まだ

宮崎のほうがずっといいと感じたし、さらに乾

燥材も宮崎のほうがずっと進んでいる。どこか
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らどう考えても宮崎が主導権を握って木材価格

あるいは相場を引っ張っていく、決められる位

置にあるんじゃないかというような気がしたも

のですから。外国との問題、為替の問題、いろ

いろあるでしょうが、何か宮崎の取り組みとい

うか、あるいは宮崎の製品の出荷にしても、木

材の出荷にしても、１社ごとにおいてはたくさ

んの量を出荷している、あるいは販売している

実績があるわけだけど、これをさらに共同して

出荷体制をつくっていく、製品もあるいは丸太

も陸送じゃなくて船を使って持っていく、そう

いった形をとっていくとまだまだ価格の維持が

できるんじゃないか、そう思ったところです。

その辺の宮崎県の製材所、製材関係、製品をつ

くる関係も、あるいは丸太の関係もそうですが、

その出荷体制に宮崎県は問題があるんじゃない

かなという気がしたんですけれども、それは考

えられませんか。

○楠原環境森林部次長 宮崎は、70万立方、先

ほど言いましたけれども、いわゆる７割ぐらい

を県外に出荷しています。そういう意味では、

県外に向けては共同出荷という形は非常に大事

なことだと思っています。業界の皆さんが一緒

になって、特に相手先、大口需要先、そういっ

たところへの共同出荷をなるだけできればとい

うようなことで、いろんな話し合いはやっても

らっておるところです。ただ、現実的には、先

ほどおっしゃいました５社にしましても、やは

りそれぞれに得意の、いろんな売り先を持って

おりますので、木材といいましても、いろんな

種類、規格等がありますので、一気に全てをま

とめてというところはまだなかなか難しいもの

があります。

○徳重委員 問題は、林家の皆さん方の手取り

をふやしてやるということになったときに、企

業サイドだけの物の考え方じゃなくて、その辺

を県は指導していかれるという、皆さんは個々

の業界の皆さん方がもうかるということも大事

なことでしょうけれども、やはりどうして林家

に返していくかということについてもう少し

突っ込んだ指導をしてほしいなと思っておりま

すので、ぜひひとつ前向きに考えていただきた

い、このように思っています。

○福田委員 23ページですが、需要見込み等に

ついて、一等上に国の見通しが出ているんです

が、製材用材についてはなだらかな需要増であ

りますが、パルプ・チップ用材が急激に伸びる

ような数字が出ています。これはどういう利用

法ですか。パルプ用のチップとして、あるいは

ほかの利用法、それが見込まれているんですか。

どうですか、これは。

○武田みやざきスギ活用推進室長 パルプ・

チップについては燃料用をカウントしておりま

して、たしか600万立方ほどパルプ・チップで見

込んでいるということになります。目標のほう

が1,500万というふうになっていますけれど

も、600万引くと27年の目標900万と同じになり

ますけれども、それでも実際の500万立方からは

ちょっとふえていく。これについては針葉樹チッ

プ・パルプの産地で効率的に集めたりしながら

外材を代替していくような形をとるということ

で計画を立てていると聞いております。

○福田委員 数日前、王子製紙が、製紙会社で

すね、発電事業に進出をしたと。それもとてつ

もない大きな木材燃焼専用の発電工場、今、徳

重委員から秋田の例も出ましたが、その前の年

は北海道も視察をしましたね。製材をするとき

に３分の１ぐらいは、不要とは申しませんが、

建材製品にならない部分が出てくるという説明

を聞いておりますが、この有効利用が大事だと
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思うんです。本県は企業局で水力発電が中心で

すが、水力発電を企業局がやっていますね。今

度は林務がありますね。こういう全庁的な中で、

宮崎県がそういう木質発電等についてやっぱり

木材県として取り組むべきではないかなと。宮

崎県は、どちらかといいますと今、電力の消費

県ですから、一部水力が調整電力として使われ

ていますが、どちらかといいますと消費県です

ね、いろんなデータを見ますと。ですから、ぜ

ひそういうプランニングをする時期に来ている

と私は思います。民間はどんどんどんどん行っ

ていますから、宮崎県の林業を救済するために

は、これ以外ないと思います。今まで価値のな

いようなものを有価物に変換するんですから。

これはまた時を得ていますね。原発事故でどう

してもシフトせざるを得ないんですから、この

木質発電、バイオ発電は、今の太陽熱発電や、

あるいは今から開発されます風力からしますと、

短期間で完成して非常に即戦力のある電源だと

言われていますね。だから、木質資源を持って

いる宮崎県がぜひその辺の取り組みをしてほし

いなと。この数値もその辺が出ているんじゃな

いかなと思ってお聞きしたんですが、その辺の

取り組みはお考えになりませんでしょうか。今

までは、製材工場の自己完結型の小さな利用で

ございましたが、全県的に売電を目標とした

―新王子あたりのものは100億近い売電でした

ね。うちの企業局が水力で50億ですか、あれの

倍ですね。その辺はどのようにお考えでしょう

か。

○武田みやざきスギ活用推進室長 ７月から電

力の固定買い取りが始まりまして、非常に再生

可能エネルギーのチャンスというのが広がって

きているというふうに思っております。宮崎県

のほうも現在、複数の企業が構想を持っている

ということを聞いておりますけれども、煮詰まっ

たというような形での事業計画はまだ上がって

きていないところなので、そこの動きを見なが

ら、支援できるところは支援していくというよ

うなことを今、考えているところです。

○福田委員 民間は民間でそれは当然、利のあ

るところには進出してくると思いますが、公の

セクターでこれだけ林業問題に取り組んでいま

すから、公のセクターでも発電事業を実際やっ

ているんですから、これから小水力も研究しよ

うということが本会議でも出ましたね。木につ

いてはまだそこまで行っていないと思うんです。

ぜひ、公のセクターでそういうものをひとつ真

剣に調査してほしいですね。そこに可能性があ

れば、大手のいろんな企業を引っ張り込むこと

も可能ですから、大事と思いますよ。太陽光だっ

て、ほかの県ではどんどんどんどん動きが公の

セクターから出ていますね。そこに民間企業が

参入していくと。やはり発信ですよ、発信。宮

崎県はそれだけの林業資源があるんですから、

これを製材製品として使うと同時に、付加価値

をつける。製材の余剰の産物をバイオ発電に転

換する。それぐらいの発想を全庁的に考えてい

ただきたいですね。環境森林部長、いかがです

か。

○堀野環境森林部長 委員御指摘のとおり、本

県は林業県ですので、木質バイオマスの推進と

いうのは、今見直しを進めている新エネルギー

ビジョンの中でも３つの柱の１つとして推進す

ることにしています。また、今回の木材価格下

落も、杉のＢ材、Ｃ材、こういったものが大量

に出たことによって下げたという要因もありま

す。林地残材なりＢ・Ｃ材等をそういった燃料

化することによって底上げも期待できますので、

特に推進したいというふうに考えております。
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その中で、先ほど室長が申し上げましたけれど

も、民間ベースで幾つかお話があります。これ

は供給量の問題が、材料の確保の問題があって、

幾つかふくそうした場合にその燃料が確保でき

るかというのは、今そういったところも含めて

研究しているところでございます。そういった

意味で、当分は民間の動きを見ていきたいと思っ

ています。

○福田委員 もう他県でそれだけの動きがある

んですから、私は、調査は全庁的にやるべきだ

と思います。民間の動きを見ていては遅いです

よ、遅い。やっぱりこれだけ原発問題で大騒ぎ

しているさなかですからぜひ……。例えばハウ

ス燃料だって、あれだけ需要量が化石燃料とし

てあるのに行かないでしょう。なぜ、行かんか。

ペレットペレットばっかり言っていたですね。

高い燃料は、たかないんです。木質系の燃料で

あっても、安い燃料で供給できなければ無理で

すね、無理。ペレット等については、やはり家

庭用の暖房とか、そういうものに使うべきであっ

て、業務用の大型のエネルギーを必要とする熱

交換は、やはりコストの余りかからない木質燃

料を供給すると。それができれば、まず宮崎県

では一番の需要家は、バイオ発電がなくても、

ハウス施設でかなりの需要が、物すごい需要が

ありますよ。それをやれるかどうか。もう長野

県あたりはそれを今どんどん実験しているじゃ

ないですか。長野県は宮崎県よりもまだ林業県

としてはそんなに大きくないですよ。実際、やっ

ている。私は感心だなと思って、工業の技術水

準が高いですね。中小企業と県と農業者が力を

合わせて、低価格の木質系燃料を開発をして、

やる。やりようはいっぱいあると思います。ぜ

ひ、取り組みをお願いしておきたいと思います。

以上です。

○十屋委員 基本的なところをお尋ねしたいん

ですけれども、私たちも先日、九州森林管理局

に行って局長と話をしたときに、ちょっと驚い

たのは、外国との価格競争をしなければいけな

いということが１点と、そして今、素材生産か

ら流通から製品までいった中でのコストカット

をいかにするか、そのコストカットした部分を

山元に返さなければいけないということを明確

におっしゃったんです。そうしたときに、今、

計画も出されていますけれども、それぞれの、

川上から川下までとよくあるんですけれども、

そういうところでいろんなことをやるんですけ

れども、なかなかコストカットが山元に返らな

いというところがあるんです。国のほうとして

は、外国の値段と太刀打ちを、競争するという

ことを前提に話をされたんです。だから、価格

を上げることも、もちろん、みんな一生懸命頑

張らなきゃいけないんですが、その考え方が、

地方と国との考え方がちょっと違うんじゃない

かなと思っているんです。国はそういうふうに

考えていろんな計画を出してくる。その反面、

地方ではそれを受け切れない。コストカットし

ようにも、林道の路網の整備、宮崎は日本一で

すけれども、それによってもなかなかコストカッ

トができない、そのあたりはどのようにお考え

ですか。国との考え方の違い。

○楠原環境森林部次長 基本的には、森林・林

業再生プランで示されましたけれども、国産材

を50％に引き上げていく。この方針は、日本と

いう国が今、６割以上外材という中で、そして

資源が全国的にも充実してきている中では、こ

れはやっぱり全国一緒になって進めていくべき

ものだと思います。ただ、ちょうど今、ぐんぐ

ん宮崎を筆頭に資源が充実している。それに合

わせて需要が思ったほど―今回の景気状況も
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踏まえ、Ｂ・Ｃ材価格も非常に下がっていると

いう問題も、いろんな製紙業界の不況だとか、

そういうのもあります。長期的な中では、過渡

期だと思いますし、そういう意味では、先ほど

室長からも説明がありましたけれども、やはり

国産材をきちっとふやしていくという中での施

策としては、私は一緒にやっていくべきだとい

うふうに思っています。ただ、県内でも大型工

場、大型化もどんどん進めてきましたけれども、

県内には中小の製材工場もいろんな役割を担っ

てやられていますので、やはりこれだけの量を

吐き、加工していくには、中小も含めた形でやっ

ていき、そこには、国がおっしゃるのは、例え

ばヨーロッパ並みの、100万立方規模の工場とか

いうのも現実にはヨーロッパにはあるわけです

けれども、そういった分はそう簡単には進まな

いんですが、宮崎ならではの体制をきちっとつ

くっていきながら、全体を底上げしていくとい

うことが私は大事だと思っています。

○十屋委員 そのとおりなんですけれども、結

局どこでコストカットするかというのが非常に

難しいと思うんです。今言われたヨーロッパと

かで100万立方を一工場でつくるような、そうい

う大規模なのは日本ではあり得ないわけで、そ

うしたときに、先ほどあったような中小の零細

企業はすき間のところを柔軟に対応してやって

いるというのも実際あるわけで、その積み重ね

が、宮崎としては立派な林業が成り立っている

わけですね。だけど、国としては、やっぱりそ

の方向性が全然、向いている目が、方向が違う

と思うんです。いわゆるコストカットをどうす

るかということを考えたときに、効率化とか、

規模拡大とか、それにそぐわないのが現実じゃ

ないですか。だからそのあたりが―こうも言っ

たんですよ、いつまでも補助金は続かないと。

それもそのとおりだと思うんです。そのあたり

で国の政策と宮崎の林業に対する政策の食い違

いがあるのかなと、正直なところ若干感じたん

です。目的は一緒なんだけれども、方法論が

ちょっと違うのかなと。こうやって立派な計画

を出して、ずっと順調に進めていますけれども、

ではその中でどこでコストカットして、それを

山元に返すという手法が非常に難しいなと思っ

て、自分自身でも悩んでいるんですけれども、

それを今から、次長がおっしゃったようにいろ

んなところでやっていかなきゃいけない。そう

したときには、素材の値段という先ほどから議

論になっているところに行き着かざるを得ない。

まず、そこを上げないとどうしようもない。そ

れはもうこの計画どおりずっといけばいいと思

うんですけれども、なかなか非常に難しいなと

思いながら、見ておりました。これは自分の個

人的な意見ですけれども。

○丸山委員 25ページの最後のほうですが、ホ

ワイトウッドとの価格差がほとんどなくなって

きているとなると、なぜ使ってくれないんだろ

うというイメージがあります。目標は国産自給

率を50％にしようというんだけれども、ほとん

ど値段の格差がなければ―平成19年当時はホ

ワイトウッドのほうが高かったから逆に有利性

があったんじゃないかなと思うのに、それです

ら、30、20とかいう自給率で、今後もさらに厳

しくなっていくんじゃないかなと思っているん

です。具体的にどういう施策を国はやっていこ

うと―ただかけ声だけ、50％、50％と言って

いる気がするんですけれども、宮崎県は林業県

ということで、具体的に何かこういうことをや

りましょうという提言はされているんでしょう

か。

○武田みやざきスギ活用推進室長 確かに価格
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という面では迫ってきております。19年当時、

差があるんですけれども、流通させるために重

要なことというのは、価格もそうですけれども、

量のまとまり、定時・定量と言われる時間的な

ものというものが国産材が外材に比べてちょっ

と弱かったというので、この価格差において国

産材自給率が一気に伸びなかった―徐々には

伸びてきておりますので、そういう面が徐々に

解消されてきているのではないかというふうに

は思っております。

宮崎県のほうなんですけれども、今御説明の

あった長期計画も立て、進めているところでは

ございますけれども、私のところでやっている

事業で恐縮なんですけれども、「チームみやざき

スギ」とか、そういう事業を通じて、県外７割、

宮崎県のほうが出荷しておりますけれども、そ

この強化が一つ大事だなというふうに思ってお

ります。当然、３割、県内でございますので、

県内対策もそれはそれで一生懸命進めていきた

いと思っています。特徴的ということでは、官

と民が一体となって県外に打って出ているとい

うのが非常に特徴的ではないかというふうに考

えています。

○丸山委員 なかなか具体的な構想が出ないん

ですが、宮崎県外が７割ということで、九州内

がほとんどというふうに聞いているものですか

ら、運送賃だけなのか―これだけ値段が下がっ

てくれば、木材で１戸建てるうちのコストから

すると、そんな大きな差はなくなってきている

んじゃないかなと思っていますので、何らかの

具体的な手を打っていかないと非常に厳しいの

かなというのを感じております。

それと、２ページのほうで見たときに、先ほ

ど部長もくしくも言われましたけれども、なぜ

ここだけ値段が下がったといいますか、Ｂ品、

Ｃ品の割合が何か多くなってきているというふ

うに見受けられるものですから、これはひょっ

としたら、間伐をしていない山があったおかげ

で出してしまって、Ｂ品、Ｃ品がふえてきたと

いうふうになってきつつあると見てもいいのか。

たまたま、このときが多く、昔は半分以上がＡ

材だったのが逆転現象していて、今後、出荷が

ふえていくときに同じような形が続いていけば、

恐らく木材価格というのは上がらないんじゃな

いかなと想定しているんです。宮崎県として、

長期計画で将来的には190万立方出したいと言う

けれども、何％ぐらいＡ材で出すべきだという

ような基本の線がしっかりあるのでしょうか。

○河野山村・木材振興課長 今現在のＡ・Ｂ・

Ｃの割合を見ますと、６割弱がＡということに

なっております。率的にはそういうことなんで

すけれども、今回、Ｂ・Ｃ材がふえたという要

因は、県内の状況を分析しますと、１つにはパ

ルプ・チップの消費が、引き取りが少なくなっ

てきたと。本来、パルプ会社のほうにチップ用

として回っていたのが引き取りが少なくなった

という話と、県内にはございませんけれども、

熊本のほうにある合板工場に相当量出しており

ましたけれども、合板工場が全国的に、住宅が

建っていませんので、減産に入ったと。ひとこ

ろは３割減というようなこともありましたので、

そういったことで、合板工場、チップ材に引き

取られなかったというようなこともありまして、

Ｂ・Ｃ材の割合が市場でふえたということだと

思っています。

○丸山委員 いずれにしましても、山元が残る

ためにはＡ材をどうやって出していくか。間伐

したときには木質バイオマス等に使える部分は

使ってもいいと思うんですが、Ａ材の比率を多

くしていかないと山元は絶対もうからないとい
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う認識だと私は思っているものですから、その

辺を指導とか―安全・安心な山をつくること

が林家のほうももうかるんだよというシステム

がなかなか最近わかりづらく、あきらめ状態に

実際もうなっていますので、やはり―Ａ材を

多く出せばまだ山は大丈夫だよというようなこ

とが言えるという自信がありますか。

○楠原環境森林部次長 今、Ｂ・Ｃ材がふえた

理由は、課長のほうから申し上げたとおりです

けれども、あわせまして、わずかここ３年で20

万立方ぐらい宮崎は素材生産がふえています。

それだけ宮崎は素材生産能力あるいは資源あわ

せて、担い手も含めて力をつけている。もちろ

ん、Ａ材というのは柱材が中心ですけれども、

今現在、特に柱材は１万2,000～3,000円で取引

されているわけであります。ただ、言いました

ように、Ｂ・Ｃ材を含めた形ではけ口が出てい

かないと全体の価格が上がらないし、山元にも

返らないということですので、先ほど徳重委員

からもありましたけれども、柱材を中心とした

乾燥材は非常に高い評価を受けておりますから、

そういうのをきちっと中心にしながら、Ｂ・Ｃ

材の需要拡大というのを今後バイオマスも含め

て図っていくことが大事だというふうに思って

います。

○中野委員 実は、先日夜、飲み方でちょっと

川村代議士に会ったんです。「とにかく国は何事

ですか。ばっかんばっかん国ばっかり木を切っ

ているから材木が安い。みんなしわ寄せが県や

らに来ているじゃないですか。林野庁は何をし

ているんですか」と聞いたら、Ｃ材の話かな、

先っぽ、そういうのを処分する工場か何か、そ

ういうのを今やるようにしていますからよくな

りますよという話だったけれども、何か国の動

きとしてそんな動きがありますか。

○楠原環境森林部次長 私は、代議士から直接

聞いていませんけれども、多分、国も共通認識

は、先ほどもありましたけれども、チップを含

めた燃料での需要拡大を図ろうとしています。

そういう意味では、来年の概算要求の中にもバ

イオマスを含めた形での重点をやろうというふ

うに聞いていますので、そういった分野ではな

いかと思います。バイオマスについては、今進

めております森林整備加速化、その中にも予算

を組み入れておりますので、当県としても、先

ほど室長からありましたけれども、幾つか話が、

具体的にまでは来ていませんけれども、そういっ

た意味で支援はすることにしております。

○徳重委員 私の友人が、都城にいるんですけ

れども、杉の葉を集めてすごくもうかると言っ

ているんです。どうしているかわかりませんが、

とにかく、ただでもらっているから、丸もうけ

だと言って、かなりの収入を上げているような

お話を聞いているんです。あれだけの量の伐採

した杉の葉、この利用というのは―その男は

都城の線香工場に勤めていたんです。独立して、

自分で集めて回っているんですが、もうかって

いるんですね。これ、何か使い道があるんじゃ

ないかなと。製材所は全てを換金化しているわ

けですから、その研究はされていないものです

か。何かありそうな気がしてならないんだけど。

○楠原環境森林部次長 線香に使うというのは

一部知っていましたけれども、今現在、杉の葉

が特に集荷されているというのは、ちょっと私

も把握しておりません。

○徳重委員 先ほど燃料にしたらどうかという

話もあるわけですが、とにかく杉の葉あるいは

ヒノキの葉を燃やしたら火力が強いんです。

ちょっと燃やしただけでばっときますね。私は、

相当、熱エネルギーというのはあるんじゃない
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かという気がしてならないんだけど、何か知恵

を出したらいいと思いますが、そんな研究をさ

れていないんですか。それだけ教えてください。

○飯村木材利用技術センター所長 お答えしま

すけれども、直接の研究はまだやっておりませ

ん。ただ、都城ということですので、私どもで

調べて別途お答えしたいと思います。

○松村委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようです。その他の

報告事項の一部に関する質疑等もございません

ので、この項目については終わります。

暫時休憩いたします。

午後３時７分休憩

午後３時30分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

報告の途中でありましたけれども、報告事項

に関する説明の続きをお願いしたいと思います。

まず、社団法人宮崎県林業公社の質疑の途中

からでございます。よろしいでしょうか。林業

公社に関しての質疑等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようでございますので、そ

れでは引き続き説明を求めたいと思います。

○神菊循環社会推進課長 委員会資料の９ペー

ジをお開きください。財団法人宮崎県環境整備

公社につきまして御報告いたします。

環境整備公社は、（１）の設立目的にあります

ように、エコクリーンプラザみやざきの運営を

通して産業廃棄物や一般廃棄物の処理等の事業

を行うことにより、本県のすぐれた自然環境の

保全や県民の生活環境の保全等に取り組んでい

るところでございます。

（２）の組織につきましては、①の役員は16

名で、そのうち副理事長及び理事は、県環境森

林部長と参画自治体である県央地区の10市町村

長で構成されております。また、②の職員は、

総務課など３つの課で13名でございます。

次に、（３）の基本財産は１億110万円で、そ

のうち県は45.6％に当たる4,610万円を出捐して

おります。

なお、公社は、（４）の特記事項の①にあり

ますように、廃棄物処理法に基づき、公共関与

による産業廃棄物処理及び一般廃棄物処理を行

う廃棄物処理センターとして、平成12年12月に

当時の厚生大臣の指定を受け、②にありますよ

うに、廃棄物処理施設「エコクリーンプラザみ

やざき」を整備し、平成17年11月から操業を開

始しております。

それでは、地方自治法及び県条例に基づき、

公社の経営状況等について御報告いたします。

お手元の冊子、平成23年９月定例県議会提出報

告書（県が出資している法人等の経営状況につ

いて）の57ページをお開きください。

まず、平成23年度の事業報告書について御説

明いたします。１の事業概要でありますが、（１）

の日常の廃棄物の円滑かつ適正な処理につきま

しては、産業廃棄物及び県央地区10市町村の一

般廃棄物の搬入された全てについて、円滑かつ

適正に処理を行っております。

次に、（２）の諸問題の解決であります。①の

安心・安全なシステムの構築につきましては、

浸出水調整池の補強工事が昨年12月26日に全て

完了いたしました。また、浸出水処理水対策と

して下水道放流施設整備工事につきましては、

昨年７月13日から工事に着手し、本年３月27日

に全て完了いたしました。②の原因のさらなる

解明と責任の所在の明確化につきましては、平

成22年４月に設計・施工業者に対して提起した
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損害賠償請求訴訟において、引き続き弁論手続

が８回開催され、争点整理及び証拠調べが行わ

れたところです。

次に、58ページをお開きください。２の事業

実績につきましては、表に記載しておりますよ

うに、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を行う

とともに、環境学習啓発や温浴施設の管理運営

を行ったところであります。

次に、経営状況の詳細につきまして御説明い

たします。報告書の169ページをお開きください。

まず、概要と記載された表につきましては、先

ほどの委員会資料の説明と重なりますので、割

愛させていただきます。

次に、県関与の状況と記載された表をごらん

ください。まず、人的支援の状況でありますが、

平成24年度４月１日現在のところをごらんくだ

さい。役員数は計16名で、そのうち県職員が１

名、県退職者が３名となっており、その常勤・

非常勤の内訳は下の２行のとおりでございます。

職員数は13名で、そのうち県職員が４名、県退

職者が１名となっております。

次に、財政支出等のところをごらんください。

平成23年度の委託料1,250万円は、主な県財政支

出の内容の③の廃棄物に関する環境学習啓発事

業であります。また、補助金8,948万円は、②の

運営費補助金8,000万円と④の環境学習啓発施設

改修事業の948万円の合計額であります。負担金

として8,291万2,000円は、①の公共下水道接続

工事負担金であります。県借入金残高につきま

しては、施設整備時に貸し付けた１億7,872

万5,000円の残高であり、また県損失補償契約に

基づく債務残高につきましては、同じく施設整

備時に公社が金融機関から借り入れた20億9,000

万円の損失補償の債務残高であります。その他、

県からの支援等につきましては、記載のとおり、

浸出水調整池補強工事の８億4,900万円及び公社

運営費貸し付けとして１億6,000万円がございま

す。

次に、実施事業と記載された表をごらんくだ

さい。公社では、産業廃棄物や一般廃棄物の処

理などのほかに、環境学習啓発事業や温浴施設

の管理運営事業を行っております。

次に、活動指標をごらんください。公社では

２つの活動指標を掲げております。①の産業廃

棄物搬入量につきましては、目標値8,100トンに

対し実績値は3,748トン、達成率は46.3％、②の

施設見学者数につきましては、目標値１万人に

対し実績値は9,755人、達成率は97.6％となって

おります。

次に、170ページをお開きください。財務状況

と記載された表をごらんください。表の左半分

に正味財産増減計算書、右側半分に貸借対照表

をそれぞれ記載しております。まずは、正味財

産増減計算書の23年度のところをごらんくださ

い。経常収益は、市町村からの運転委託料や産

業廃棄物処理料金収入などで28億3,779万円余、

経常費用は、施設の運転経費や管理費などで27

億8,986万円余となっておりますので、当期経常

増減額は4,792万円余となっております。これに

当期経常外増減額を加えますと、当期一般正味

財産増減額は4,795万円余となっております。ま

た、当期指定正味財産増減額は、宮崎市や国富

町が実施する周辺環境整備事業への補助金支出

などによりマイナス4,753万円余となっておりま

す。この結果、23年度末の正味財産期末残高は11

億7,831万円余となっております。

次に、貸借対照表の同じく23年度のところを

ごらんください。まず、資産は58億9,125万円余

となっており、その内訳は、流動資産、これは

現金預金や未収金などですが、これが10億8,975
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万円余、固定資産、これは土地や建物などの不

動産、機械装置などでございますが、これが48

億149万円余となっております。次に、負債は47

億1,293万円余となっておりまして、その内訳は

流動負債、これは施設運転委託会社に対する未

払い金や銀行からの短期借入金などですが、こ

れが29億7,943万円余、固定負債、これは銀行か

らの長期借入金などですが、これが17億3,350万

円余となっております。次に、正味財産は、資

産から負債を差し引いた11億7,831万円余となっ

ており、その内訳は指定正味財産、これは基本

財産と周辺環境整備基金などでございますが、

これが５億3,450万円余、一般正味財産、これは

指定正味財産を除く正味財産のことでございま

すが、これが６億4,380万円余となります。

次に、財務指標と記載された表をごらんくだ

さい。公社では財務指標として３つ掲げており

ます。①の自己収入比率は、目標値7.5％に対し

実績値3.3％、達成率は44％、②の人件費比率は、

目標値4.8％に対し実績値4.9％、達成率は97.9

％、③の自主事業比率は、目標値6.5％に対し実

績値3.1％、達成率は47.7％となっております。

なお、環境整備公社につきましては、県からの

人件費としての支出はないところでございます。

次に、直近の県監査の状況と記載された表を

ごらんください。昨年10月に監査委員事務局、11

月に監査委員による監査がございまして、ここ

に記載しておりますように、決算財務諸表にお

ける退職給付引当金の計上誤りなど留意を要す

る事項がありましたが、これらにつきましては

既に改善がなされております。

最後に、総合評価と記載された表をごらんく

ださい。県の評価であります。浸出水調整池補

強工事や浸出水処理水の下水道放流施設整備工

事が完了し、安全・安心な施設として再出発す

ることができました。一般廃棄物処理事業や温

浴施設管理運営事業などについては、順調に実

施できておりますが、産業廃棄物の処理につき

ましては、昨今の景気停滞に伴う産業活動の低

迷や企業のリサイクル意識の高まりなどから搬

入量が年々減少してきており、今後は、産業廃

棄物処理料金収入の確保に向け、これまで以上

に積極的な営業活動を行うとともに、経費削減

の努力も行うなど、収益改善に取り組む必要が

あるとし、特に財務内容は厳しい評価Ｄ、課題

が多いとしております。

続きまして、報告書の63ページにお戻りくだ

さい。平成24年度の事業計画について御説明い

たします。１の事業概要についてでありますが、

（１）の日常の廃棄物の円滑かつ適正な処理に

つきましては、これまで同様、県央地域10市町

村の一般廃棄物と産業廃棄物について、自然環

境や生活環境の保全に留意しながら、円滑かつ

適正な処理を行うこととしております。

（２）の諸問題の解決につきましては、①に

記載しておりますように、課題でありました浸

出水調整池補強工事や下水道放流施設整備工事

が昨年度完了し、今後は、施設の将来にわたる

安心・安全・安定したシステムの運用に向け、

システムの検証を進め、確立を図ることとして

おります。また、②の原因のさらなる解明と責

任の所在の明確化につきましては、浸出水調整

池等の設計・施工業者に対して提起した損害賠

償請求訴訟に全力で取り組み、システムの機能

不全に係る原因の解明と責任の所在を追及する

こととしております。

さらに、（３）の新公益法人制度への移行につ

きましては、一般廃棄物処理事業や産業廃棄物

処理事業、環境学習啓発事業などを公益目的事

業として、公益財団法人への移行認定を目指す
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こととしております。

次に、64ページをお開きください。２の事業

計画についてであります。本年度も、一般廃棄

物や産業廃棄物の処理を円滑かつ適正に行うと

ともに、環境学習啓発事業や温浴施設の管理運

営を行うこととしております。

次に、65ページをごらんください。３の収支

予算書についてであります。予算額につきまし

て御説明いたします。まず、事業活動収支の部

ですが、１の事業活動収入としては、②の補助

金等収入26億7,298万円余、④の廃棄物処理収

入9,500万円などがあり、事業活動収入の合計

は28億3,149万円余と見込んでおります。次に、

２の事業活動支出としては、①の管理運営費１

億9,997万円余、②の施設運転管理事業費24

億4,776万円余、③の産業廃棄物処理事業費6,449

万円余、④の周辺環境整備事業費6,000万円など

があり、事業活動収支の合計は28億69万円と見

込んでおります。この結果、事業活動収支差額

は3,080万円余となっております。

次に、投資活動収支の部につきましては、１

の投資活動収入として、①にある周辺環境整備

積立金取崩収入6,100万円、２の投資活動支出と

して、①にある固定資産取得支出などがあり、

投資活動収支差額は5,661万円余となっておりま

す。

財務活動収支の部につきましては、１の①に

ある短期借入金収入、２の①にある短期借入金

返済支出などがあり、財務活動収支差額はマイ

ナス6,191万円余となっております。この結果、

次期繰越収支差額は３億1,748万円余となってお

ります。

財団法人宮崎県環境整備公社についての説明

は以上でございます。

○松村委員長 説明が終わりました。委員の皆

さん、質疑はございませんか。

○十屋委員 170ページ、産業廃棄物の量の推移

のお話があって、リサイクルで少なくなって収

益が落ちてきているということですが、先ほど

の説明にもあったように、かなり金額的にも、

前年度と比較すると7,000万円ぐらい違います

ね。この傾向はずっと続きそうだということで

予測されているんですか。営業活動というのは、

いろんな企業の廃棄物を収集して回って、数量

を確保して収益を上げる、単純にそういうふう

な方向をやっていかなきゃいけないということ

でよろしいですか。

○神菊循環社会推進課長 確かに委員のおっ

しゃるとおり、産業廃棄物の処理というものが

大きく減少しているというものが一番大きな原

因と考えております。その中でもシュレッダー

ダストの受け入れというものが、自動車産業の

低迷でありますとか、タイの洪水等の影響、そ

れからエコカー補助金の終了の時期ということ

もあって減っていると。現在、確かに営業活動

として各企業をお回りしたり、ダイレクトメー

ルといいますか、そういったこともやっており

まして、24年度の８月期で昨年の同月比の1.6倍

以上の受託収入を上げているところであります。

これからまたエコカー補助金の終了等もまいり

ますので、楽観はできないところでございます

が、少しでも多くの収益を上げるように、公社、

また県も一緒に努力していきたいというふうに

考えております。

○十屋委員 今、シュレッダーダストが中心と

いう話だったんですけれども、どの程度の比率

なんでしょうか。数量的なことはいいですが、

大体の比率で。

○神菊循環社会推進課長 23年度で申し上げま

すと、3,748トンのうちシュレッダーダスト
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が42.3％、1,586トン、その他の産業廃棄物が57.7

％の2,162トンでございます。ただ、今申し上げ

ましたように、22年度はシュレッダーダストが68

％ございましたので、それだけ多く減っている

ということでございます。

○十屋委員 今から、景気も悪いし、車の買い

かえとかいろいろ少なくなってきたら、また落

ち込む可能性がありますね。県としても、産業

廃棄物が中心でしょうから、その場合にどうなっ

ていくのかなというのがあるんです。ちょっと

細かな話になって申しわけないんですが、先ほ

どの説明があった流動負債の中の大きいもので

いいですけれども、幾つか挙げてもらえません

か。

○神菊循環社会推進課長 貸借対照表にありま

す流動負債ですが、まず、未払い金がございま

す。未払い金が９億6,800万円余、預り金が3,300

万円余、短期借入金、これが19億7,800万円ほど

でございます。その中のそれぞれの費用につき

ましてですが、未払い金としては、運転委託費

や、収入のありました分につきましての市町村

への還元金、工事費等の未払い金でございます。

預り金につきましては、契約保証金等の預り金

でございます。短期借入金につきましては、調

整池工事16億9,800万円や県の運営費貸し付け２

億8,000万円等の金額でございます。

○十屋委員 わかりました。先ほどあったよう

に、新公益法人へ移行するということで、それ

に向けて取り組まなければいけないということ

なんですが、スケジュールとしては、いつごろ

新公益法人のほうに行くんですか。

○神菊循環社会推進課長 25年４月１日を考え

ております。

○松村委員長 ここで委員の皆様にお諮りいた

します。

本日の日程は午後４時までとなっております

が、このまま継続してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 異議なしということでございま

すので、引き続き質疑を求めます。

○徳重委員 169ページの、今、十屋委員から質

問があったことなんですが、私も大変心配して

いるのは例の産業廃棄物のことです。これだけ

の大きな投資をされ、施設が完備されているわ

けですが、これから産廃のリサイクルがどんど

ん進んでいく、簡単に捨てられないということ

になっておりまして、都城でも産業廃棄物が激

減しているんです。小さい産廃を持っている業

者がもうやめたい、維持もできない、人件費の

分にも当たらないというぐらいなっております。

そういったことを考えますときに、23年度8,948

万円という、前年度22年度からすると900万円も

たくさん支出があるようですが、これからどん

どんふえていく、ここで足りない分をふやすと

いうことになるんですか。

○神菊循環社会推進課長 先ほど申し上げまし

たとおり、やはり収入増に向けて、増益に向け

て営業活動というのは重要な柱だというふうに

思っております。避けて通れないと。ただ、今、

委員のおっしゃいましたように、そういった面

ももちろんわかっておりますので、そういった

意味を含めて、今かかっている既存の経費の見

直し、徹底した見直しというものもあわせてや

ることによりまして、収益構造といいますか、

そちらのほうに持っていきたいというふうに考

えております。

○徳重委員 今おっしゃるとおり、この産廃事

業は非常に厳しくなっていくであろうと。一般

廃棄物はそれなりの、平均した伸びをしていく

のかなと思いますけれども、産廃はどうしても
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減ってくるだろうと。営業活動といっても、今

までやっていらっしゃる人もおるわけですから、

私はふえることはないだろうと。現状維持か、

それ以下になっている。ほかの事業所がやめた

ら、その分はプラスアルファということになる

のかなという気がしております。そこで、産廃

の場合は県外からの搬入ということがよく言わ

れますね。この規制はどのような形になってい

ますか。

○神菊循環社会推進課長 県としては、宮崎市

も同様でございますが、県外産廃については原

則搬入禁止としながら、その県で処理できない

ような場合については、広域処理の観点もござ

いますので、協力するという立場をとっており

ます。環境整備公社につきましては、県外産廃

については、シュレッダーダストにつきまして、

宮崎県で処理された車の分が、解体等が県外で

やられる分があると。その分について、その見

合いに合うような量についての県内搬入につい

ては認めるということになっておりまして、こ

れは地元対策協議会との協定といいますか、御

理解をいただいた上でのことでございます。

○福田委員 私は、エコクリーンについてはずっ

とスタート時点から見てきたんですが、当初は

非常にすばらしい施設ができると喜んで、いろ

んな夢を持って本会議場での質問もしました。

しかし、全く違った方向に行きまして、心配を

しております。そこで、今、このいろんな数字

を見せてもらいますと、これからの経営に関す

る指標で財務指標を３つ示されましたね。肝心

な財務の内容でＤランクですね。民間の企業で

いきますと、Ｄランクというのは倒産に近い数

字なんです。しかし、これは民間の企業と短絡

的に比較する施設じゃございませんから、どう

しても必要な施設ですから。スタートした時点

ではまだ市町村の合併も進んでいませんでした。

今、一般のほうは、90％以上が宮崎市ですね。

私は、浸出水問題が起きたときに当時の宮崎市

長と当時の県知事といろんなやりとりがあった

ことも知っておりますが、私は地元議員として

当時の市長にお会いして話を聞きました。話を

聞いてくれということでしたから。そうしまし

たら、やっぱり県と市と両方関与しているわけ

ですけれども、どちらかに一本化したほうが

―当然、市ですわね、うまくいくんではなか

ろうかと、当時の市長としては申されておりま

した。今、ちょうどいろんな対策等が一段落を

しまして、再スタートになりました。

それから、もう１つ各委員から出ています産

業廃棄物の件ですが、少なくなっても、シュレッ

ダーダストが大半を占めるということですね。

私、シュレッダーダストの関係で興味がありま

したから、宮崎県に九州最大の工場が、解体の

工場がありますが、そこに行って社長といろん

な話のやりとりをしました。そうしましたら、

かつては車を丸ごとシュレッダーダストにかけ

ていたと。今は、とれるだけとって、残ったも

のをかけるから、量も減ってまいりましたと。

そして、こういうリサイクル時代ですから、自

動車の部品が、今までは国内だけだったけれど

も、東南アジア一円、日本車が出回っていると

ころは一円―ほとんどメーカーごとの部品は

変わらないそうですが、流通するようになった

と。そういうことをおっしゃいまして、シュレッ

ダーダストについては、課長がおっしゃったよ

うに、ふえることはないだろうと。だから、ほ

かの仕事を考えないと大変だなと思っておりま

して。そこで関連してお聞きしたいんですが、

当時、発電の問題や、あるいは熱水を売る問題

等が本会議場で議論されたんですが、発電の問
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題は今やられていますね。熱水給湯等について

の、宮崎県の得意分野の冬場のハウス園芸等に

も利用するシステムなんかも提案があったんで

すが、全くそれは取り入れられておりません。

そういう問題を含めて、処理の中で生まれる価

値を売却することによって財務の改善が可能に

なる、そういうふうに見ておりますが、他県の

施設を見ますと、かなりその辺が創意工夫され

ているなと。私どもの施設は新しい割には、完

全に利益を得るようなシステム、利益を得ると

いう言葉は悪いですが、将来の財政負担を伴わ

ないような施設になるまでにはまだ少し努力、

創意工夫が足りないと考えるんですが、その辺

もあわせてお聞きをしたいんです。一元的には

事故の問題からこうなったんですけれども、何

も責めるわけじゃないんですよ。

○神菊循環社会推進課長 今、委員のほうから

お話がございました処理の中での生まれる価値

を生かすということでございますが、状況を御

説明いたしますと、23年度の実績でございます

が、今、委員がおっしゃいましたように、環境

整備公社では電気を売っております。売電です

ね。それ以外にも、焼却後に出る焼き鉄、溶融

メタル、鉄製の製品、アルミ成形品、スチール

缶、アルミ缶、空き瓶、くず鉄と、ありとあら

ゆる価値あるものは回収いたしておりまして、

その総額は23年度で３億5,700万円ほどありま

す。それは、宮崎市や国富町等参画自治体、そ

れから公社で、それぞれの搬入ごみの量に応じ

て分けるわけですけれども、それだけの価値は

生み出しているということでございます。

ちなみに、公社につきましては、そのうちの530

万円ほどでございますが、そういったことにつ

いては、やはり今後も進めていかなければなら

ないと思っておりますし、先ほど申しましたが、

やっている事業の中で効率的なものをもう少し

考えなきゃならないというところを思っており

ます。そういった検討につきましても、今後やっ

てまいりたいというふうに考えております。

○福田委員 努力されていることはよく知って

います。今の残滓物の販売も現地を見ましたか

ら。かつて、私は北九州のエコタウンに行って

いろいろ勉強させていただきました。やっぱり

熱回収による対策が一番収益を生むことも大学

の先生からお聞きしたんです。ここは人口がふ

える地域ですので、当然、処理する廃棄物もふ

えまして、熱処理回収による処理も進むと思う

んですが、その場合、今の発電を上回るような

施設等が能力として、キャパシティーとしてで

きるものですか。発電による回収というのは、

設備と比べて余り、利がないと思うんです。ど

うですか、その辺は。

○神菊循環社会推進課長 その辺までちょっと

検討したことがないのですが、資料を持ち合わ

せていないんですけれども、発電につきまして

現在やっておりますけれども、正確に覚えてい

ませんが、発電量の総体の中の20数％を売電に

回しているということでございまして、効率的

なのかどうかという点については、確たること

が申し上げられません。申しわけございません。

○福田委員 要望ですけれども、後発の施設に

ついては、かなりその辺を創意工夫して、施設

の運営を効率的にされていると見ておるんです。

ぜひ、一段落しましたから、調査をして、より

運営がうまくいくように努力してもらいたいな

と考えております。

○丸山委員 169ページにその他の県からの支援

等と書いてありますけれども、浸出水調整池補

強工事及び関連経費の借入金８億4,900万円と運

営資金の借入金１億6,000万円は、財務諸表でい
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うとどの辺に反映されているのか、それをまず

説明していただきたいと思います。

○神菊循環社会推進課長 冊子の資料の59ペー

ジをごらんいただきたいと思います。３の貸借

対照表のⅡの負債の部、１の流動負債の短期借

入金、この中に銀行からの借り入れとして入っ

ております。なお、この借入金につきましては、

単年度の貸し付けでございますので、御留意い

ただきたいと思います。単年度で貸し出しまし

て、その年のうちに返すというやり方をとって

おります。

○丸山委員 いろいろ資料をもらうと、特に気

になるのが、運営のほうの借入金8,000万円が23

年度は１億6,000万円になっている。24年度は２

億9,000万円になっている。毎年毎年赤字が膨ら

んでいくというようなことになっていくと、経

営上も非常に難しいんじゃないかと判断せざる

を得ないところを私は代表質問等でも言わせて

もらっている中で、169ページの産業廃棄物の目

標値が、平成23年度の8,100トンから平成24年度

は4,500トンに減っているということは、もうあ

きらめた、経営をもう断念した、だめだという

ようなことを言っていると思っていいんでしょ

うか。恐らく4,500トンでは赤字ではないのかな

と思っているんですが、どうなんでしょうか。

○神菊循環社会推進課長 公社の運営をあきら

めたということはございません。169ページの活

動指標の欄、産業廃棄物搬入量につきまして、23

年度は前年度の6,778トンの20％ぐらい増という

のを目標として掲げたところであります。ただ、

現在の状況等を見ますと、この目標はなかなか

難しかろうと、やはり目標としては実現達成可

能な目標ということで、これにつきましては、

シュレッダーダストを2,000トン、それ以外

を2,500トンという形の4,500トンという目標を

挙げたところでございます。

○丸山委員 経営がとんとんになるためには幾

らというふうに思えばいいのか。プラス運営費

補助金が8,000万円入っていますので、本来は運

営費補助金8,000万円は要らないはずであります

ので、運営費補助金8,000万円を要らないとした

ときに産廃は幾ら搬入すればとんとんになると

いう計算なんでしょうか。

○神菊循環社会推進課長 現状で、概算でしか

申し上げられませんが、約１万5,000トンほど入

れば―運営費補助金はまだもちろん入ってい

るわけですけれども、公社につきましては、19

年度から本格的な借入金償還になりまして、運

営資金が不足しているということでありまして、

そういった償還金等を含めて何とかとんとんに

なるというところが１万5,000トン程度かなとい

うふうに試算しているところでございます。

○丸山委員 多分、やればやるほど赤字が膨ら

んでいくのではないかと非常に心配をしていて、

あと長期借り入れの部分もあります。恐らく減

れば減るほど、最終処分場の埋め立てる量も減っ

てきますので、当初つくったときの最終処分場

の県の負担金がかなり大きかったというふうに

思っていますので、それが整合性がとれなくなっ

ていくんじゃないかなと非常に心配しているの

で、その辺はどう考えていらっしゃるんでしょ

うか。

○神菊循環社会推進課長 環境整備公社の最終

処分場の埋め立て枠で申し上げますと、公社の

持ち分、いわゆる産廃の枠でございますが、21.56

％でございまして、現在、全体で12万4,000立米

ぐらいあります中で、これまでに使ったもの

が8,600立米ぐらいということでございまして、

非常に少ない量でございます。それにつきまし

て、これが負債として残るというわけでもない
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とは思うのですが、最終処分場の価値というの

は容量の部分がございますので、そういうこと

はもちろん考えております。ただ、確かに、今

のままですと、大幅な処理量収入の増、受入量

がふえなければなかなか難しかろうというとこ

ろであります。先ほど申し上げたように、営業

活動も非常に力を入れておりまして、23年度で

新たな契約で小さなものも含めまして168件ぐら

い得ておりますし、24年度でもこれまでに既に21

件の新規契約を得ているというところでもあり

ますから、そういった収益改善に向けた営業努

力というものとあわせて、効率的なシステムで

ない部分、幾つか私ども考えておりますが、そ

ういったものの効率化というものも考えていき

ながら、収益改善に向けて努力してまいりたい

というふうに考えております。

なお、先ほどもちょっとお話ございましたが、

産業廃棄物処理、これはセンターなんですけれ

ども、モデル施設として整備してきたというこ

ともございまして、そういった意味での施設と

しての果たしている役割というものも十分に加

味しなければならないかなとは思っております。

○丸山委員 一番気になりますのは、財務内容

はＤなのに、63ページの平成24年度の公社の計

画の中に、財務内容を改善しますと大きく書い

ていないんです。これは財務内容は別に―県

からの補助金とか借入金をふやせばと、簡単に

考えているんじゃないかというふうに思ってし

まうんですけれども、Ｄというのを本当に重た

く見ていただいて、本来は諸課題の一番最初に

持ってくるべきものではないのかなと思ってい

るんですが、どうなんでしょうか。

○神菊循環社会推進課長 事業概要なり諸課題

の解決の部分に入っていないというのは、おっ

しゃる面もあるのかなと、今後考えていきたい

と思います。

○丸山委員 いずれにしましても、民間であれ

ば倒産寸前、倒産しているかもしれないような

財務内容だというふうに思っています。逆に言

うと、先ほど課長が言いましたけれども、最終

処分場という大きな資産も持っているというの

を考えて、やはり早目に運営のあり方―なぜ

県が産廃まで手を突っ込んでやったかという経

緯は、平成７～８年当時のいろんな案件があっ

たとか、産廃を埋める場所がないからつくって

くれという要請があって、わかるんですが、か

なり環境は変わりましたので、もうやめてもい

いんじゃないかというぐらい私は思っています。

もう一般廃棄物だけを市町村の業務だけでやる

べきではないのかなという気持ちもあります。

といいますのは、宮崎市を中心にする人たちは

いいけれども、宮崎市以外の県民からすると、

何でここにだけ県のお金をどんどんつぎ込むの

かと、非常に違和感を感じますし、８億幾らの

訴訟のお金を払っていますけれども、裁判が終

わった後にどれだけ返ってくるのかと。裁判が

勝つか負けるかわかりません。何で宮崎市を中

心にしたところだけに税金をこれだけ投じるの

かと、不公平に感じますので、この運営のあり

方も含めて早急な検討を私はお願いしたいと思

います。

○中野委員 毎年、県の補助金で8,948万円、こ

れは名目は何ですか。

○神菊循環社会推進課長 産業廃棄物処理事業

を適正に行うための運営費補助金が8,000万円、

それから環境学習啓発施設改修事業として948万

円を補助として出したものでございます。

○松村委員長 ほかに質疑がないようですので、

次に移ります。

○河野山村・木材振興課長 山村・木材振興課
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でございます。

委員会資料の10ページをお開きください。公

益社団法人宮崎県林業労働機械化センターにつ

きまして、「宮崎県の出資法人等への関与事項を

定める条例」に基づきまして、経営状況等につ

いて報告をさせていただきます。

当センターは、（１）の設立の目的にあります

ように、高性能林業機械の共同利用や林業事業

体の雇用管理等の改善、また新たに林業に就業

しようとする者への就業の支援など、低コスト

林業の促進や林業労働力の確保を目的といたし

まして、平成７年２月に設立をされております。

会員は、（２）にありますように、宮崎県、宮

崎県森林組合連合会、宮崎県造林素材生産事業

協同組合連合会の３団体により構成されており

ます。

（３）の組織につきましては、役員８名、職

員１名であります。

出資の状況は、（４）にありますように、総額

が900万円となっておりまして、このうち県が400

万円を出捐しており、その比率は44.4％であり

ます。

（５）の特記事項にありますように、当セン

ターは、「林業労働力の確保の促進に関する法律」

に基づきまして、林業労働力確保支援センター

として知事の指定を受けております。なお、当

センターが行っております林業就業の相談・指

導や高性能林業機械の共同利用などの事業は、

この法律に基づいた業務であります。

経営状況等の詳細につきましては、お手元の

９月定例県議会提出報告書のほうで説明をさせ

ていただきます。冊子の173ページをお開きくだ

さい。当センターの経営評価報告書でございま

す。

概要につきましては、先ほどの説明と重複い

たしますので、省略をさせていただきます。

次に、県の関与の状況ですが、人的支援とい

たしまして、役員数は８名で、このうち県退職

者は３名となっております。

財政支出等につきましては、委託料として997

万6,000円、補助金で462万6,000円を支出してお

ります。

その他の県からの支援等につきましては、平

成22年から県の高性能林業機械につきまして無

償貸与をしております。

主な県財政支出の内容をごらんください。①

の事業は、事業体に貸し付けを行う高性能林業

機械の導入を行うものでございます。②の事業

は、素材生産に必要な講習への参加経費の助成

を行うものであります。また、③の事業は、林

業への新規就業を希望する人たちへの相談・指

導を行うものでございます。④の事業は、林業

に必要な資格を持った人材の養成を行うもので

ございます。また、⑤の事業は、就業相談会の

開催や林業体験研修を行うものであります。

実施事業につきましては、①の林業にかかわ

る相談・指導業務から⑥の林業機械の共同利用

業務まで、６つの事業を実施しております。

活動指標といたしましては、①の相談件数及

び職業講習会・研修会等参加者数を挙げており

まして、目標値700人に対して平成23年度は839

名であります。②の共同利用機械実働平均稼働

月数を挙げておりますが、目標値６カ月に対し

まして、23年度実績は7.9カ月となったところで

あります。いずれの指標も目標を達成いたして

おります。

指標の設定に関する留意事項でございます。

①の相談件数及び職業講習会・研修会等参加者

数につきましては、就業者を雇用する事業体へ

の指導強化の指標として設置しております。ま
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た、②の共同利用機械実働平均稼働月数につき

ましては、共同利用機械は老朽化が進んで故障

が多発している状況にございますが、採算性を

確保する観点からも、経営上必要な稼働月数を

目標として設定いたしております。

次に、174ページをお開きください。財務状況

についてであります。この表の左側半分が正味

財産増減計算書で、右側が貸借対照表となって

おります。まず、正味財産増減計算書の23年度

の状況でありますが、当期一般正味財産増減額

は328万円となっております。また、当期指定正

味財産増減額はマイナスの1,401万円となってお

ります。これにつきましては、過去に補助事業

で導入した機械の減価償却を行ったことによる

ものであります。この結果、正味財産期末残高

は9,189万8,000円となっております。

次に、貸借対照表の23年度の状況であります

が、資産につきましては、流動資産と固定資産

を合わせまして１億1,102万円であり、負債につ

きましては、流動負債と固定負債を合わせまし

て1,912万2,000円となっております。資産から

負債を差し引いた正味財産は9,189万8,000円と

なっております。

財務指標につきましては、①に自己収入比率

を挙げておりますが、平成23年度の欄でありま

すが、目標値50％に対しまして実績値は57.5％

となっており、目標を達成しているところであ

ります。

最後に、総合評価であります。県の評価をご

らんください。平成23年度を初年度とする経営

計画は、おおむね目標を達成しております。ま

た、４月１日に公益社団法人へ移行しましたこ

とから、今後は、より積極的に公益目的事業を

展開していく必要がございます。さらに、財務

関係では、県の関与が低くなり、自立性が高まっ

てきている傾向にございます。また、活動指標

や財務指標につきましても、目標を上回る実績

を上げていることから、評価できるものという

ふうに考えております。

説明は以上でございます。

○松村委員長 説明が終わりました。質疑はな

いですか。

○福田委員 内容は立派でありますが、ちょっ

とお聞きしたいんですが、県の貸し付けている

林業機械は、取得価格はどれくらいのものです

か。トータルでいいですよ。

それから、公益法人にしては珍しく減価償却

をやられていますが、減価償却の基礎数字は、

補助金を差し引いた圧縮金額からですか、どち

らですか。それとも補助金を含んだ金額からか、

その手法を教えてください。

○河野山村・木材振興課長 ただいまの圧縮記

帳かという質問ですけれども、圧縮記帳をかつ

てしておりまして、これは会計処理からすると

間違いであるというような御指導を受けまして、

昨年からはもとに戻しておりまして、圧縮記帳

はしておりません。

○福田委員 取得価格をもとに減価償却をする

と。

○河野山村・木材振興課長 そういう処理を

行っています。

○福田委員 多目の減価償却がされていると理

解していいですね。

トータルは後からじゃないとわからんでしょ

う。

○河野山村・木材振興課長 取得価格、取得当

時のものは、ちょっと時間がかかりますので、

申しわけありません。

○松村委員長 また、わかったときに御報告く

ださい。
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○中野委員 この仕事の受注先はどこですか。

研修とか、そういうのはいいけれども。

○河野山村・木材振興課長 普通の素材生産事

業体と森林組合のほうが借り受けて、仕事をし

ていると。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようですので、報告

事項に関する質疑は終わります。

次に、その他の報告事項に関する、残った部

分の説明を求めます。

○川野環境森林課長 条例報告法人以外の県出

資法人等の経営状況の報告としまして、公益社

団法人宮崎県森林林業協会について御説明いた

します。

委員会資料、11ページをお願いいたします。

まず、概要ですが、当法人は、森林環境の育成・

保全や、木材利用の普及啓発などを推進し、木

質循環型社会の実現を図ることを目的に、昭和63

年に設立されたものでございます。

なお、当法人は、平成24年４月１日に公益社

団法人へ移行し、その際、名称も、林業協会か

ら森林林業協会に変更したところであります。

次に、県関与の状況ですが、人的支援では、

平成23年度の役員12名のうち常勤役員の専務理

事１名が県ＯＢで、職員11名のうち県派遣が１

名、県ＯＢが１名となっております。平成24年

度では、役員11名のうち同じく常勤役員専務理

事１名が県ＯＢで、職員11名のうち県派遣が１

名、県ＯＢが２名となっております。

財政支出等では、平成23年度の県委託料

が8,880万7,000円、県補助金が675万8,000円で、

その内訳は、主な財政支出の内容の欄にありま

すように、ひなもり台県民ふれあいの森や、林

業技術センター「森とのふれあい施設」の指定

管理委託料などとなっております。なお、22年

度に比べ、23年度の県委託料が減少しておりま

す主な要因としましては、県派遣職員の人件費

が県から直接支給することになったため、人件

費相当分が減額になったものでございます。

次に、実施事業でございますが、林業団体の

連絡調整業務や普及啓発業務、県産材の利用促

進業務などの事業を実施しております。

次に、活動指標でございますが、平成23年度

において、①の指定管理施設で行う主催イベン

ト数は、目標値45件を上回る57件となりました。

②のひなもりオートキャンプ場の利用者数は、

新燃岳噴火の影響を受けたこともありまして、

目標値１万人を下回る8,643人でありました。③

の「森とのふれあい施設」の研修寮の利用者数

は、目標値1,000人を上回る1,687人となりまし

た。

12ページをごらんください。財務状況につい

て平成23年度決算額を御説明いたします。正味

財産増減計算書でありますが、経常収益が１

億4,066万1,000円、経常費用が１億3,691万6,000

円で、差し引き当期経常増減額は374万5,000円

であり、結果、正味財産期末残高は3,801万4,000

円となっております。

貸借対照表でありますが、資産合計額が4,812

万7,000円、負債合計額が1,011万3,000円、正味

財産が3,801万4,000円となっております。

次の財務指標につきましては、２項目ありま

して、①の職員１人当たりの収入額は、県派遣

職員人件費相当分の委託料収入の減によりまし

て、目標1,400万円に対し1,278万7,000円となっ

ております。また、②の自主財源比率は、自主

事業の拡大の取り組みなどにより目標の60％を

上回り、61.9％となっております。

次の最近の県監査の状況でありますが、平成23
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年度の監査において、公の施設の管理運営に係

る収入、支出、及び契約に関する事務手続につ

いて、適正に行われていないものがあるとの指

摘事項がございましたので、所要の改善を行っ

たところでございます。

最後に、総合評価についてでございます。ま

ず、法人の自己評価でございますが、公益社団

法人への移行に伴い、全面的に規程等の見直し

を行うなど、公益法人としての基盤を整備し、

今後も、公益目的事業の充実強化に努めていく

こととしており、活動内容をＡ、財務内容をＢ、

組織運営をＡとしております。県の評価としま

しては、自主事業に係る収益率は低いものの、

事業の開拓や、既存事業を見直し、経費節減に

取り組んでいること等を評価し、活動内容をＡ、

財務内容をＢ、組織運営をＡとしました。

説明は以上であります。

○佐藤自然環境課長 資料の13ページをお願い

いたします。社団法人宮崎県治山林道協会につ

いてでございます。

まず、御説明の前に、資料に記載の誤りがご

ざいましたので、申しわけございませんが、資

料の訂正方をお願いいたします。（２）の治山林

道協会と書いてある下のほうに、対象期間とい

うのがございますけれども、正式には、様式上、

各法人の会計年度を記入することになっており

したが、平成23年５月１日から24年４月30日と

すべきところを平成23年４月１日から24年３

月31日となっております。まことに申しわけご

ざいませんでした。訂正方をよろしくお願いい

たします。

まず、概要についてでございますけれども、

当協会は、昭和32年に設立された法人で、設立

目的は、治山及び林道事業の拡大と技術の向上

により、国土の保全と林業の振興を図るという

こととなっております。

次に、県関与の状況の人的支援ですが、平成23

年度の合計の欄をごらんください。役員数は９

名で、うち常勤役員は常務理事１名でプロパー

職員でございます。職員は45名で県ＯＢ２名、

プロパー職員43名となっております。平成24年

度は、役員数は10名で、うち常勤役員は２名で

ございまして、専務理事に県のＯＢ１名、常務

理事にプロパー職員の１名でございます。職員

は42名、県ＯＢ１名、プロパー41名でございま

す。

平成23年度の財政支出等は、県委託料３

億3,576万円で、その内訳は、主な県財政支出の

内容に記載してありますとおり、調査事業１

億603万3,000円等でございます。

次に、実施事業でございますが、①の山村と

都市との交流促進事業及び②のみどりの文庫贈

呈事業などの事業を実施しております。

次に、活動指標でございます。①の山村と都

市との交流促進事業で参加者総数は目標値60名

に対し実績値は65名、②のみどりの文庫贈呈事

業で贈呈校数は目標７校に対し８校、③の技術

研修会の開催も参加者総数45名に対し45名と、

いずれも目標を達成する実績となっております。

次に、14ページの財務状況について、平成23

年度決算額を御説明いたします。まず、正味財

産増減計算書でございますけれども、平成23年

度の経常収益が４億1,294万7,000円、経常費用

が４億5,070万1,000円で、差し引き3,775万4,000

円の赤字でございます。これは、公共事業の減

少、それから受注価格競争等の影響により厳し

い状況となっているところでございます。

次に、貸借対照表についてでございますけれ

ども、資産合計は11億9,954万8,000円、負債合

計額は３億4,595万1,000円、正味財産は８
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億5,359万7,000円となっております。

次に、財務指標についてであります。２つご

ざいますが、①の事業収支比率の改善は、目標

値の90％に対し実績値は109％となっておりま

す。事業費が事業収入を上回ったため、達成度

は78.9％となっております。②の管理費比率の

改善は目標値５％に対し実績値３％と、管理費

の割合が減少し、改善が図られたため、達成度

は140％となっているところでございます。

最後に、総合評価についてでございます。ま

ず、協会の自己評価ですが、現在、一般公益法

人への移行申請については、おおむね計画的に

進捗しておりまして、自主事業についても計画

どおり実施し、実績も目標値を上回る成果が上

がっているとともに、新たな事業の創設を行っ

ているところですけれども、一方では、財務内

容について事業収入が減少傾向にあり、経費削

減や組織体制を見直すことが必要になってきて

いることから、活動内容をＡ、財務内容をＢ、

組織経営をＡとしております。県の評価といた

しましては、活動面について協会の自主事業の

実績も目標値を達成しており、また財務面につ

いては委託事業内容の見直し等に努めているこ

とを評価いたしまして、活動内容をＡ、財務内

容をＢ、組織運営をＡとしているところでござ

います。

説明は以上でございます。

○松村委員長 説明が終わりました。委員の質

疑を求めます。

○丸山委員 １点だけ、13ページの主な県財政

支出の内容の中で、１億7,000万円が委託料に

なっているんですが、随契となっているんです

けれども、下のほうは一般競争入札というふう

になっていて、その差が、どういう事業で、ど

うしても随契にしなくちゃいけなかった理由と

いうのを教えていただくとありがたいんですが。

○佐藤自然環境課長 調査事業の随契の欄でご

ざいますけれども、この随契につきましては、23

年度の決算額で申しますと１億603万3,000円と

なっております。表記上こういうことになって

おりますけれども、このうち3,918万余が随契と

いうことになっておりまして、これにつきまし

ては、治山事業の設計・調査ということで、公

共事業の来年度のヒアリングに事業計画を持ち

込みますけれども、そのときの資料作成を随契

としてやっているところでございます。その理

由につきましては、ずっと今まで治山事業を手

がけてまいりましたので、まとまった資料づく

りになりますと、やっぱりほかのコンサル等で

はなかなかできづらいということで、スピード

も要するということで、随契でやっているとこ

ろでございます。

○十屋委員 13ページの山村と都市との交流促

進事業、これは目標値と実績値が60人と65人

で108％とあるんですが、事業内容としてはどう

いうことをされていらっしゃるんですか。素朴

な疑問で済みません。

○佐藤自然環境課長 山村と都市との交流促進

事業と申しますのは、児童やその保護者を対象

といたしまして、山村地域の自然や文化と直接

触れ合う機会を提供しているということで、23

年度につきましては、日向市の小中学校の児童、

保護者を招きまして、五ヶ瀬町でスキーの体験、

それから夜神楽の体験等を行った事業でござい

ます。

○十屋委員 活動指標の中に３つやられている

んですが、わかりやすいといえばわかりやすい

数字だと思うんですけれども、これはほかの事

業とは、業務等、いろんな意味で、また別です

ね。わかりやすい事業が書かれているんですが、
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ほかの、先ほどあった設計とか測量とか技術者

の養成とか、そこら辺のところの活動指標とい

うのならわかりやすいと思うんですけれども、

ここで３つを選んだというのは何か特別あるん

ですか。

○佐藤自然環境課長 この活動指標の３つを選

んだ経緯については、ちょっと承知しておりま

せんけれども、基本的に公益的事業を中心に選

んだということだろうと思います。詳細はちょっ

と把握しておりません。

○河野山村・木材振興課長 先ほど福田委員か

らお尋ねのありました機械の取得価格、県が取

得しているものについてわかりました。４

億9,000万円でございます。県が所有している20

台についての取得価格です。

○松村委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようですので、それ

では、その他で何かございませんか。

○十屋委員 全くその他ですけれども、この前、

一般質問で蓬原議員がアリとキリギリスの話を

されたんですが、それについて部長のほうで答

弁されて、一生懸命真面目に頑張った財政指標

がいいところになぜ補助金が少ないのか、そう

いう話があったんですが、その中身が私たちは

よくわからなかったんですが、御説明いただい

ていいですか。

○富永環境管理課長 御説明いたします。三股

町の件についてあったんですけれども、三股町

がずっと今まで箱物をつくらずに頑張って努力

して支出を抑えてきたのに、何で財政力指数に

よって浄化槽の補助金が削られるのかというこ

とでございました。背景については、三股町か

ら80基の浄化槽の当初要望がありまして、73基

の内示をしたところです。三股町はそれをやっ

ていたんですけれども、８月で三股町の補助金

が切れ、それで追加の要望があったんですが、

それに応えられていないということです。三股

町は県平均より財政力指数が少し高いんで、そ

れに応じて減額措置をうちがとっているもので

すから、その分を復活してほしいというか、そ

れはやってほしくないという御意見でございま

した。

○十屋委員 一生懸命財政力をよくして頑張っ

ているのにという話ですね。そこは納得できる

んです。いろんな制度上で、マイナスというか、

いろんなものでたくさん箱物をつくったり、何

だかんだして、ある程度悪いところのほうが優

遇されるというのはおかしいということでした

ね。余りにもばっさり部長が切られたものです

から。

○堀野環境森林部長 財政力指数の考え方とい

うのは御存じだと思うんですけれども、そういっ

た過去の行政改革とかいったものの評価という

のは余り入っていないというふうに聞いていま

す。基準財政需要額に対してどれだけの収入が

あるかということですので、それをもって財政

力に、県と比べると県の指数より高いというこ

とは、県よりも余裕がある、いいというふうに

私ども見たというところで、全体的に浄化槽に

対する補助金が厳しい財政状況の中で年々少な

くなってきますので、その中でどうめり張りを

つけるかということになると、そういった財政

力指数をもって差をつけざるを得なかったとい

うのが実情でございまして、それを御理解いた

だきたいという私の答弁につながったというこ

とでございます。

○十屋委員 わかりました。

○徳重委員 それぞれ頑張っていただいてはお

るんだけれども、例えば今説明があった林業協
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会あるいは治山林道協会、あるいは農業関係で

もあるんですけれども、土地改良事業団とか、

同じような事業、仕事、内容的に似通った仕事

を今されている、それを統合するというような

考え方は持っていらっしゃらないんですか、部

長、お尋ねします。

○堀野環境森林部長 非常に難しい御質問で、

正直申しますと、そういったことを検討したこ

ともありません。

○徳重委員 技術的なこと、技術者とか、そう

いったものについては、それぞれの分野でも一

部は違ったにしても、基本的なものが似通って

いるものが多いんじゃないかなという気がする

んです。役員だってそうですが、その部署に１

カ所に集めて仕事をしていくということは不可

能じゃないんじゃないかなという気がしたもの

ですから、いかがなものかと思って。

○楠原環境森林部次長 例えば、今おっしゃい

ました農業との関係で言いますと、一番近いの

は治山林道協会ですけれども、これは測量設計

委託を持っています。ただ、治山と林道そのも

のも、急峻な地形での山間部の工事を主体にし

ております。農業の圃場整備とはかなり技術的

な部分も違いますので、そういう意味では、周

りにそういった専門的な、あるいは森林・林業

に詳しい技術者を備えてやっておると。ただ、

その中でもいわゆる測量的なもの、これについ

ては、先ほどの委託の中でも説明しましたが、

かなり以前は随契とかでもやっていましたけれ

ども、今は民間の測量会社を含めて競争入札の

ほうに移行させておりますので、そういった意

味では、特に治山林道協会の主たる業務であり

ます測量委託等についてはかなり民間との競争

の中で仕事がなされているというふうに理解し

ています。

○松村委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようです。それでは、以上

をもって環境森林部を終了いたします。執行部

の皆さん、お疲れさまでございました。

本日の委員会を終了いたします。

午後４時50分散会
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平成24年９月21日（金曜日）

午前10時５分再開

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 後 藤 哲 朗

委 員 福 田 作 弥

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野  明

委 員 十 屋 幸 平

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

農政水産部次長
緒 方 文 彦（ 総 括 ）

農政水産部次長
宮 川 賢 治（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
那 須 司（ 水 産 担 当 ）

畜 産 ・ 口 蹄 疫
永 山 英 也復 興 対 策 局 長

農 政 企 画 課 長 鈴 木 大 造

ブ ラ ン ド ・
甲 斐 典 男流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 奥 野 信 利

連 携 推 進 室 長 工 藤 明 也

営 農 支 援 課 長 山 内 年

農業改良対策監 戸 高 憲 幸

消費安全企画監 上 山 伸 二

農 産 園 芸 課 長 加勇田 誠

農 村 計 画 課 長 宮 下 敦 典

畑かん営農推進室長 河 野 善 充

農 村 整 備 課 長 猪 股 敏 雄

水 産 政 策 課 長 成 原 淳 一

漁業・資源管理室長 日向寺 二 郎

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

漁港整備対策監 与 儀 新 二

復興対策推進課長 日 髙 正 裕

畜 産 課 長 押 川 晶

家畜防疫対策室長 西 元 俊 文

工 事 検 査 監 岩 永 修 一

総合農業試験場長 串 間 秀 敏

県立農業大学校長 井 上 裕 一

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

畜 産 試 験 場 長 岩 﨑 充 祐

事務局職員出席者

政策調査課主査 藤 村 正

議事課主任主事 野 中 啓 史

○松村委員長 委員会を再開いたします。

農政水産部におかれましては、全国和牛共進

会をいよいよ来月に控えております。気持ちも

高ぶっているところではないかと思いますけれ

ども、今回は非常に多岐にわたっての内容でご

ざいますので、簡潔な説明と答弁をよろしくお

願い申し上げます。

それでは、本委員会に付託されました議案等

についての説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○岡村農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いいたします。

説明に入ります前に、私のほうからお礼と御

報告及びおわびを申し上げます。

まず初めに、先月末の口蹄疫メモリアルセン



-62-

ターのオープニングセレモニー、県家畜改良事

業団種雄牛分散管理施設の起工式、及び第10回

全国和牛能力共進会宮崎県代表牛決定審査会に

つきましては、松村委員長を初め、多数の委員

に御出席をいただき、おかげをもちまして盛会

のうちに終えることができました。まことにあ

りがとうございました。

次に、先週末の台風16号による農業関係の被

害状況についてでございます。台風16号の強風

や大雨により、県内各地で普通期水稲の倒伏や

クリの落果、園芸用ハウスのビニール被覆材の

破損等が見られております。また、県北を中心

に、水田や畑、水路、農道等にも被害が生じて

おります。被害額につきましては、現在調査中

でございますので、取りまとめ次第、御報告を

させていただきます。

また、今回提出しております議会報告書の宮

崎県家畜改良事業団の資料に一部誤りがあり、

訂正をさせていただきました。まことに申しわ

けございませんでした。

それでは、座って説明をさせていただきます。

お手元の環境農林水産常任委員会資料を１枚お

開きいただき、説明項目をごらんください。本

日、農政水産部からは、議案４件、議会提出報

告２件、その他の報告事項７件の説明を予定し

ております。

まず、１ページをお開きください。議案第１

号「平成24年度宮崎県一般会計補正予算（第１

号）」及び議案第４号「平成24年度宮崎県就農支

援資金特別会計補正予算（第１号）」についてで

あります。今回の補正は国庫補助決定等に伴う

補正であり、補正額につきましては、一般会計

の合計の欄にありますように、４億7,020万2,000

円の増額補正をお願いしております。また、特

別会計の補正額につきましては、合計の欄にあ

りますように、6,833万3,000円の増額補正をお

願いしております。この結果、農政水産部全体

の補正後の予算額は359億4,010万6,000円となり

ます。

次に、資料の２ページをごらんください。繰

越明許費についてでありますが、公共土地改良

事業及び水産基盤整備事業の計４件につきまし

て、２億6,120万円の繰り越しをお願いしており

ます。これは、関係機関の調整等に日時を要し

たことによるもの等で、現時点で繰り越しが見

込まれるものであります。

次に、８ページの議案第９号「損害賠償の額

の決定について」及び９ページの議案第10号「農

政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴

収」につきましては、関係課長から説明させて

いただきます。

次に、Ⅱの議会提出報告書についてでござい

ますが、まず10ページの１の損害賠償額を定め

たことについてであります。

次の11ページからは、２の県が出資している

法人等の経営状況についてでありますが、法人

等の経営状況につきましては、地方自治法及び

「宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例」の規定に基づき、農政水産部所管７法人の

経営状況等について御報告するものでございま

す。

最後に、Ⅲのその他の報告事項であります。

資料の22ページから、平成24年産早期水稲の生

産状況を初め、７項目について御報告をいたし

ます。

なお、35ページからは、新宮崎県公社等改革

指針の対象となる農政水産部所管法人のうち、

議会提出報告書に掲載されない４法人の経営状

況について御報告するものでございます。

詳細につきましては、関係課長から説明させ
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ていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。私からは以上でございます。

○奥野地域農業推進課長 地域農業推進課でご

ざいます。

お手元の歳出予算説明資料の75ページをお願

いいたします。地域農業推進課の９月補正予算

額は、一般会計で3,400万円の増額、特別会計

で6,833万3,000円の増額、合わせまして１億233

万3,000円の増額補正をお願いしております。こ

の結果、９月補正後の一般会計予算額は35億573

万3,000円、特別会計を合わせた全体の予算額

は37億8,356万1,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。まず、77ページをお開きください。一般会

計でございます。（事項）構造政策推進対策費に

ついてであります。１の優良農地継承・フル活

用推進対策事業におきましては、農地の利用集

積及び耕作放棄地対策を一体的に取り組んでい

るものでございますが、今回の補正で、「人・農

地プラン」に位置づけられる中心となる経営体

への農地の集積におきまして、農地の出し手に

交付される農地集積協力金の所要見込みが増加

したことから、3,400万円の増額を行うものであ

ります。

続きまして、78ページをお開きください。就

農支援資金特別会計の（事項）就農支援資金対

策費であります。これは、認定就農者が新たに

農業経営を開始するために必要な無利子資金の

貸し付けを行い、就農の促進を図るものでござ

いますが、今回の補正では、昨年度の決算剰余

金が6,833万3,000円と確定したことに伴いまし

て、これを本年度分へ組み入れるものでありま

す。

地域農業推進課は以上でございます。よろし

くお願いします。

○山内営農支援課長 営農支援課でございます。

同じく歳出予算説明資料の79ページをお開き

ください。営農支援課の９月補正額は、一般会

計で839万1,000円の増額補正をお願いしており

ます。したがいまして、９月補正後の最終予算

額は26億1,954万4,000円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。81ページをお願いいたします。（事項）協

同農業普及事業推進費の（新規事業）新技術導

入広域推進事業の839万1,000円の増額について

であります。当事業につきましては、別冊の常

任委員会資料にて御説明いたします。常任委員

会資料の３ページをお開きください。

まず、１の事業の目的でありますが、この事

業は、産地における収益力の向上を図るため、

試験研究機関で開発された成果や特色ある技術

等について技術実証と普及を行いまして、生産

性の向上や生産物の高付加価値化を図るもので

あります。

次に、２の事業の概要ですが、予算額は全額

国庫の839万1,000円で、事業期間は平成24年度

から26年度までの３カ年間、実施主体は県であ

ります。

事業内容につきましては、４ページに課題の

一覧をまとめてございますけれども、夏秋イチ

ゴ「みやざきなつはるか」の安定生産技術の確

立と産地拡大から、野菜花卉類のウイルス病早

期診断技術と総合対策技術の普及までの６つの

実施課題に取り組むこととしており、これら試

験研究機関等が開発いたしました普及に移し得

る新技術等につきまして、現地実証や導入効果

の分析評価、現地検討会の開催等を行いまして、

産地や農業経営を支援する普及活動の高度化を

進めていくこととしております。

営農支援課は以上でございます。よろしくお
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願いいたします。

○猪股農村整備課長 農村整備課でございます。

歳出予算説明資料の83ページをお開きくださ

い。農村整備課の補正予算といたしまして、３

億2,520万9,000円の増額をお願いしております。

その結果、補正後の予算額は115億9,240万6,000

円となります。

それでは、内容について御説明いたします。85

ページをごらんください。（事項）公共土地改良

事業費ですが、その下の説明の欄にありますよ

うに、県営畑地帯総合整備事業として２億9,756

万円の増額をお願いしております。これは、畑

地帯におきまして、担い手の育成強化を図ると

ともに、多様な営農形態に対応するため、畑地

かんがい施設などの生産基盤の整備を行うもの

で、尾鈴北第１地区ほか８地区において事業を

追加実施するものでございます。

次に、基盤整備促進事業といたしまして、164

万9,000円の増額をお願いしております。これは、

農業の生産性向上や安定的な農業経営確立等を

促進するため、用排水路など地域の実情に即し

たきめの細かい生産基盤の整備を支援するもの

で、都城市海北地区において事業を追加実施す

るものでございます。

次に、農業体質強化基盤整備促進事業といた

しまして、2,600万円の増額をお願いしておりま

す。これは、経営規模拡大や農作物の高付加価

値化、品質向上等に取り組む上で支障となりま

す区画狭小、排水不良や農業用水の不足など、

農業の生産基盤の課題につきまして、迅速かつ

きめ細かな整備を支援するため、都城地区ほか

７地区におきまして、事業を追加実施するもの

でございます。

農村整備課は以上でございます。

○成原水産政策課長 水産政策課でございます。

平成24年度９月補正について御説明いたしま

す。お手元の歳出予算説明資料の87ページをお

願いいたします。当課の補正予算額は、一般会

計で96万2,000円の増額補正をお願いいたしてお

ります。この結果、９月補正後の予算額は、一

般会計と沿岸漁業改善資金特別会計を合わせま

して、19億8,569万5,000円となります。

それでは、補正の内容について御説明をいた

します。89ページをごらんください。（事項）水

産業試験費の96万2,000円の増額補正について御

説明いたします。補正理由は、受託決定に伴う

補正でございます。具体的な内容は、水産増殖

試験費として、独立行政法人水産総合研究セン

ターから水産生物の生活史に対応した漁場環境

形成推進事業を受託するものでございます。こ

れは、魚類による海藻の食害が藻場衰退の一因

となっておりますことから、イスズミという魚

による食害状況や各種海藻への嗜好性、イスズ

ミの生態的特徴等を把握するものでございまし

て、この研究成果は魚類による海藻の食害防除

の技術に活用できるものと考えております。

水産政策課は以上でございます。

○押川畜産課長 畜産課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の91ページをお開

きください。畜産課の９月補正額は、一般会計

で１億164万円の増額補正をお願いしておりま

す。その結果、補正後の予算額は29億4,395

万7,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。93ページをお開きください。まず、１番目

の（事項）畜産団地整備育成事業費の6,860万円

の増額であります。これは、鶏卵の生産から販

売まで一貫体制を確立するために、高度な衛生

水準と処理能力を有する鶏卵処理施設等を整備

するものであり、地域経済活性化・雇用対策と
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して国庫補助決定に伴うものでございます。

次に、（事項）畜産物価格安定対策事業費

の2,700万円、（事項）家畜衛生技術指導事業費

の420万円につきましては、別冊の常任委員会資

料で御説明申し上げます。別冊の常任委員会資

料、５ページと６ページをお開きください。

子牛市場活性化のための肉用牛肥育経営支援

緊急対策についてであります。まず、６ページ

をごらんください。肥育農家の現状といたしま

しては、飼料価格が平成22年第４四半期以降値

上げに転じており、農家の実質負担が平成18年

度当初に比べ、トン当たり１万5,400円増加する

など、生産コスト増加の要因となっております。

また、長引く景気低迷、原発による影響、さら

には食中毒に起因します生食用販売の禁止等に

よりまして、牛肉消費の停滞と枝肉価格の低迷

が続いており、枝肉価格につきましては、平成13

年のＢＳＥ発生時よりも下落している状況にご

ざいます。このようなことから、肥育牛経営に

つきましては、粗収益が生産費を割り込む状況

が続いており、肉用牛肥育経営安定特別対策事

業の補填金が毎月発動するなど、経営収支が悪

化する状況になっております。

このため、今回、緊急対策といたしまして、

２つの対策を実施することといたしました。ま

ず、１つ目に、価格補填対策として、肉用牛肥

育経営安定対策事業において、生産者積立金の

一部を助成しております県補助金の不足分を積

み増しすることで、生産者の負担を軽減するも

のであります。２つ目に、消費拡大対策として、

プレミアム商品券を発行することで、県産牛肉

の消費拡大を促進するものであります。これら

の対策により肥育経営の安定化を支援すること

で、円滑な肥育素牛の導入を促進いたします。

また、子牛市場における口蹄疫の影響緩和策と

いたしまして、本年の当初予算で、４月から５

月、及び12月と来年１月の競り市におきまして、

平均価格が40万円を下回った場合の補填や県外

輸送経費の一部助成を行うこととしており、こ

れらをあわせまして、子牛市場取引の活性化を

図ることといたしております。

５ページをごらんください。ただいま説明い

たしました２つの緊急対策のうち、今回、予算

の補正をお願いしております肉用牛肥育経営安

定対策事業について詳しく御説明いたします。

まず、１の事業目的にありますように、肉用

牛肥育経営において、粗収益が生産費を割り込

んだ場合の損失を補填するための国の制度でご

ざいます肉用牛肥育経営安定特別対策事業、通

称新マルキンにつきましては、生産者積立金の

一部助成を行うことで肥育経営の安定に資する

ものであります。

次に、２の事業概要についてでございます。

この事業の補填につきましては、（４）の表にあ

りますように、生産者積立金を１として国がそ

の３倍を負担することにより基金を積み立てて

おき、肥育牛１頭当たりの全国的な平均粗収益

がその生産に要した生産費を割り込んだ場合に、

肥育牛生産者に対してその差額の８割を基金か

ら補填するものであります。今回の補正の理由

といたしましては、本業務対象年間において生

産者積立金の品種区分が改定されたことや、期

末までの見込み頭数が当初積算した頭数よりも

増加する見込みであることから、県の助成額が

不足することによるもので、今回、補正額とい

たしまして、２の事業概要の（１）にあります

ように、2,700万円をお願いしております。

次に、７ページをごらんください。（改善事業）

産業動物獣医師確保就業資金給付事業について

であります。
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１の事業目的にありますように、獣医系大学

の新規卒業者におきまして、産業動物関連業界

への就職希望者が減少していることもありまし

て、地方においては公務員獣医師の確保が困難

な状況が続いております。本県の基幹産業であ

ります畜産業を支えるためにも、優秀な獣医師

を安定的に確保することが重要であります。こ

のため、各大学で開催されております就職説明

会等へ参加し、本事業の推進を図る中で、今後、

確実に獣医師を確保していくためには、本県の

給付制度の一部見直しが必要であることを認識

しましたことから、今回、補正をお願いするも

のであります。

２の事業概要でありますが、（１）にあります

ように、今回、補正額として420万円をお願いし

ております。具体的には、（４）の事業内容にあ

りますとおり、本県への就業を希望する獣医系

大学の学生に対し、修学資金給付を行うもので

ありますが、事業主体の畜産協会を通じて、県

と国から毎月５万円ずつ合計10万円が給付され

ます。これまで、５年生、６年生に限定してお

りました給付対象を全学年に拡充することによ

り、給付人数を７名追加し、合計11名に給付す

る予定にしております。

畜産課は以上でございます。

○成原水産政策課長 水産政策課でございます。

議案第９号「損害賠償の額の決定について」

御説明申し上げます。

お手元の常任委員会資料の８ページをお開き

ください。損害賠償の概要については、県有自

動車による交通事故に伴う人身に対する損害賠

償でございます。本事案は、相手方自動車の運

転者に対する損害賠償について県議会の議決を

お願いするものでございます。

なお、自動車の物件損害賠償につきましては、

後ほど報告事項にて御説明をいたします。

まず、事故の発生日時、内容等でございます

けれども、平成23年８月10日午後５時15分ごろ、

場所は児湯郡川南町大字川南17716番地４先の路

上、ここは国道10号線でございますけれども、

水産試験場に所属いたします主事・技師級職員

が運転する県有自動車が、赤信号のため停止し

た相手方の自動車後部に追突したものでござい

ます。被害の相手方でございますが、鹿児島県

霧島市国分中央２丁目11-15-402にお住まいの赤

塚大作様でございます。今回の損害賠償につき

ましては、治療費、通院費及び傷害慰謝料に加

え、事故による後遺障害が認定されたため、後

遺障害慰謝料等を含めました人身損害額375

万3,286円となってございまして、全額保険から

充当したところでございます。地方自治法第96

条第１項第13号の規定によりまして、損害賠償

額について議会の議決をお願いするものでござ

います。

水産政策課は以上でございます。

○猪股農村整備課長 農村整備課でございます。

議案第10号「農政水産部関係建設事業執行に

伴う市町村負担金徴収について」御説明申し上

げます。

環境農林水産常任委員会資料の９ページをご

らんいただきたいと思います。今回、海岸保全

施設整備事業につきまして、事業費の100分の10

の市町村負担を予定しております。このたび、

宮崎市の二ツ建地区で事業を実施するに当たり

まして、宮崎市及び関係団体との協議が調いま

したことから、地方財政法第27条第２項及び海

岸法第28条の規定によりまして、議会の議決に

付するものでございます。

農村整備課は以上でございます。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし
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た。議案等についての質疑はありませんか。

○福田委員 ３ページで説明いただきました新

技術導入の関連、夏秋イチゴの県内の現況はど

うですか。

○山内営農支援課長 夏秋イチゴにつきまして

は、平成24年現在で10戸の農家によりまして83

アールの栽培の現状にございます。７月から10

月はほとんど国産のイチゴが出回らないという

ところで、83アールでございますが、九州で唯

一の産地ということです。全国的には100ヘク

タールぐらいというようなことですので、需要

がかなり見込まれるということで、伸ばしてい

こうという取り組みでございます。

○福田委員 私もかなり夏秋イチゴには期待を

しておったんですけれども、しかし、ショッキ

ングなことを現場視察しまして、私、７月初め、

アメリカの野菜地帯を回ったんです。農政水産

部長にも行きませんかとお誘いしましたが、そ

こで、かつての野菜地帯が一部、夏秋イチゴの

大産地に生まれ変わっているんです。また、気

候が冷涼で、７月の初めですけれども、日本で

は真夏ですね。100ヘクタール単位のイチゴ園が

何カ所もできているんです。私は、イチゴは手

作業を伴うからアメリカの大農業には無理だと

思ったんです。ところが、テレビ、新聞等でよ

く出ますが、中南米からの移民の方と申します

が、法的にどうかはわかりませんが、一農場に

大体150～160人入っておられるんです。完全に

手作業で、日本の栽培技術と余り変わらない

―日本はちょっとレベルが高いと思いました

が、やっていました。試食もさせていただきま

したが、「どこに送っていますか」と言ったら、

現状では隣国のカナダ、一部、日本に送り始め

ましたと。東京に３日目に着きますと。エア便

ですからね。東京ではケーキのトッピングに使っ

てもらっているということでしたから、我々が

考えているようなことをもうやっているなと思

いまして、開発輸入ですから、実際にその技術

指導しているのは日本だと思うんです。そうい

う現場を見ましたし、名前は申し上げませんが、

日本の種苗関連会社がその野菜地帯に全部あり

ます。かつて戦前はそこで日本人がやはり野菜

をつくっておったと。大戦後は、接収されまし

たから、ないようですが、そういう状況があり

ます。ちょっと心配しましたから、調べてほし

いと思います。これは答弁要りません。

もう１つ、炭酸ガスの関係、これは以前から

生産現場でも興味を持っておったんですが、具

体的に本県ではどういう使い方をされています

か。

○山内営農支援課長 炭酸ガス施用技術につき

ましては、委員御指摘のとおり、20～30年来、

取り組まれているところでございます。炭酸ガ

ス施用につきましては、冬・春期の低温、寡少

日照の光合成能力を高めて収量等を増加させる

という有望な技術でございます。ところが、本

県におきましては、よその県と比べまして、ハ

ウスの換気時間が早くからあけるということで、

炭酸ガス施用の効果がいまいち発揮できていな

いという現状等がございました。そういった中

で、総合農業試験場が開発いたしました本県独

自の、今回普及を図っていこうというものでご

ざいますけれども、施用の時間帯ですとか、あ

るいは炭酸ガスの発生装置を局所、谷間のとこ

ろで限定して発生させて、効果的な光合成能力

を高めていこうというような技術でございます。

そういったことで、現在、炭酸ガス施用技術を

導入した果菜類の作付面積は３ヘクタール程度

でございますけれども、目標年度を28年度に持っ

ておりますが、それまでには30ヘクタールぐら
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いまでに伸ばしていこうというふうに考えてお

ります。以上です。

○福田委員 主品目は何に使われますか。全品

目ですか。

○山内営農支援課長 品目につきましては、大

玉トマト、ミニトマト、イチゴ、ピーマンといっ

た品目等でございます。

○福田委員 各メーカーが炭酸ガス発生機をつ

くっておりますね。試験場での実用試験はもう

終わられたんですか。今からですか。

○串間総合農業試験場長 試験場で数年前から

実施しておりまして、灯油燃焼方式ということ

でやっております。品目も、今、営農支援課長

が言った品目についてそれぞれ継続実施中でご

ざいます。

○福田委員 ありがとうございます。

もう１つ、畜産関係、５ページでございます

が、これは具体的にもう少し説明してほしいん

ですが、金額としては補正ですから余り大きく

ないんですが、これで十分なフォローができる

んでしょうか。

○押川畜産課長 もう少し詳しく御説明申し上

げますが、品種ごとの区分がございまして、肉

専用種、交雑種、乳用種、それぞれ生産者の積

立金が、肉専用種の場合１万3,000円、交雑種２

万5,000円、乳用種１万8,000円ということでご

ざいまして、当初、14万7,800頭ほどの計画をし

ておりました。その後、見込み等々をし直しま

して、計算を重ねたところ、最終的には15万8,000

頭ほどになりまして、その差、金額にいたしま

して2,700万円ほどということになります。これ

は業態ごとに支払いますので、22年に支払って

おりました分と合わせますと、業態の最後まで

これで賄えるということになるかと思います。

○福田委員 これはありがたい制度なんですが、

財源として、これは大変恥ずかしい話ですけれ

ども、牛肉関税資金が使われていますね。裏腹

の関係があるんですが、輸入課徴金の財源が投

入されているんですが、一方では輸入制限をか

けなくちゃいけないんですが、そういう関係等

で財源の枯渇なんかはないわけですね。大丈夫

ですね。

○押川畜産課長 ちょうど25年で業態等々変わ

りますので、国等へも要望しておりますが、国

等から説明いただいている限りでは、今のとこ

ろ継続して行っていただくということを聞いて

おります。

○福田委員 わかりました。

○徳重委員 営農支援課の試験機関での実証と

普及の課題なんですが、５番目の飼料用サトウ

キビの栽培、これは大体確立されておるんです

か。

○山内営農支援課長 飼料用サトウキビにつき

ましては、今回、実証を行いますのは、九州沖

縄農業研究センターが育種登録した品種を本県

において現地適応を実証していこうとするもの

でございます。現状といたしましては、まだ栽

培面積等も数十アールといったような程度でご

ざいますが、目標年度までに、この事業におき

ましては３ヘクタールの導入を図っていこうと

いうことで、本県全域にわたりまして、10カ所

において実証展示を行おうということで計画し

てございます。

○徳重委員 今は余りなくなりましたが、ソル

ゴーと似たような考え方でいいんですか。

○山内営農支援課長 ローズグラスといったよ

うなものとの比較で今回実証していこうと思っ

ておりますが、例えばコスト的に見ましても、

ローズグラスとイタリアン等でキログラム２

円30銭ぐらいの直接現金支出に当たるものがこ
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のサトウキビですと１円50銭というようなこと

で、その辺のコスト実証も含めて進めていきた

いということでございます。

○徳重委員 収量はどれぐらいとれるものです

か。

○山内営農支援課長 収量的には、九州農試の

データにおきますと、乾物収量で４トンから５

トンというような実績になってございます。

○徳重委員 トウモロコシ一辺倒というか、そ

ういう状況の中で、新しい品種が入ってくるこ

とを期待しておったんですが、これは拡大普及

できるという見込みがあるんですか。

○山内営農支援課長 今申し上げましたように、

目標年次、この事業では３ヘクタールというこ

となんですけれども、今言いましたコストの面

とか、一度植えつけると長期間利用できるとい

うようなメリット等もございますので、一定の

普及は図られるものではないかなというふうに

思っております。

○徳重委員 もう１つお尋ねします。畜産課の

関係で、現在の子牛の取引価格の状況がわかっ

ていたら教えていただくとありがたいんですが。

○押川畜産課長 本年４月、５月は、平均的に

は40万円程度で推移しておりましたが、５月末

から６月にかけまして、やや下がりまして39万

円台、これはことし特別ということではなくて、

大体６月は子牛価格が下がる時期でございます

ので、通常の状態かと思います。その後、８月、

９月、現在はまた40万円を確保しているような

状況でございます。

○徳重委員 皆さん安定した価格で取引される

ということはありがたいことかなと思っており

ます。今のところ、そういった特別、価格が下

がるというような見通しというのはないんです

か。

○押川畜産課長 子牛価格につきましては、当

然、肥育農家の経営状況、導入状況等ございま

して、枝肉価格の下落、配合飼料の高騰等、肥

育農家に対して大変厳しい状況が来ております

ので、ここはよく注視してまいりたいと思いま

すが、むしろ、この８月から９月につきまして

は、私どもが心配しているより以上に子牛価格

のほうは堅調に動いております。余り上がり過

ぎても今度は肥育農家への影響がございますの

で、その辺は両方の状況をよく注視してまいり

たいと思っております。

○徳重委員 最後に、飼料が、特にアメリカが

干ばつということで高騰するんじゃないかと予

想されておりますが、その辺の考え方というか、

見通しというのはいかがでしょうか。

○押川畜産課長 委員御指摘のとおり、アメリ

カの干ばつによる収量減ということで、世界的

に非常に飼料穀物がタイトになってきておるよ

うでございます。国レベル、全農等の飼料会社

等の動きとしましては、アメリカに偏っており

ましたトウモロコシの供給元を、ブラジルなり

南アメリカなり、ほかのところを探して、間口

をもう少し広げようというのが１つ、あともう

１つは、配合飼料の中で非常に多く使われます

トウモロコシの代替となりますもの、小麦であ

りますとか、先ほど出ましたソルゴーの子実部

分であるマイロでありますとか、そういったも

のとの代替ができないかということを今、検討

されているようでございます。この状況につき

ましては、非常に長いスパン、タイトな状況が

続くようでございますので、長期間にわたった

見通しを持って、そういった国の動きなり―

また私どもができるものとしましては、少しで

も濃厚飼料の給与量を抑えるためのエコフィー

ドの活用でございますとか、生産性の向上であ



-70-

りますとか、私どものできる方法でまた対応し

てまいりたいと思っております。以上です。

○徳重委員 もう１つ。実は私は吉林省のほう

に視察に行ったんですが、畑の大体７割がトウ

モロコシと言われているんです。何時間高速で

走ってもトウモロコシなんです。畑の７割ぐら

いがトウモロコシだそうです。全てそうなんで

すね。すごい量だろうと思うんですが、中国か

ら引いたほうが近いから、飛行機で２～３時間

で来るようなところかなと、船だったら１日か

かるかもわかりませんが、中国との穀物の取引

というのはないものですか。

○押川畜産課長 中国がかなり使われていると

いうのはお聞きしておりますが、むしろ国内で

の生産がふえておりますことから、今のところ

は日本に対してというのは、やはりアメリカ中

心で動いているということでございますし、中

国の今後の状況を想定しましても、海外に輸出

できる量がふえてくるというのはなかなか難し

いんじゃないかというふうに思っております。

○十屋委員 歳出予算説明資料の77ページと78

ページのそれぞれの事業で、「人・農地プラン」

の経営体への支援ということで3,400万、これは

どのくらいの経営体に支援するのかというのと、

農地の流動化促進とか、耕作放棄地の解消とあ

るんですけれども、これを数量的、面積的にど

の程度を目指されるのかというのと、78ページ

の無利子貸し付けの相手の数を教えてください。

○工藤連携推進室長 農地の流動化の御質問で

ございます。3,400万の増額につきましては、国

がことしから取り組んでおります農地集積協力

金、いわゆる農地の出し手に対する支援という

ことで、具体的には、0.5ヘクタール以下に１戸

当たり30万円、0.5ヘクタールから２ヘクタール

の農家に１戸当たり50万円、２ヘクタール超の

農家に70万円というふうなものを支給する協力

金でございます。当初予算では4,600万というよ

うなことで市町村の要望でお願いをしておりま

した。今回、再度、市町村のほうに要望をとり

ましたところ、3,400万の増額の要望がございま

して、補正をお願いしているところでございま

す。

なお、面積につきましては、約166ヘクタール

の面積の要望を現在いただいておりまして、事

業の推進を着実に進めていきたいというふうに

考えております。以上でございます。

○奥野地域農業推進課長 78ページのほうの就

農支援資金の関係でございます。現在までの今

年度の貸し付けの実績ですけれども、22件で１

億１万2,000円ということで、約１億円、９月ま

でに出しております。今後も、かなりの資金需

要が見込まれておりますので、大体、前期と同

じぐらいの実績があるんじゃないかということ

で見込んでおります。以上でございます。

○十屋委員 わかりました。

次に、93ページの家畜伝染病リスク管理、184

万円の事業ですが、ここは説明がなかったので、

説明していただけますか。

○西元家畜防疫対策室長 リスク管理体制強化

事業でございます。この事業は、家畜伝染病の

発生及び防疫に関しまして、対策を打つ事業で

ございます。具体的には、発生予防につきまし

ては、鳥インフルエンザに関しまして、防鳥ネッ

トの整備をする事業に対しまして助成をいたし

ますというもので、昨年度この事業に関しまし

て需要量を調査いたしました。その結果をもと

に国に対して申請いたしておりましたが、国の

事業の要領が変更になったということで、改め

て今年度に入りまして需要額をとり直したとい

うことがございます。その結果、一部の養鶏農
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家で鳥インフルエンザの防鳥ネットに関しまし

て希望が上がってきたということで、今回、補

正をお願いするものでございます。

○十屋委員 意外と要望が少ないという気がし

たんですけれども、毎年毎年やられているんで

しょうけれども、これだけで何件ぐらい―184

万で余り大きな額じゃないんですけれども、養

鶏の方々の防疫に対する意識はどうなんですか

ね。

○西元家畜防疫対策室長 今回の補正で当初、56

農場が希望しておりましたが、今回新たに12農

場ふえまして、68農場ということになります。

家禽農家に対しましては、今年度６月から巡回

をいたしております。後ほどまた出てくるんで

すが、現在、４分の３ほどの巡回を終えておる

状況ではございます。昨年に比べますと、巡回

の結果といたしましては、防疫の意識は非常に

高くなっているという報告をもらっております。

○十屋委員 わかりました。

次に、新技術導入広域推進事業課題一覧の中

で、地域エコフィードの活用とあるんですが、

これは新規事業ということ―予算が新規で上

がっているからでしょうけれども、今までエコ

フィードのこういう調査研究というのはこの地

域でやっていなかったから改めてここに出した

のか、ほかの地域では既にやっているのかとい

うことで理解していいんですか。

○山内営農支援課長 まず、この事業で取り組

みますエコフィードにつきましては、焼酎かす、

ユズの加工残渣を中心としたエコフィードの給

与技術の確立を図ろうということでございます。

もちろん、焼酎かすにつきましては、かねてよ

りエコフィード等の実績はあるわけですけれど

も、今回取り組みますのは、畜試等で確立され

ておる芋のほか、今回は麦焼酎の麦のエコフィー

ドの活用を図ろうということで、県下におきま

して、焼酎かすにつきましては北諸と西臼杵地

区、ユズにつきましては西米良と児湯において

取り組もうというものでございます。

○十屋委員 ということは、地域のもので、３

地域でそれぞれ麦焼酎の分とユズだから、ここ

で新規の予算で上がってきたということですね。

６事業で800万というと120万弱ですけれども、

これで十分足りるということですか。

○山内営農支援課長 この技術は、国の農業改

良普及事業の高度化を図るために今回新規で創

設された事業でございまして、営農支援課に置

いております専門技術指導員が中心となって、

普及と試験研究の橋渡しをこの事業によって行

うというものでございます。その中で今回、６

課題を選定させていただきました。839万1,000

円の中身につきましては、一部、備品等の金額

も入っておりますが、ほとんどが現地指導等の

旅費でありますとか、あるいは各農家において

実施いたします実証圃の設置経費になっており

ます。

○十屋委員 最後に、産業動物獣医師の確保と

いうことで新たに拡充をされました。これを受

けて卒業された方は当然、県の職員になるのか、

また別な道を選ぶのか、それは自由だと思うん

ですが、卒業後は義務的なことが発生するんで

すか。

○西元家畜防疫対策室長 修学資金を受けまし

た学生につきましては、今回、県が畜産協会に

対しまして補助いたします。国と合わせまして

月々10万円ということでございますので、県の

家畜衛生に携わる獣医師になっていただくこと

が条件ということになります。その場合、もらっ

た年数の２分の３倍の年数を勤務していただく

ことで返還の条件はクリアされるということに
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なってございます。

○十屋委員 わかりやすく言うと1.5倍というこ

とですね。わかりました。安定的確保を図ると

いうことは、当然、卒業したら県の職員さんと

して働いていただける、そういうふうな理解で

よろしいんですか。

○西元家畜防疫対策室長 ただ、間に国家試験

というものがございますので、そこはクリアし

ていただかないといけないということにはなり

ます。

○十屋委員 そうすると、県職の採用試験と獣

医師との関係というのは、当然、公平公正に行

われるべきだと思うんですけれども、そのあた

りは何か特別な枠とかがあるんですか。

○西元家畜防疫対策室長 県の採用試験に特別

な枠というのはございませんが、先に採用試験

のほうが７月にありまして、その後、６年生で

あれば３月に国家試験ということになります。

枠とか、つながりというのは全くないというの

が現状です。

○十屋委員 ということは、だめな場合もあり

得るんですか。そこがちょっとわからないんで

すけど。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 採用につき

ましては、当然、公平公正ということになりま

すので、特別な枠は持っておりません。このよ

うな修学資金を受けた学生については当然、県

職員の試験はクリアしてくれるものというふう

に思っております。

○十屋委員 県側が希望する数と受け手側との

意思の疎通は当然、一致するものと、普通、考

えるんです。そこが微妙に難しいなと思ってい

るので、公平公正にやりながらも、確保しなきゃ

いけないという実情があって、そこはどういう

ふうな形になるのかわかりませんけれども―

いろいろな条件をクリアできるのかなという非

常に苦しいところだと思うんですが。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 先ほどもお

答えしたように、県職員の試験というハードル

と今度は国家試験というハードルもございます。

いずれもクリアしてもらわないと県職員になっ

てもらえないということで、実際に課題もある

だろうというふうには思っております。ただ、

修学資金をもらう以上、しっかりその２つのハー

ドルをクリアするように側面的に指導していく

ということも必要なのではないかというふうに

は思っております。

○十屋委員 側面的にですね。わかりました。

最後に、損害賠償の額の決定で300万円以上と

いうことで議案として上がっているんですが、

後遺障害ということを含まれてということなん

ですが、かなり激しい事故だったというふうに

理解してよろしいんですか。余りにも額が大き

いので。

○成原水産政策課長 後遺障害については14級

の認定ということで、いわゆるむち打ちと申し

ますか、そういう障害というふうに伺っており

ます。

○十屋委員 最後にしますけれども、停車して

いたのを後ろからどんといったんだろうと想像

はできるんですけれども、むち打ちするにして

も、かなり額的に大きいから、車の破損の状況

とかいろいろ算定されての話なんでしょうけれ

ども。私も一回やられたことがあるんですけれ

ども、ここまで出なかったなと思いましたから、

かなり激しかったんですね。

○成原水産政策課長 後ほど物損のほうについ

ては御説明をしますけれども、17万円程度の額

でございますので、軽いか重いかというのは軽々

に申し上げられないんですけれども、額的にい
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うとそれほどの額だということでございますの

で、御想像にお任せしますけれども、後遺障害

の14級というのは一番低い級というふうに伺っ

ております。わかりやすいデータとして、追突

時のスピードが10キロ程度であったということ

でございますので、さほど重大というか、大き

な追突ではなかったというふうに認識しており

ます。

○丸山委員 ３ページの新技術導入広域推進事

業についてお伺いしたいんですが、この中に挙

がっていない技術だろうと思って、心配してい

ますのが、ハウス園芸で使っている臭化メチル

が来年、完全に撤廃だというふうに聞いている

んですが、その辺の新しい技術に対することは

今どうなっているのか、逆にまた広めないとい

けない新しいものがどういう形になっているの

かというのをお伺いしたいというふうに思って

おります。それを少し聞かせていただければと

思っているんですが。

○山内営農支援課長 臭化メチル全廃後の代替

技術ということのお尋ねでございますが、委員

御指摘のとおり、臭化メチル剤全廃後の対応と

いうのは非常に重要な課題と思ってございます。

このため、県におきましては、本県の気象条件

を生かした太陽熱の消毒技術とか、あるいは既

存の消毒法の組み合わせによりまして、防除効

果の実証普及に、産地段階、試験研究段階から

取り組んでございます。その中で、代替剤の一

つとして期待されておりますのがヨウ化メチル

剤ということで、これに対しましては、現地で

の実証を進めております。また、今後の技術確

立を目指しまして、総合農試のほうにおきまし

ては、焼酎かすを利用した防除技術などの検討

等も進めております。そういったことで、臭化

メチルにつきましては、土壌用途が今年12月末

で最終使用年ということになっておりますので、

そういった対応を適切に進めていきたいと思っ

ております。

○丸山委員 ヨウ化メチルとか出ましたが、現

場のほうで、なかなか温度が上がらないとか、

非常に使いづらいとかいうのがあって、心配し

ていて、焼酎かすが土壌消毒、土壌改良―ど

ういう表現がいいのかなんですが、いいらしい

というのも聞くんですが、臭化メチルが使えず、

土壌消毒がうまくいかないと―特にメロンな

んかが一番いいときに根腐れとかだめになって、

品質が落ちて、収益にがたんと響くと聞いてい

るものですから、ここは早目に―これまでも

ずっと臭化メチル対策は、熱処理とかいろいろ

やったんですが、なかなかこれという特効薬が

なくて、ずっと引っ張ってきている状況なもの

ですから、非常に心配しています。ぜひ早目に、

もう尻に火がついているというか、非常に心配

していますので、その辺の本当の意味の形を教

えていただくとありがたいんですが。

○串間総合農業試験場長 臭化メチルの代替技

術につきましては、過去ずっと試験場で開発に

取り組んでおります。まず、従来型の太陽熱消

毒、宮崎型の改良型の太陽熱消毒をして、特に

黒ぼく地帯のミニトマトあたりでは著しい効果

を上げておりまして、普及しております。青枯

れ病が出ないというような状況です。それから、

キュウリの土壌伝染性の緑斑モザイクという非

常に怖いのがあるんですけれども、これにつき

ましては、地域資源である畜産廃棄物―堆肥

をある程度完熟にしまして、それを施用して腐

熟することによってウイルスを根絶する、これ

は技術を確立しまして、全国レベルで講習会等

でこれから先、今年度いっぱいかけて普及して

いくということになっております。
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それから、今お話にありました焼酎かす加工

液ですが、これはもう４～５年になりますが、

試験場内においてメロンのつる割れ病、黒点根

腐れとか、センチュウ、これを接種した上で実

証してみますと、ほぼ完璧にいけているという

ことがありまして、既に特許庁で特許がおりて

おります。後はメーカーさんといかに―農薬

取締法の関係があるものですから、土壌をよく

するんだといううたい文句でやっていけばと思

いますが、その辺を調整しながら普及に向けて、

農家の段階で間違いのない施用ができるように

おろしていきたい、普及していきたいと考えて

おるところでございます。

それから、品目によっていろいろ対策はある

んですが、一つはピーマン、これも土壌伝染性

のウイルスがありますが、これは剤じゃなくて

台木によってクリアしようということで接ぎ木

栽培、これも今までの青枯れ病、疫病、センチュ

ウまで抵抗性のある品種を近々発表する予定で

すので、品目によってそれぞれ選択肢を準備し

ておるというような状況でございます。以上で

ございます。

○丸山委員 ぜひ、遅延のない技術の移転とい

いますか、それをしっかりやっていただくこと

が農家の所得の向上、安定につながりますので、

お願いしたいと思っています。

あともう１つ、エコフィードの活用について

お伺いしたいんですが、麦焼酎をという話で、

エコフィードでやっていくということなんです

が、ぜひお願いといいますか、実は新聞でも出

ましたけれども、高原町でつくっている麦が、

延岡のひでじビールさんの「金生」というのが

金賞をとったんですが、そこと話をしているの

は、そこの麦かすを今度はまた高原町に持って

きて、エコフィードをやっていきたいというよ

うな形も考えているものですから―今の状況

だと北諸とか西諸が入っていないのと、ビール

かすとかはそういう対象にならないのか、そう

いうのをお伺いしたいと思っているんですが。

○山内営農支援課長 この事業につきましては、

３年間で取り組んでいこうというものでござい

ますので、今回は、先ほど申し上げました地域

において取り組みをしてございます。また、現

地の要望等が上がってくれば、この３年間の過

程の中で検討していくことも可能ではないかな

と思ってございます。

○丸山委員 ぜひ、よろしくお願いしたいと思

います。

次に、７ページの獣医師確保についてなんで

すが、獣医師の今後５年前後の退職予定者数と

いうのはどれくらいなのか。また、今までどれ

だけ獣医師が、枠を持ったけれども、どれくら

いしか集まっていないとか、そういうのがわか

ればお伺いしたいと思うんですが。

○西元家畜防疫対策室長 今後10年間の退職者

数が55名でございます。そして、これまでの採

用者は、平成23年度におきましては、退職者数14

名に対しまして、募集が12名、採用が８名とい

うことになってございます。今年度につきまし

ては、退職者数が５名に対しまして、募集13名

で、現在のところ採用試験で15名が合格してい

る状況でございます。それから、先ほどありま

した退職者数は、農政水産部、福祉保健部合わ

せて55名ということでございます。

○丸山委員 今回、補正が通れば11名にふえる

ということなんですけれども、今までは５～６

年生だったのを１年から６年ということなんで

すが、何年生がどれくらいのバランスになって

いるのか、１年生に何名、２年生に何名とか、

そういうのがわかれば教えていただきたいと
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思っているんですが。

○西元家畜防疫対策室長 現在のところ、11名

の内訳といたしまして、６年生が５名、４年生

が５名、３年生が１名ということになってござ

います。

○丸山委員 今後、55名退職する。昨年が14名

だったので、今回15名が１次試験まで通ってい

ますので、せめて13名入っていただければある

程度補充はできるのかなと思うんですが、今後、

ここに書いているとおり、ペット関係のほうに

大分流れていて、共済でもなかなか確保が難し

いと言われていますので、もし獣医師が確保で

きなければ、宮崎の畜産というのが大きなダメー

ジを受けていきますので、いろんな大学等と連

携しながら、十二分に確保していただきたいと

いうふうに思っています。

よく我々、宮崎県と鹿児島県の確保の状況と

比較して、鹿児島県はかなり充実していて、人

数も多いんじゃないかという話もあって、口蹄

疫のとき、もうちょっとふやすべきじゃないか

というようなことも議会のほうからはあったと

思うんですが、今後、獣医師の確保は今の定員

で十分だというふうに思っているのか。今後、

防疫体制をしっかり強化するためだったら、も

う少し獣医師の数の枠をふやすべきじゃないの

かという議論はしていないんでしょうか。

○西元家畜防疫対策室長 本県の獣医師数につ

きましては、昨年度、平成23年度に策定いたし

ました県の獣医療計画という中で、今後10年間

で家畜防疫員を20名増加しようという目標を

持っております。鹿児島県と比較いたしますと、

鹿児島県は、家畜保健所の数も本県に比べます

と圧倒的に多く、６本所３支所ございます。獣

医師数も76名程度おります。宮崎県と比べます

と、宮崎県は、頭数は鹿児島県並みにおる割に

は、獣医師数が鹿児島県に比べて少ないという

現状も踏まえまして、今後、そういう計画を持っ

ておるところでございます。

○丸山委員 我々も必要と思っていますので、

獣医師になる学生が、ペット系に移行している

という危機感を持っていますので、この辺は、

大学―宮大が一番近いから宮大なのかわかり

ませんけれども、大学と連携しながら、やって

いただかないと、存亡の危機になると思ってい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

○中野委員 歳出予算説明資料の93ページ、養

鶏振興施設整備事業6,860万円、これは全く新規

で始める話か、既存の業者が何かやる話か、中

身、それと１件でこれだけの金額か、もっと具

体的に。

○押川畜産課長 畜産団地整備育成事業費

の6,860万円の中の養鶏振興施設整備事業でござ

います。これは現状、２カ所で１つの農家、農

事組合法人でございますが、30万羽ほど飼育し

ておりますところが、集卵、洗浄、格付、いわ

ゆるＧＰセンターといいますけれども、１時間

に２万5,000卵の選別ができますのを２カ所で

やっております。今回の事業で、２億5,500万円

ほどかかりますけれども、１カ所に２台据えつ

けるということで、この能力が１時間に４万個

の卵を処理するということでございますので、

今まで２カ所に行っていた分を１カ所に集中す

るということと、機械を新しく高能力のものに

するということで、より安全で効率的というこ

とになろうかと思っています。

○中野委員 わかりました。

それから、資料の６ページ、今、枝肉の低迷、

それで今、価格補填が出ていますけれども、１

頭7,600円とか２万5,000円、実態はどうなんで

すか。枝肉の生産費というのは幾らぐらい、70
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万円とか80万円とか、どんな状況ですか。１頭

当たり7,600円もらって、丸々赤字が減ったとい

う話じゃないけれども、肥育農家の状況。

○押川畜産課長 いわゆるマルキン事業に関す

る御質問と思いますが、例えば平成24年６月の

状況でお話ししますと、肉専用種が粗収益が80

万2,292円のときに生産費が84万1,037円かかり

まして、差額で１頭当たり３万8,000円余りの赤

字というようなことになっております。交雑種

でいきますと、これがもっと大きくなりまして14

万2,000円、今回の基金によりまして、この８割

は補填をされるということでございます。以上

です。

○中野委員 関連ですけれども、今、畜産の復

興とか言っていますけれども、トータル的に、

私の周りは大体繁殖が多いんですが、一部、肥

育があるけれども、肥育頭数というのはどんな

ですか。

○押川畜産課長 従来、宮崎県は鹿児島県あた

りと同じで、子牛生産、いわゆる繁殖地帯で、

全国に供給しているということでございまして、

むしろその時点では、より付加価値を高めるた

めに県内で肥育をやろうというようなことも考

えて推進してまいりましたが、今現在としまし

ては、ほぼ頭数的には、繁殖、肥育、同じよう

な―肉専用種だけで申し上げますと、今現在

は県全体で８万4,600頭ほどの肥育頭数で、繁殖

牛は15万8,000頭ですので、いわゆる肉専用種、

黒牛だけでいえばかなりまだ繁殖が多うござい

ますが、肥育の中には、乳雄、Ｆ１等々もござ

いますので、肥育が占める割合はかなり高くなっ

てきていると思っております。むしろ私どもが

危惧しておりますのは繁殖農家の高齢化で、か

なり繁殖農家が減ってきておるので、県内はも

とより、国内に供給する繁殖素牛が減っていく

んじゃないかというほうをむしろ危惧しており

まして、こちらにも力を入れて繁殖基盤の充実

を図ってまいりたいと考えております。

○松村委員長 質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようでございますの

で、次に報告事項に関する説明を求めます。

○成原水産政策課長 水産政策課でございます。

損害賠償額を定めたことについて御説明を申

し上げます。お手元の常任委員会資料の10ペー

ジをお開きください。これは、地方自治法第180

条第１項の規定に基づきまして、損害賠償の額

の決定につきまして、知事の専決をしたもので

あり、同条第２項の規定により議会に報告する

ものでございます。

この事故は、議案第９号で説明いたしました

人身に対する損害賠償と同じ事故のうち、物件

に関する損害賠償でございます。資料にござい

ますとおり、相手方は、東京都中央区日本橋室

町２丁目２番１号、関東化学株式会社代表取締

役社長野澤学氏でございます。この会社が所有

していたということでございます。今回の損害

賠償額につきましては、自動車の修理費用でご

ざいます物件損害額17万7,681円で、全額保険か

ら充当したところでございます。

水産政策課は以上でございます。

○松村委員長 暫時休憩します。

午前11時23分休憩

午前11時24分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

水産政策課長のただいまの損害賠償額を定め

たことの説明について質疑を求めます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようでございますの
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で、次に移ります。

○工藤連携推進室長 続きまして、県が出資し

ている法人等の経営状況についてでございます。

連携推進室のほうからは、公益社団法人宮崎

県農業振興公社の経営状況について御報告を申

し上げます。常任委員会資料の11ページをお開

きください。

１の沿革ですが、昭和35年に社団法人宮崎県

農業開発機械公社として設立、以後、農地保有

合理化事業や畜産経営環境整備事業に取り組み、

平成19年に農業後継者育成基金協会と組織統合、

本年４月から公益社団法人へ移行いたしました。

２の組織ですが、役員17名、職員18名の体制

となっております。

３の出資金等ですが、（１）の出資金6,000万

円、（２）の農地保有合理化事業基金３億3,700

万円、（３）の農業担い手確保育成基金９億6,000

万円余でございます。

次に、12ページの４の事業ですが、（１）の農

地部門では、規模を縮小しようとする者から農

地の買い入れ等を行い、規模拡大を図ろうとす

る認定農業者等に売り渡し等を行い、農地の面

的集積を推進しますとともに、耕作放棄地の再

生・整備に関する事業を実施しております。

（２）の担い手部門では、就農希望者への相談

活動や先進農家での受け入れ研修、また技術習

得に必要な資金を無利子で貸し付ける事業を実

施しております。（３）の畜産施設部門では、草

地・飼料畑等の造成整備や、家畜排せつ物処理

施設等の整備を実施しております。（４）の新農

業支援部門につきましては、６次産業化や農商

工連携の推進窓口として各種連携のコーディ

ネートや、農業経営の多角化に向けた人材育成

の支援等を行っております。

なお、参考ですが、（１）の長期保有地につき

ましては、23年度末の保有量は0.8ヘクタールと

なっております。次に、（２）の一般正味財産期

末残高につきましては、公社の経営改善等の取

り組みにより、平成23年度の当期一般正味財産

が2,300万円余増加したことから、9,000万円余

となっております。

次に、公社の平成23年度事業報告並びに平成24

年度事業計画につきまして、御説明いたします。

お手元の平成24年９月定例県議会提出報告書を

ごらんください。89ページでございます。

１の事業概要につきましては、ただいまの説

明と重複いたしますので、省略をさせていただ

きます。

２の事業実績でございますが、（１）の農地部

門関係事業では、事業費３億4,695万円余で、売

買事業では38.8ヘクタールの農地を買い入

れ、36.4ヘクタールを売り渡しております。貸

借事業では、23年度末で32.9ヘクタールの貸し

付けを行っております。以下、（２）の担い手育

成支援部門関係事業、90ページでございますが、

（３）の畜産施設部門関係事業を実施しており

ます。また、（４）の新農業支援部門関係事業で

は、加工業務用農産物の生産拡大や６次産業化

計画の認定等への支援を行ったところでござい

ます。

次に、経営状況等の詳細につきまして、出資

法人等経営評価報告書により御説明いたしま

す。181ページをお開きください。

概要及び県関与の状況の人的支援につきまし

ては、これまでの説明と重複いたしますので、

省略をいたします。

財政支出等でございますが、平成23年度の県

委託料は4,100万円余、県補助金は３億8,000万

円余、県交付金・負担金・出資金は300万円余と

なっております。県貸付金残高は8,000万円余、
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県の損失補償契約等に基づく債務残高は９

億6,600万円余となっております。なお、委託料

等の主な内容につきましては、①の畜産担い手

育成総合整備事業や、②の農地保有合理化促進

事業等でございます。

次に、活動指標をごらんください。３つの指

標についてそれぞれ目標を設定したところです

が、農用地等の年間買い入れ面積の達成度は70

％でございました。就農相談件数及び農商工連

携・６次化の取り組み数につきましては、目標

を達成いたしております。

次に、182ページをごらんください。財務状況

ですが、平成23年度の実績を御説明いたします。

正味財産増減計算書ですが、経常収益は８

億6,600万円余、経常費用は８億4,900万円余で、

当期経常増減額は1,700万円余となっており、こ

れに有価証券評価益などの経常外増減額を加味

した当期一般正味財産増減額はプラス2,300万円

余となっております。また、当期指定正味財産

増減額はプラス7,900万円余となっております。

これらの結果、正味財産期末残高は15億9,600万

円余となっております。

次に、貸借対照表でございます。資産は38

億5,500万円余で、主なものは、中間保有してお

ります農地や事業基金でございます。負債につ

きましては22億5,800万円余で、主なものは、農

地の買い入れ資金残高や６次化関連事業の預か

り金等であります。この結果、資産から負債を

引いた正味財産は15億9,600万円余となっており

ます。

財務指標でございますが、①の県補助金等比

率は、目標値90％に対し実績値は109.2％となっ

ており、②の管理費比率は経費の節約等により

目標を達成しております。

次に、総合評価の県の評価でございます。公

社独自の経営改善計画に基づきまして、計画的

な事業運営に努めますとともに、本年４月から

公益社団法人として継続的、効果的な事業への

取り組みについては評価できるというふうに考

えてございます。財務面につきましては、管理

経費等の経費節減に積極的に取り組んでおりま

すが、さらなる財政の適正化に向けた取り組み

が必要であると考えております。組織面につき

ましては、事業規模に応じた職員の配置となっ

ておりまして、年齢構成等を配慮した体制の構

築も必要であると考えております。なお、長期

保有地は前年同様の0.8ヘクタールですが、今後、

口蹄疫埋却地の対応など、売り渡し体制の強化

が必要だというふうに考えてございます。

平成23年度の事業報告は以上であります。

続きまして、24年度の事業計画について御説

明いたします。104ページをお開きください。

平成24年度の事業概要、事業計画は、記載の

とおりでございますが、本県農業の振興を図る

ことを目的としまして、農地の利用集積や耕作

放棄地の再生利用、新規就農者等担い手の育成

確保、また６次産業化等による新たな成長産業

化を推進していくこととしております。

次に、105ページの３の正味財産増減予算書で

すが、（１）の公益目的事業会計は、農地部門な

どの４部門の事業について、経常収益は12

億7,800万円余、それに対します経常費用は12

億9,900万円余で、当期経常増減額は2,000万円

余のマイナスとなっております。

また、107ページの（２）の法人会計ですが、

これは公社の管理運営関係でございます。経常

収益の計は1,600万円余で、それに対します経常

費用の計は1,300万円余、当期経常増減額は261

万円余となっております。平成24年度の正味財

産期末残高は9,200万円余を予定しております。
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以上で公益社団法人宮崎県農業振興公社の経

営状況についての報告とさせていただきます。

○松村委員長 説明が終わりました。質疑はご

ざいませんか。

○中野委員 要望ですけれども、皆さんは書い

たものをばんばん読むだけで、こっちはついて

いけんわけです。説明するときの、そのための

資料だから、もうちょっと説明を工夫してくだ

さい。書いたものをばらばら読まれて、こっち

はついていけん。

○工藤連携推進室長 説明が早口で申しわけご

ざいません。

○丸山委員 きのうも少し議論になったんです

が、平成23年度から、県から派遣されている職

員の給与が県のほうから直接支給されることに

なったということで、本来であれば、181ページ

のその他の県からの支援等の中に―県の職員

費というのは県から支給されていて、これを見

ると６名派遣していて、3,200万円ぐらいが直接

県のほうから支給されている形になっているの

ではないかと思っていますので、そういうこと

も書かないと、経営がどうなのかというのがわ

からないということ、これは全体的な話ですの

で、今後、農政水産部だけではなくて、そうい

う取り組みをやっていただければというふうに

思っております。

○工藤連携推進室長 今、委員おっしゃいまし

たように、県のほうから公社に出向しておりま

す職員の給与の一部が県から支給を直接されて

いるというふうなところでございます。181ペー

ジには表記がございませんが、ほかの公社等の

関係もございますので、検討が必要ではないか

というふうに考えています。

○鈴木農政企画課長 丸山委員御指摘の点でご

ざいますけれども、派遣している県職員の人件

費につきましては、最高裁の判例等がございま

して、県から直接支給できるものについてはそ

ういうふうに行うという改正が平成22年から23

年にかけて行われたということでございます。

そういったことで、過去のデータと比較したと

きに、やり方が変わったということで、比較が

うまくいかなくなったというようなことがある

と思いますので、様式につきましては、農政水

産部だけでなく県全体でそういったことがわか

るような形で改善するように検討させていただ

きたいというふうに思っております。

○丸山委員 同じようなことで182ページの財務

指標の中に、目標値が90％、実績値が109.2％に

なっているのは、そういうことでこのような実

績値になったというふうに理解していいのか。

そうなるとちょっとおかしいんだろうなという

ふうに思ってしまうものですから、その辺を少

し説明していただくとありがたいんですが。

○工藤連携推進室長 財務指標の①の県補助金

等の比率でございます。目標値が90％に対しま

して、実績が109％ということですので、補助金

等による依存が高くなったというふうな数字に

なってございます。そういうことで達成度が78

％ということになっておりますが、これにつき

ましては、一つの大きな要因としましては、公

社事業で過半を占めます畜産公共事業でござい

ますが、この畜産公共事業の当初計画に対しま

す実績が下がってございます。この計算式でい

いますと、指標計算式の分子を構成する県の補

助金、こちらのほうの畜環事業の減少によりま

す減額があるんですけれども、分母を構成する

県の補助金等、それとまた受益者の負担を合わ

せた額が減額になります。そういうことで分母

のほうの数字が分子に比べて相対的にかなり少

なくなりまして、結果的にこの実績値の数値
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が、109％ということになってございます。そう

いうふうな実態がございます。

今後につきましては、このような畜環事業の

取り組みを計画どおり確実に実施するというこ

とを行うとともに、ほかの事業につきましても、

なるべく県の補助金ではなくて国の直接の事業

とか、そういうふうなものを使うことで補助金

依存の数字の部分を下げることができるという

ことで、24年度の目標値につきましても、その

ような取り組みの中で90％というようなことで、

しっかりやっていきたいというふうに考えてお

ります。

○丸山委員 要望しておきますけれども、先ほ

ど課長から説明がありましたとおり、口蹄疫の

埋却地が、長期保有になって公社経営が悪化し

ないように、できるだけ早く売り渡しができる

ような形をしっかりとやっていただきたいこと

を要望したいと思います。

○工藤連携推進室長 埋却地につきましては、

一生懸命やらせていただきますが、具体的には、

来年４月以降、再生・整備等もまた始まるわけ

でございますけれども、公社としましても、埋

却地が長期保有地にならないというのは経営上

の一番大きな課題だというふうに考えていまし

て、年内には各市町村、ＪＡと協力して、売り

渡しの体制の整備をした上で、現地の情報をしっ

かり把握しながら、対応していきたいというふ

うに考えてございます。

○中野委員 例の埋却地の問題ですけれども、

この制度で買った分と、事前借地みたいな形で

個人で埋めた分がありますね。農業公社で買い

取った分と、その前に個人で埋めたところの土

地、それなんか例えば環境整備費みたいなこと

で借地とかやっているよな。あれなんかも今度

―例えば国がいろいろ埋却地の整備、販売す

るためのとなっているけれども、極端な言い方

をすると、あれは個人だから販売する必要はな

いわけね。その辺の考え方というのはどうなっ

ているのか、よくわからんのだけど。

○西元家畜防疫対策室長 埋却地につきまして

は、公社が買い取った土地と、民有地と申しま

すか、個人がそのまま持っている土地がござい

ます。それに対しまして、県では支援管理とい

うものをこれまでやってきております。個人で

持っておられる農地に対しましても、公社保有

地と同様に、その管理というのはこれまでやっ

てきたという経緯はございます。

○十屋委員 先ほど丸山委員が言われたように、

県から出向している職員の給与のところは、き

のう環境森林部では、新たに来年度以降ここに

ちゃんと明記するというお話があったんです。

そういうのがあったので、当然、全庁的に公社

のことについては、先ほど課長が言われました

けれども、伝わっているものと思っていたんで

すが、そういうお話は、この説明の中にすると

いうことはなかったんですね。そこを確認させ

てください。

○鈴木農政企画課長 きのうからきょうにかけ

てということだと思いますけれども、大変申し

わけないですけれども、私のほうにはこういう

御議論が出たという話までは伺っていたんです

けれども、その方針について、来年度からの資

料についてどうしますというような具体的な話

までは聞いていなかったものですから、先ほど

のようなお答えをさせていただいたというとこ

ろでございます。

○十屋委員 そういう話が出たということであ

れば、当然、最初にきちんと説明していただけ

るのが筋かなというふうに思っていましたので、

そこはまた今後よろしくお願いしたいと思いま
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す。

それを踏まえて、182ページの財務内容が県の

評価としてＡとなっているんです。その上の文

章を読むと、ここに書いてあるとおり、「県への

財政依存度が高く、財政の自立性が低いため、

さらなる財政の適正化に向けた取り組みが必要

である」と。指標ではＡかもしれないんですけ

れども、評価としてはこういう表現をされてい

るというのは、正直なところ、そこは矛盾じゃ

ないかなと思うんです。Ａという評価、良好と

書いてあるのとこの言葉が合わないということ

なんです。謙虚におっしゃられているというの

はわかるけれども、評価はＡじゃなくて別な評

価になるんじゃないですか。

○工藤連携推進室長 今、委員おっしゃいまし

た表現と財務内容のＡということでございます。

財務内容につきましては、私の説明が早くて恐

縮だったんですが、公社全体の経営からします

と、マイナスの正味財産もここ近年、横ばいと

いうようなことでございまして、公社全体の経

営では、国の事業、県の事業を使いながら、目

的とする事業ができているということでござい

まして、財務状況、全体的には一応、Ａという

評価をさせてもらっております。ただ、先ほど

ちょっと御説明しましたように、各種事業でも

なかなか計画どおりにいかなかったりとか、あ

るいは今後、国の事業の予算等も非常に厳しい

状況もありますので、当然、経営改善計画の中

に、公社の経営改善というのは、いろんな面か

ら、トータルに経費の節減を含めて、新たな事

業の取り組みも含めてやっていく必要があると

考えております。そういう意味では、問題意識

を持って公社全体の事業を進めていく必要があ

るということで、こういうふうな表現をしたと

ころでございます。おっしゃるように、Ａとい

うところであれば、上のほうも非常に円滑にと

いった表現にしたいところではございますが、

現実的にはやはりそれぞれの事業で課題もござ

いますし、国なり県の予算も厳しいところがあ

りますので、公社もプロパーの職員の方も含め

て高齢化もしておりますし、そういう意味では、

全体としては公社の経営を、今後も引き続きしっ

かりやっていくような取り組みを事業も経費節

減も含めてやる必要がある、そういうようなと

ころは表現させていただきたいと思ったところ

でございます。

○十屋委員 正直に書かれているのは十分わか

るので、それだったら評価がＡだからいいとか

悪いとかというんじゃなくて、組織としての経

営母体がちゃんとしているんですよということ

で、依存度を減らさなきゃいけない。前向きに

考えたときに、ここの文章からすると、Ａとい

うのはいかがなものかなと正直に思ったところ

なんです。そういう問題意識もあって、ちゃん

とやられている、頑張ろうという気持ちは十分

わかりますから、評価のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄが全て

をあらわしているとは思っていないので、そう

いう思っていらっしゃることがこの評価として

のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄであるのであれば、該当する

ところにやっても何ら問題ではないと思うんで

す。全体の中身を説明されて、先ほど言った正

味財産増減額でも変動がない、今までどおりちゃ

んとやっているんですよということを説明され

たわけだからというふうに思っただけです。

○中野委員 決算書の話ですけれども、公益法

人会計と、例えばこっちに法人会計とあるじゃ

ないですか。法人会計と公社決算、ちょっと勉

強不足でわからんのだけど、商法にのっとると

損益計算書と２つになるんだけど、これで見る

と、なかなかわかりにくい。決算報告書という
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のは、公益法人にのっとった会計方法というの

は何か特定されているんですか、基本的な話だ

けど。

○鈴木農政企画課長 その点について私もすぐ

にはあれですので、調べてお答えさせていただ

きたいと思います。

○中野委員 それと法人会計というのはどうい

う意味ですか。

○工藤連携推進室長 今回、公社が４月に公益

社団法人に移行いたしました。これまでと様式

も若干変わった部分もございますが、例えば内

部取引消去の欄が追加になったりしております

けれども、公益社団法人に変わったことにより

まして、会計基準が今回の御説明した様式で整

理をするということになりまして、会計基準の

一つの決まりといいますか、そういうことでこ

ういう様式になってございます。

それと、法人会計という項目が24年度の計画

で出ておりますが、新しい会計基準の中でこう

いう法人会計というものを整理するという決ま

りになっておりまして、具体的な中身としまし

ては、公社の全体の運営管理をする、いわゆる

総務といいますか、一般管理といいますか、そ

ういうふうなところの会計を法人会計という形

の中で記載するということになってございまし

て、そういうふうな表記になってございます。

○中野委員 新しい公益法人の決算の原則とか

―商法だったら原則がある、そういうのを何

か書いてあるのか。決算書の原則論みたいなこ

とは。

○工藤連携推進室長 済みません。ちょっとお

時間をいただきたいと思います。

○徳重委員 181ページの活動指標というところ

での農商工連携・６次産業化の取り組みという

ことで、23年度目標が７だったのが実績31とい

うことですが、どういう事業が入ってきている

んですか。31というのは非常に多いわけですが、

なぜこうなったのかと、どういう事業なのかを

教えてください。

○工藤連携推進室長 ６次産業化の認定の関係

でございます。この31につきましては、内訳が

ございまして、１つは、農商工連携促進法に基

づきます事業計画認定ということが５件でござ

います。それ以外の26件につきましては、昨年

度から施行されました国の６次産業化法に基づ

きます事業計画の認定が26件ということでござ

いまして、６次産業化法に基づきます認定26件

は、九州では一番多い認定数になってございま

すけれども、６次産業化法に基づく26件と農商

工連携促進法に基づきます認定５件を合計した

ものが31件でございます。

○徳重委員 その事業内容というのはどういう

ものでしょうか。

○工藤連携推進室長 農商工連携促進法による

５件というのは、農業者と商工業者が連携して

新たな農産加工品とか畜産加工品を開発するた

めの計画でございます。また、26件の６次産業

化の認定につきましては、農業者や漁業者がみ

ずから加工・販売・流通まで取り組む、いわゆ

る６次産業化というふうな取り組みでございま

す。具体的には、野菜を活用した新たな商品と

か、果汁あるいは米粉の取り組みとか、そうい

う農産物の加工・流通・販売に取り組む計画と

いう内容でございます。

○徳重委員 ６次産業化ということになります

と、今おっしゃるように、加工やいろんな付加

価値を高めて云々ということになるだろうと思

うんですけれども、これに当然、新たな雇用と

いうのがかなり入ってきていると思うんですが、

どれぐらいの雇用になっているか、把握されて
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いますか。

○工藤連携推進室長 31件認定されまして、具

体的には、計画に基づいた事業の取り組みがこ

れからというところでございます。もちろん、

農業法人の方が６次産業化で経営の多角化をす

れば、雇用という話もあろうかと思いますが、

現時点でこの中でどのぐらいの雇用があるかと

いう数字はまだ把握してございません。これか

ら雇用が拡大されるのではないかというふうに

考えております。

○徳重委員 雇用促進がされなければ意味がな

いのかなという気もするわけで、当然、付加価

値のあるものにしていくということになるわけ

ですから、やはりその辺のことはしっかり把握

してほしいなと思っておりますので、よろしく

お願いしておきたいと思います。

そして、次年度も35件、目標を立てていらっ

しゃいますね。これを認定するということ―

前年度の実績によって、これはやっても無駄じゃ

ないかというようなこともあり得ると思うんで

す。ある程度指導は―ただ申請がされたら全

部認めるということにしてはいけないんじゃな

いかなという気がするんですが、いかがでしょ

う。

○工藤連携推進室長 今、委員おっしゃいまし

たように、これは認定された数字でございまし

て、６次産業化につきましては、農林水産大臣

が、国が認定します。農商工連携もそうなんで

ございますが、認定をして、それからしっかり

事業展開していくというふうなことになろうと

思います。

○徳重委員 私が言いたいのは、ことしも31件

認定されましたね。来年度に35件を目標にとい

うことのようですが、前年度やってみて、認定

してやった仕事が順調にいきそうにない、これ

は事業を待たれたほうがいいんじゃないですか

と、そういう指導はされないものかということ

を言っております。

○工藤連携推進室長 済みません。説明が不足

しておりました。この計画の策定、それと計画

認定してからの実際の計画の展開については、

農業振興公社にプランナーという者を配置して

おりまして、産業支援財団のほうと連携して、

いわゆる流通の専門家とか新商品開発の専門家、

あるいは業務管理、トータルのそういうサポー

トができる方を今、配置しておりまして、認定

していただいた後もそういうプランナーがしっ

かり事業支援をしていく、ソフト面の支援をし

ていくということで、目標達成できるようなモ

デル的な事例にぜひしていきたいというふうに

考えてございます。

○徳重委員 わかりました。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようですので、この

件に関しては終わります。

時間がお昼にかかりましたので、ここで暫時

休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

○鈴木農政企画課長 農政企画課でございます。

午前中に御質問があった件について御説明さ

せていただきます。

まず、公益法人の会計基準に関して御指摘が

あったと考えております。公益法人の会計基準

につきましては、公益法人会計基準が昭和50年

以降、関係省庁の協議によりつくられまして、

直近では平成21年に改正されたところでござい
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ます。この中で、どういったものを公益法人が

つくるかということが一般原則という形で整理

されているところでございます。具体的には、

財務諸表及び附属明細書、財産目録を作成しな

ければならない、あるいは財務諸表の中には貸

借対照表、正味財産増減計算書、また大規模法

人につきましてはキャッシュフロー計算書をつ

くらなければならない、そういったことが原則

として提示されております。そういったものに

基づきまして、公益法人がつくったものを地方

自治法の規定に基づいて我々は報告を受けてい

るという形にはなってございます。なかなか書

類上、実態把握できるかどうかという、また実

際のところは別だとは思うんですけれども―

報告のところでは、こういう法人の実際の経営

状態とかいうものがわかるように努力していき

たいというふうに考えているところでございま

す。

また、もう１つ御指摘がありました県が出資

している公益法人の派遣職員の関係でございま

す。これにつきましては、きのうの環境森林部

のほうの御議論もありまして、我々も注意不足

があったところはおわびいたします。今後の説

明につきましては、担当課・室長のほうから、

県から派遣している職員の人数及び支給額につ

いては口頭でさせていただきたいというふうに

思いますが、資料を来年度以降どうするかとい

う話はまた全庁的に検討させていただきたいと

いうふうに考えております。以上でございます。

○工藤連携推進室長 今、農政企画課長のほう

から御説明がありました２点目の関係でござい

ます。県が出資している法人等の県職員につい

ては、報告書の181ページをごらんいただきたい

と思います。農業振興公社の先ほど御説明いた

しましたところでございます。人的支援という

ものがございます。平成23年度（４月１日現在）

という欄がございます。県職員の数でございま

すが、６名ということでございまして、県から

派遣している職員６名に対しまして、公社のほ

うでは3,596万1,000円を直接支給しております。

以上でございます。

○松村委員長 今、農政企画課長、連携推進室

長から説明がございましたけれども、質疑をさ

れた委員の皆さん、よろしいでしょうか。

○中野委員 課長が言ったことで言葉尻をつか

まえるわけじゃないけど、数字を把握するかど

うかというそんな話があったけど、決算という

のは１円たりとも間違ったらいかん。いいかげ

んな、わかる範囲で決算書をつくりますなんて

―何かそんな感じにとったんだけど。

○鈴木農政企画課長 私が申し上げたかったの

は、資料としてはもちろんきっちりつくるとい

うことで、先ほど午前中、中野委員からもござ

いましたけれども、説明の仕方をどこにポイン

トを置いて説明するかとか、そういったところ

ではもうちょっと工夫を図りたいということで

ございます。資料につきましては、数字はしっ

かりと整理してつくるというのは当然だという

ふうに考えてございます。

○松村委員長 それでは、引き続き報告を求め

ます。

○日向寺漁業・資源管理室長 漁業・資源管理

室でございます。

財団法人宮崎県内水面振興センターの経営状

況等について御報告をさせていただきます。委

員会資料の13ページをお開きください。

１の沿革についてですが、内水面振興センター

は、県内の内水面における漁業及び養殖業の振

興を図るとともに、水産動植物の保護培養等を

行い、内水面の振興に資することを目的として、
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平成６年11月に設立されました。

２の組織につきましては、役員が理事長以下

計18名となっております。また、職員数は11名

で、管理班、業務班、警備・監視班の３班体制

となっております。

３の出資金等につきましては、総出資額

は3,000万円で、このうち県の出資額が1,500万

円、出資比率は50％となっております。

４の事業についてですが、当財団では、ここ

に示しております４つの事業を実施しておりま

す。詳細につきましては、議会提出報告書のほ

うで御説明をさせていただきます。

それでは、地方自治法第243条の３第２項及び

「宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例」第４条第３項の規定に基づき、内水面振興

センターの経営状況等について御報告いたしま

す。お手元の平成24年９月定例県議会提出報告

書の109ページをお開きください。

内水面振興センターの平成23年度の事業報告

書についてでございます。２の事業実績につい

て御説明をいたします。（１）の内水面の増養殖

用種苗の採捕・供給等に関する事業では、大淀

川と一ツ瀬川でウナギ種苗の採捕を行い、採捕

量は62キログラム、収入額は１億831万円余であ

りました。

（２）の内水面における秩序維持対策に関す

る事業では、河川の巡回パトロールによる河川

環境の監視及び河川利用秩序の指導に努めまし

た。

（３）の内水面における水産動植物の違法な

採捕及び流通の防止に関する事業では、大淀川

と一ツ瀬川を主とする県内河川におきまして、

県が行っております取り締まりの補助的業務や、

「うなぎ稚魚の取扱いに関する条例」に基づき

ます書類調査、それから現地調査による情報収

集を行いました。

110ページに移りまして、（４）の内水面の水

産動植物の保護培養及び環境保全に関する事業

におきましては、アユやウナギの放流等を行い、

資源の保護培養に努めたところでございます。

続きまして、経営状況等の詳細につきまして、

出資法人等経営評価報告書により御説明をいた

します。報告書の189ページをお開きください。

県関与の状況欄をごらんください。人的支援

の状況でございますが、平成24年４月１日現在、

役員は18名で、そのうち２名が常勤であり、い

ずれも県退職者でございます。残る16名は非常

勤であり、うち４名が県職員となっております。

常勤職員は11名でございまして、うち２名が県

職員となっております。財政支出等につきまし

ては、県委託料が4,300万円余、県補助金が1,500

万円余のほか、経営基盤強化対策資金が１

億4,300万円余となっており、詳細は主な県財政

支出の内容に示してあるとおりでございます。

また、その他の県からの支援等につきまして、

県から派遣している職員２人に対しまし

て、1,273万2,000円を直接支給しております。

続きまして、活動指標でございますが、①の

県内で採捕されるウナギ稚魚全体に占めるセン

ターの採捕量の割合につきましては、目標値30

％に対し実績は25％で、達成度は83.3％となり、

全国的な不漁となったことから、目標達成には

至りませんでした。②の県内各河川の監視・指

導回数につきましては、目標値200回に対し実績

は280回、達成度は140.0％となりました。③の

稚魚放流量につきましては、目標値12万尾に対

し実績は18万5,700尾、達成度のほうは154.8％

となっております。

続きまして、190ページをごらんください。平

成23年度の財務状況について御説明をいたしま
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す。正味財産増減計算書の平成23年度欄をごら

んください。内水面振興センターの事業活動に

よる経常収益は１億6,900万円余、経常費用は１

億4,200万円余で、当期経常増減額は2,600万円

余となりました。経常外増減はありませんでし

たので、当期一般正味財産増減額は2,600万円余

となり、期末残高はマイナス7,148万円余となっ

ております。指定正味財産増減の部につきまし

ては、増減はございませんでしたので、指定正

味財産期末残高は期首残高と変わらず、8,000万

円となっております。その結果、一般正味財産

期末残高と指定正味財産を合わせまして、正味

財産期末残高は851万円余となり、設立以来初め

て正味財産が黒字となっております。

次に、貸借対照表をごらんください。資産に

つきましては、１億4,800万円余で、その主なも

のは、基本財産や経営安定対策積立金でござい

ます。負債につきましては、短期借入金など計

１億3,900万円余となりました。この結果、資産

から負債を引いた正味財産は851万円余となって

おります。正味財産の内訳ですが、指定正味財

産として8,000万円、一般正味財産としてマイナ

ス7,148万円余となっております。

財務指標でございますが、①の自主事業収入

の確保につきましては、平成23年度目標値9,700

万円に対して実績は１億831万円余となり、達成

度は111.7％となりました。②の短期借入金の縮

小につきましては、平成23年度目標値2,000万円

に対して実績は2,600万円余となり、達成度

は130.0％となっております。

なお、総合評価の県の評価につきましては、

種苗価格の高騰が大きな要因ではあるものの、

従来からの経費節減等の成果によりまして、設

立以来初の黒字化が達成できたことは大きな意

義があり、一般財団法人への移行に向け、引き

続き、事業の実施体制の見直し等による経費節

減など、さらなる財務状況の改善に向けた取り

組みが求められると考えております。

平成23年度の事業報告につきましては以上で

ございます。

続きまして、平成24年度の事業計画について

御説明いたします。報告書の116ページをお開き

ください。今年度の事業計画につきましては、

昨年と同様の内容でございまして、記載のとお

りでございますが、一層の経費節減などの取り

組みを進め、内水面における漁業及び養殖業の

振興のため、事業を推進していくこととしてお

ります。

117ページにお移りください。３の収支予算書

でございますが、事業活動収支の部につきまし

ては、収入を１億6,000万円余としており、118

ページに移りまして、支出を１億3,800万円余と

見込んでおります。事業活動収支差額は2,184万

円余としております。

投資活動収支の部につきましては、119ページ

に移りまして、投資活動収支差額をマイナス184

万円余、財務活動収支の部につきましては、短

期借入金圧縮額となる財務活動収支差額をマイ

ナス2,000万円と見込み、当期収支差額ゼロとし

ております。

内水面振興センターにつきましては以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

○松村委員長 説明が終わりました。質疑はご

ざいませんか。

○福田委員 ことしは思わぬ不漁で価格が大暴

騰しましたね。その点、ここにコメントされて

いますが、さらに、シラスが絶滅危惧種に指定

される可能性もありまして、やはり抜本的に内

水面振興センターのあり方をもう一回考え直す

時期に来ているのかなと私は思います。私は長
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らくずっと養殖業界に関係したものですから、

大変この先行きを心配しているんです。まず、

まさにこれは農政水産部の仕事でしたが、本県

のウナギ養殖は稲転事業から始まりましたね。

今は大半の農家の方が脱落しまして、残ってい

る方はほんのごく少数です。あとは、どちらか

といいますと本県のウナギ養殖の大半を担って

いただいているのは企業養鰻なんです。企業養

鰻の方はそれなりに財務内容等もしっかりしま

して、かなりの仕事をやっておられます。そこ

で、農家から出発した養鰻業者が比較的残って

いるのが鹿児島なんですね。私、鹿児島との対

比をよくやるんですが、宮崎はこれだけ内水面

振興等に長年、資金を投入してきたわけですか

ら、残念だなという気持ちがしているんです。

ウナギの養殖業界を取り巻く状況と今後の内水

面振興センターのあり方について、そろそろ検

討される時期だと思いますが、どのように今、

現状を踏まえてお考えになっているか、お聞き

しておきたいと思いますが。

○日向寺漁業・資源管理室長 シラスウナギに

つきましては、ただいま委員の御指摘ございま

すとおり、大変不漁でございまして、過去３年

間、不漁が続いておりまして、これは本県のみ

ではなくて、ニホンウナギが生息する東アジア

全体でこうした不漁となっているところでござ

います。また、こうした状況から、国のほうか

らも、各県において内水面漁場管理委員会等と

連携しながら、資源管理方策の検討を行うこと

が要請されているところでございます。このた

め、本県におきましても、シラスウナギや親ウ

ナギを採捕している内水面の漁業関係者、それ

からシラスウナギを利用しております養鰻業者、

内水面振興センター等、ウナギを利用している

関係者の皆さんを集めまして、ウナギ資源の利

用管理等についての検討会というのを立ち上げ

まして、現在、シラスウナギ、親ウナギの採捕

につきまして、今後、具体的にどのような規制

を行っていくかということを検討しているとこ

ろでございます。

○福田委員 もともと内水面振興センターは、

室長のお見えになった本庁、水産庁の関係で肝

いりで設立した組織であります。私は当初から

関係していますが、全国的にも珍しいケースで、

主目的は、警備関係がかなり当初は大きかった

ですね。全体的に生産者も多かったから、当然

やるべき内容かなということで議会も判断した

んですが、随分意見の分かれ目がありましたけ

れども、今の状況を考えて、将来やっぱりこれ

は県財政にかなり影響を与えると思います。ぜ

ひ、真剣な討議をお願いしておきたいと思うん

ですが、これは外郭団体の一つとして農政水産

部全体で考える問題です。直接関与されていな

いといえばそれだけですが、しかし実質的には

歴代幹部職員がずっと理事長なり専務なりで

行っているんですから、その辺は少し、あんま

こう薬を張って急場しのぎをする状況がずっと

続いてきたなと思っています。いいとか悪いと

かじゃなくて、そこまで来ているのかなという

感じがしておりますが、どうでしょうか、農政

水産部長、その辺は。

○岡村農政水産部長 内水面振興センターにつ

いては、今、室長からもありましたように、シ

ラスウナギが大変厳しい状況が続いている中で、

一つ大きな課題は資源保護というところが出て

きておりますので、そういう面では、河川の監

視、そのあたりの機能というのは引き続き大事

なものかなというものはあります。

一方では、確かに今後のあり方については、

今、資源管理という面でのいろんな協議会も始
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めておりますので、そういう中で内水面振興セ

ンターは今後どうあるべきか、委員言われるよ

うに、再度、今までも検討はしてきております

けれども、大きな検討をしないといけないとい

う認識でおります。

○福田委員 採捕量は62キロですね。県内の池

入れ量は総体で幾らですか。

○日向寺漁業・資源管理室長 本年度の池入れ

量でございますけれども、3,160.5キログラムと

なっております。

○福田委員 3,000キロの中の62キロですから、

種苗の供給の影響力としては極めて小さい。膨

大な資金を投入している。ほかの県を見ればわ

かりますとおり、警備のほうは警察があるんで

すから。そういう面から考えますと、本当にウ

ナギの生産振興をやることになれば、むしろシ

ラスの池入れ量に対する助成とか、内水面漁協

のてこ入れとか、そういうことをしたほうがい

いのかなという感じがしまして、残念ながら、

当初設立されました養鰻漁業協同組合は倒産し

まして、解散しましたね。新たに業者と生産者

の一部を加えて宮崎県養鰻漁業協同組合が設立

されているようでありますが、こういうのを使

う方法もありますが、とにかく宮崎県の大事な

水産物、恐らくてこ入れによっては、ウナギ単

品で100億円も夢ではないと思いますが、100億

といったら大きいですよ。そういう対策、有効

なお金の使い方を考える時期に来ておるんじゃ

ないか、内水面振興、ウナギ振興についてはやっ

ていただきたいが、やり方がロスが多過ぎるん

じゃないか、そういう気持ちがいたしておると

ころであります。何かお答えがあれば。

○那須農政水産部次長 今、福田委員のほうか

ら貴重な御意見をいただきましたが、確かに今

まで内水面振興センターというのは、それがで

きるまでというのは非常に秩序が浜のほうが乱

れておりまして、秩序の維持とウナギ業者が疲

弊している状況を救うという２本の柱で成り

立って、それを前に進めるという形で出てきた

ものだと私たちは認識しております。ただ、最

近、この３年の不漁に非常に注目が集まってお

りますけれども、資源の問題というのが、中国、

台湾とか、東南アジアを含めたところでの大き

な問題となっておりまして、それに対しても、

私たちもそれをちゃんと見ていかなければいけ

ないと思っております。

平成６年、内水面振興センターができまして

から、いろんな基礎的な形でのシラスの動きに

対するデータというのは膨大なものがございま

す。今後、資源問題というものを大きな問題と

して日本がリーダーシップをとっていこうと思

うときに、このセンターの果たす役割というの

は日本中から注目されてくると思っております

ので、今後とも、そういう新たな視点に応じた

ような形での宮崎県の養鰻を支えていき、なお

かつ内水面を支えていく、日本の、世界のシラ

スウナギ資源を支えていくようなセンターにな

れるように努力していきたいと思っております。

○福田委員 私の言ったことが余り理解されて

いないですね。試験研究機関、調査機関として

存続するのであれば、おっしゃるとおりでいい

ですよ。しかし、設立目的は養鰻の振興ですか

ら、もちろん闇採捕等の防止もありますよ。３

トン、3,000キロが入っているんですよ。62キロ

ですから、その62キロを除いたシラスがどこか

ら来たかということはちゃんと調べられますか。

どのルートから入ったか、海外から来たとか、

他県産から来たとか、そこまで調べておられま

すか。

○那須農政水産部次長 それについては、少な
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くとも県内60何キロという話がありますし、そ

れ以外に県内の合計数字も出ております。それ

以外については大半が外国産を含めた県外物と

いうふうに認識しております。

○福田委員 毎回こういう質問をして恐縮なん

ですが、こういう外郭団体を残そうとされれば、

大事なところをしっかり調査研究されることが

必要と私は思います。それが本当に、これから

の絶滅危惧種に指定されようとしているウナギ

の問題や内水面資源の保護につながると思うん

です。私は、言い逃れの答弁は聞きたくないで

すね。自分で現場をやってきていますから、ウ

ナギがどういう状況にあるか、よくわかります

から、経営体はどういう状況だということもで

すね。ぜひ、その辺を参考にこれからの内水面

振興センターのあり方をよく検討いただきたい

と思います。何回もお話をしますが、要望して

おきたいと思います。

○徳重委員 テレビのニュースだったかと思う

んですが、シラスの人工ふ化が成功したとかい

う話があったと記憶しているんですが、御存じ

ないですか。

○成原水産政策課長 国の研究機関といいます

か、独立行政法人の水産総合研究センターとい

うところが従来からウナギの稚魚の生産につい

て研究を進めておりまして、数年前に稚魚を得

ることに成功したということと、人工的につくっ

た稚魚のほうから親を育てて、再度、その親か

ら卵をとって、ふ化種苗を得るというところま

で、これは完全養殖という言葉で言うんですが、

そこまで技術的には到達しているんですけれど

も、量的な確保というところでまだまだ進展が

必要な状況であるということでございます。

○徳重委員 九州管内では鹿児島とか大分とか

もやはりウナギの養殖をやっているだろうと思

うんですけれども、シラスの採捕量というのは

違うんですか。宮崎と同じような状況でしょう

か。

○成原水産政策課長 大分県につきましては、

余り採捕量は多くないということでございます

けれども、鹿児島県については本県と同等程度

の採捕量があると認識しております。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようですので、次に移りた

いと思います。

○日髙復興対策推進課長 復興対策推進課でご

ざいます。

公益財団法人宮崎県口蹄疫復興財団の概要に

つきまして御説明いたします。お手元の委員会

資料の15ページをお開きいただきたいと存じま

す。

事業概要についてでございますが、１の沿革

でございます。当財団につきましては、口蹄疫

により重大な影響を受けました県内経済の回復

等を図ることを目的に、１に掲げてございます

ように、平成23年３月に設立されたところでご

ざいます。また、９月に公益認定を受けたもの

でございます。

２の組織でございますが、（１）の役員といた

しまして、理事長のほかに、掲げてございます

ように、監事を含む８名でございます。副知事

が理事長を務めてございます。また、農政水産

部長が常務理事に、総合政策部長が監事に就任

してございます。（２）の職員でございますけれ

ども、事務局長を畜産・口蹄疫復興対策局長が

務めてございまして、事務局次長を復興対策推

進課長が務めてございます。また、事務局員が

専任で１名ということになってございます。

次に、３の出資金等でございます。（１）の出
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捐金でございますが、1,000万円ということで全

額県からの出捐になってございます。また、（２）

でございますけれども、口蹄疫運用型ファンド

ということで、県が地方債を発行いたしまして

調達した資金1,000億円を財団のほうで借り受け

まして、基金を設置したものでございます。

続きまして、４の事業でございます。この事

業につきましては、以下掲げてございますけれ

ども、まず（１）の市町村復興支援事業といた

しまして、西都・児湯の広域的な支援というこ

とで、広域的な統一コンセプトに基づきます象

徴的な事業であったり、広域的な連携を進める

事業のほか、それ以外の市町村、西都・児湯以

外の市町村が行う地域活性化のための事業とい

うものも支援することとしてございます。

次に、（２）のみやざき観光再生事業でござい

ます。この観光再生事業の中では、修学旅行な

どの誘客対策などの事業のほかに、地域観光支

援といたしまして、それぞれの地域がそれぞれ

の特色を生かした取り組みを進める場合に、県

域観光団体を通して支援するというものでござ

います。

16ページの（３）でございますけれども、商

工業等の経済復興支援事業といたしまして、こ

れは、県域団体等が直接行います販路拡大の取

り組みであったり、もしくは地域団体が行うよ

うな同様の取り組みを支援するというものでご

ざいます。また、金融対策支援といたしまして、

設備投資など制度資金を利用した中小企業者に

対しまして、市町村が利子補給なり、もしくは

信用保証料を助成する際に支援するものでござ

います。

次に、（４）の地域消費拡大支援でございます。

この地域消費拡大支援につきましては、市町村

及び経済団体で組織いたします実行委員会が地

域の消費拡大の取り組みを進める場合に、県域

団体を通じて支援するというものでございます。

次の（５）の産地構造・産業構造転換推進事

業でございますけれども、大きくは、６次化、

耕種転換、農商工連携という３つの区分がござ

いますけれども、農畜産業者が取り組みます６

次産業化に関する施設整備を進めるほか、耕種

転換といたしまして、バランスのとれた地域農

業への構造転換なり、もしくは農商工連携とい

うことで加工なり製造業と連携強化、もしくは

誘致に係る施設整備等を支援するというもので

ございます。

次の（６）の家畜防疫・経営再開推進事業で

ございますけれども、畜産経営再開の支援とい

たしまして、ここに掲げておりますような付加

価値や収益性の高い畜産経営の推進に資する取

り組みを支援するというものでございますし、

また地域防疫等支援というものの中では、地域

の自衛防疫推進協議会等が行います地域防疫に

資する活動を支援するということとしてござい

ます。

最後に、（７）のその他でございますけれども、

連携・協働復興支援や防疫・畜産振興研究等支

援といたしまして、西都・児湯地域におきます

「こころと身体のケア」などの取り組みなり、

もしくは家畜防疫・畜産振興に関する研究、も

しくは教育事業等を支援するというものでござ

います。また、口蹄疫復興アピール支援につき

ましては、復興に係る関連イベントを支援する

ものでございます。

続きまして、23年度の事業報告及び24年度の

事業計画について、お手元の議会提出報告書

の121ページをごらんいただきたいと存じます。

１の事業概要につきましては、先ほどの御説

明と重複いたしますので、省略させていただき
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ます。

また、２の事業の実績でございますけれども、

先ほど説明いたしました事業の内容に沿って各

団体が実施します取り組みに支援を行ったとこ

ろでございます。まず、（１）の市町村復興支援

事業というものの中では、西都・児湯地域の統

一コンセプトということで「交流人口の拡大」

というものがございますが、それに向けまして、

ここに掲げております５町１村の取り組みとい

たしまして、それぞれ拠点施設の整備を支援し

たところでございます。

また、（４）の産地構造・産業構造の転換とい

うものが122ページにございますけれども、この

中では、ミヤチクが整備いたしました総菜加工

施設に助成を行ったところでございまして、そ

の結果、いわゆる低級部位、ウデなりモモなど、

こういったものの高付加価値化の支援ができた

ものというふうに考えてございます。

次に、123ページの（５）の家畜防疫・経営再

開推進というものの中では、事業の実績に掲げ

てございますように、「みやざき再生・復興プレ

ミアム牛肉商品券」ということで昨年10万枚発

行させていただきましたけれども、この発行を

行うことによりまして、消費拡大を支援したと

ころでございます。

また、（６）ということでその他でございます

けれども、その他の連携・協働復興支援の中で

は、「こころと身体のケア」に関する取り組みと

しまして、ＮＰＯ「みんなのくらしターミナル」

によります「ふれあいの居場所」開設を支援し

たところでございます。

次に、経営状況等の詳細につきまして、同じ

く提出報告書の203ページをお開きいただきたい

と存じます。経営評価報告書でございます。概

要なり県の関与の部分につきましては、先ほど

御説明したとおりで、重複いたしますので、省

略いたしますけれども、その中で、その他の県

からの支援等といたしまして、県から派遣して

おります職員、事務局員１名でございますけれ

ども、この１名に対しまして583万7,000円を直

接、県から支給しております。

活動指標でございますけれども、この活動指

標につきましては、①から③ということで、畜

産経営再開状況といたしまして、農場数を指標

として掲げてございます。また、②といたしま

して、交流人口の回復・拡大を図ることから観

光客数の状況を、また③といたしまして、事業

計画に基づきます適切な執行を図るために支援

団体数を指標として掲げておるところでござい

ます。

次に、204ページをお開きいただきたいと存じ

ます。財務状況についてでございます。財務状

況の23年度の実績ということでございまして、

まず、正味財産増減計算書でございますけれど

も、経常収益といたしまして６億２万8,000円で

ございます。経常費用が２億7,405万3,000円と

なってございまして、当期経常増減額というこ

とで３億2,597万5,000円となってございます。

また、貸借対照表でございますけれども、資

産が1,004億8,426万1,000円でございます。負債

でございますけれども、1,001億399万3,000円で

ありまして、資産から負債を差し引きました正

味財産が３億8,026万8,000円となってございま

す。

総合評価の県の評価でございますけれども、23

年度につきましては、財団が発足いたしまして、

実質的な活動期間が年度後半に限られたにもか

かわらず、想定を上回る事業の取り組みという

ものが行われたというふうに考えてございまし

て、またその効果も大きなものがあったという
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ことで評価をしているところでございます。

以上が事業報告でございますけれども、今後

の事業計画につきまして、またお手元の提出報

告書の127ページにお戻りいただきたいと存じま

す。平成24年度の事業計画につきましては、ま

ず１の事業概要につきましては、記載のとおり

でございますが、２の事業計画につきましても、

先ほど御説明申し上げたそれぞれの項目につき

まして、現時点での支援の考え方なり事業費の

考え方というものを記載したものでございます。

これにつきましては、あくまで現時点での支援

の考え方ということでございまして、今後の経

済状況の変化なり各種対策の効果を見きわめな

がら、適宜その見直しを行ってまいることとし

てございます。

最後に、お手元の資料の129ページ、収支予算

書でございますが、収支につきましては、ここ

に掲げたとおりでございまして、経常収益から

経常費用を差し引きました当期経常増減額、マ

イナス２億6,962万何がしというのがございます

けれども、現段階ではマイナスが立ってござい

ますけれども、この部分につきましては、前年

度からの繰越額でございます一般正味財産期首

残高から充当するということとしております。

口蹄疫復興財団の説明につきましては以上で

ございます。

○松村委員長 説明が終わりました。質疑はあ

りませんか。

○十屋委員 簡潔に１点だけ。畜産として口蹄

疫以前まで戻るのか戻らないのかというところ

が大きな―前もお話ししたかと思いますが、

なかなか現時点として復興の、ここにパーセン

トが目標値として８割というふうに書かれてい

ますけれども、本当に８割戻るのかなと正直な

ところがあって、目標値は希望的なもので、そ

こに戻ってほしいという気持ちは十分あるんで

す。高齢化の問題とか後継者の問題とかさまざ

まあって、午前中の枝肉価格の問題とか肥育の

あれとか、もろもろすると、畜産自体が、鶏、

牛、豚、全部、状況的に余りよくないとしたと

きに、消費も落ち込んでいるというのが一番な

んですが、そうしたときに、目標値を下げると

いうのは不謹慎かもしれませんけれども、ある

一定レベルのところまででやっていくことが逆

に価値というか、需要と供給のバランス、そこ

もとれるのかなと、正直なところ思っていると

ころがあります。そこのあたりで、県としては

言えない部分なのかもしれませんけれども、80

％が24年度に戻るか、25年度に戻るか、あくま

でも目標値としてはそこを目指すというお考え

なのか、その考え方だけをお聞かせください。

○日髙復興対策推進課長 今御指摘いただきま

した活動指標の中での再開状況の目標というと

ころでございますけれども、４月20日現在の経

営再開状況で60％程度の農家が経営を再開され

ていると。また、それ以外のところの中で10％

程度の部分については再開の意向を持ってい

らっしゃると。ただし、30％の方々については、

経営を中止する方向で検討されているというよ

うな状況もございます。そうしたときに、確か

に委員のほうから御指摘いただきましたように、

いつ80％なのかというところはあるかと思うん

ですけれども、現実的な話といたしまして、現

在再開されている60％と、あと10％の方々とい

うのは戻る意思を持っていらっしゃいますので、

そこの部分は支援をしながら、確実に戻ってい

ただきたいというふうに考えています。ただ、

それ以外の部分の方々につきましても、また畜

産経営を再開されるというような時期があった

場合には、支援も当然していかなければならな
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いというふうに考えておりますが、確かに当面

のところとすれば、まずは７割というところを

まずしっかり確保していきながら―また後ほ

ど御報告させていただきますけれども、畜産新

生の取り組みを進めていく中で、確かに農家戸

数というのは例えば８割であったりとか、もし

くはそこに満たない可能性もあるわけですけれ

ども、その中にあって、生産額、生産頭数とい

うものをしっかり確保していくというような取

り組みというのも今後進めていくことが必要か

というふうには考えておるところでございます。

○十屋委員 規模拡大していく部分とリスク分

散というところ、そのあたりをどうするのかと

いう話で、なかなか本当に難しいところだと思

うんです。今おっしゃったように、７割にはな

りそうだと、そうしたときに、では、もう一つ

上を目指すという、あとの10％の部分について

は即戻るというんではなくて、もしかしたら新

規就農でなるかもしれないし、それプラス今度

は逆に、しばらくやっていなかったけれども、

またやってみようかとなるかという、そこの期

待値の部分を込めて、10％として担当課として

は準備しておかなければならないというふうに

考えていらっしゃるんですね。

○日髙復興対策推進課長 今、委員がおっしゃっ

たとおりでございます。基本的には、殺処分を

受けた農家が復興される、再興される、再開さ

れるということが前提ではございますけれども、

今のアンケート上、農家意向上からしたときで

も、３割の方々が現段階ではやめられる意向を

持っていらっしゃるということであれば、その

分もほかからの新規参入も含め、当然、規模拡

大も含めながら、取り組んでいきたいというふ

うに考えておるところです。

○徳重委員 今、４割の方の戸数というか、何

戸が耕種農業にかえたとか、あるいは転業した

とか、そういう数字がわかっておれば、あと考

えていらっしゃる人というか、また畜産に戻り

たいとか言っていらっしゃるのか、その辺がわ

かれば教えていただくとありがたい。戸数で教

えていただくとありがたいんですが。

○日髙復興対策推進課長 ４割の方々、経営を

再開していらっしゃらない方と言われるのが

約500戸ほどいらっしゃいます。その中で畜産経

営を再開すると言われる方が102戸いらっしゃい

ます。経営中止ということで377戸検討されてい

るということなんですけれども、その中にあり

まして、品目を転換された方、例えば畜産から

耕種に転換されたとか、こういうような方々と

いうのが全体で97戸いらっしゃるというような

ことで把握してございます。

○徳重委員 耕種農業の方は97戸ということで、

まだ220戸ぐらいが―その方はどうされている

んですか。転業されているんですか。仕事をさ

れているのか、どうしているのか。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 多くの方々

は高齢を理由に畜産をやめられるというふうな

意思表示でございますので、小規模ながら何か

をやっている方はいらっしゃるかもしれません

が、特にほかの職業にというわけではないだろ

うと思っております。今もう一度、西都・児湯

地区を中心に、今後どうしていくのか、現状が

どうなのかということを再度、調査等も行って

おりまして、どこまでどのような方々にどのよ

うな支援をやる必要があるのかという再整理を

行っている段階にはございます。

○中野委員 口蹄疫の復興とか、今、観光もそ

うだけど、いろいろ観光議連で話を聞くと、同

じことが出てくるわけです。本当に復興といっ

た場合は、殺処分されたところの畜産の復興と
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いうのは意味がわかるけれども、では経済の復

興、確かにあるわけ。今この事業を見ていると、

結局、余り広過ぎる。６億で余り広過ぎるから、

各部各課のものを寄せ集めたようなもので―

それと話は飛ぶんだけど、ことしいっぱいで金

融円滑化法が切れる。必ず切れる。県内で１

万5,000社ぐらい、リスケやらして元利償還金繰

り延べしているわけね。来年３月以降、いろい

ろ今、商工やらに委員会を通じて言っているけ

ど、ファンドをつくったり、その対策、言って

いるけど―俺もボランティア社長をしている

けど、口蹄疫期間の中、飲食、宴会、３カ月で300

万赤字、何回も言うけど、その300万というのは

よう取り返さん。ずっと来ている。復興復興と

言っても、一般観光業界とか商工業界は、全然

白けている。ぜひ、ことし、来年については、

そんないろいろ並べるんじゃなくて、本当に口

蹄疫で直接―観光業界なんか落ち込みも特に

ひどい。そういうところの救済、商工と一緒に

なったファンド、そんなのをしてやらんと、祭

りなんか補助したってしようがない。もうちょっ

と具体的な、復興というんだったら、損失をこ

うむったところに直接行くようなことを考えん

と、白けてくると思うね、あと５年ぐらい復興

復興とやる事業は。ぜひ、そういうことで来年

度、取り越し苦労に終わったほうがいいんだけ

ど、これはわからんですよ。景気はよくなった

ような―売り上げなんか、みんな３年前の口

蹄疫から伸びていない。そこも真剣にぜひ考え

てください。答弁があれば……。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 おっしゃる

とおり、口蹄疫で2,350億円となっておりますが、

そのうち約1,000億円は商工業関係ということ

で、それについては直接の補填がないと。農業

分野については約600億円の直接の補填があった

という中での復興でありますから、さまざまな

ことをやっておりますが、なかなか決定打がな

いなというのは正直なところでございます。な

かなか復興したという実感まで近づいていかな

いということもあります。２年間このファンド

でやっておりますので、それでやったことを一

応総括した上で、このファンドとしてはどうい

うことをやっていくのか、それから県全体とし

て商工業の支援として何をするのかということ

については、他部ともしっかり話をしながら、

進めていく必要があるだろうというふうには

思っております。

○徳重委員 先ほど局長から、高齢を理由に畜

産はやめると。畜産をやめてしまうと、餌をつ

くったりするような畑があるわけです。280戸ぐ

らいがやめられるということですが、その畑は

耕作放棄地みたいな形になっているのか、ある

いはほとんど利用されているのか、その辺のと

ころを教えてみてください。

○日髙復興対策推進課長 主に高齢化も含めて

なんですけれども、あいた畑等につきましては、

例えば西都・児湯地域であれば、ジェイエイフー

ズあたりがつくりますホウレンソウ、こういっ

たものの―法人あたりが土地を借り受けて、

借り受けたところでホウレンソウなりをつくっ

て出荷するというような形での体系というもの

が多いというふうに聞いてございます。

○徳重委員 放棄地になっていないんですね。

ほとんど利用されていると理解していいんです

か。

○日髙復興対策推進課長 丸々全く使われてい

ないところがないかというと、そこは確認しな

ければならないかと思いますけれども、大半に

ついては、例えば地域の法人なりが借り受けて、

土地利用型の露地野菜をつくったりとかしてい
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るという事例が多いというふうに聞いてござい

ます。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 飼料畑等の

多くはまだ埋却地として使っておりますので、

耕作禁止期間中にございます。来年４月以降耕

作ができるようになりますから、したがって、

そこで実際に有効活用しなければ、委員がおっ

しゃったとおり、耕作放棄地になってまいりま

すので、しっかり整備をした上で、それを使え

るような方々に使っていただくということがま

た必要になるだろうというふうに思っておりま

す。

○徳重委員 結構です。

○福田委員 この件に関しましては、私は、ま

ず、しっかりやっていただいていると感謝して

いるんですが、もう１つ、中野委員からも出ま

したが、一過性のものよりか、形に残って、将

来とも本県の経済に寄与するような対策を打っ

てほしいなと考えておりまして、たまたまこの

前、ある企業のオーナーから、６次化に向けて

いろいろ動きがあると。我々は周辺産業だと。

その会社は食品の包装、ラップをつくる会社で

した。普通のラップですが、ラミネートとおっ

しゃいました。印刷をして、特殊な包装容器だ

そうですが、どこに使うんですかといったら、

とりあえずはジェイエイフーズとか、いろんな

食品関連とか使ってもらうんですよと。20億近

くかけてつくるというんですね。巨大な工場な

んです。今度、我が会派では視察をするように

しているんですが、そういう周辺の６次化の関

連企業も出てくるんです。案外、私どもの目に

入っていないものがあるんです。ぜひ、拾い上

げていただいて、一緒に宮崎県の中で経済が活

性化できるような対策を局長には目配り、御配

慮いただきたいなと考えているんですが、そう

いうお話はお聞きになっていませんでしょうか。

○永山畜産・口蹄疫復興対策局長 まず、イベ

ント、一過性のもの―私たちもできるだけ効

果が継続するもの、ファンドがなくなった後も

続くものをしたいとは思っていますが、地域あ

るいは団体から、頑張ろうという機運を盛り上

げたいというふうな意見もたくさんある中での

対応でございます。ただ、やはり残していきた

いですし、将来にも効果があるものということ

で、６次化についてもこのファンドで積極的に

対応してまいりたいと。特に、次年度以降はそ

ういうふうな方針で臨みたいというふうに今、

検討は始めているところではございます。

○福田委員 よく頑張っていただいていること

はわかっております。ぜひ、その周辺関連産業

まで含めてお願いしたいと思います。

それから、再度、プレミアム牛肉商品券、前

回と今回は金額的には差異があるんですか。

○日髙復興対策推進課長 財団としての負担と

いうのは変わらないんですけれども、前回が財

団のほうから2,000万円をプレミアムという形で

出しまして、10万枚販売したところでございま

す。今回は、財団のほうから2,000万円、ＪＡグ

ループのほうから1,000万円をいただきまして、

トータル15万枚を販売するということでボ

リュームをふやしているというところでござい

ます。

○福田委員 前回、私は、一過性とはいえ、牛

肉の消費を直接刺激する政策でしたから、よかっ

たと。人気よかったですね。あっという間に売

れたですね。年末に向かって牛肉の需要最盛期

を迎えますから、思い切った対策を打ってほし

いなと。特に今、枝肉価格が落ち込んでおりま

すから、消費の喚起をするために。案外、関係

者だけが知られて、関係者でなくなったような
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感じがしておるんです。一般消費者に、県は御

迷惑かけたからこういう対策もやっているんで

すということを知らしめて、思い切った対策、

これがいいんじゃないかなと。県民全部に恩恵

が及びますからと考えますが、いかがでござい

ますか。

○日髙復興対策推進課長 委員からの御指摘の

とおりでございまして、県内全域でやはり使っ

ていただきたいというふうに考えてございます

ので、当然、マスコミさんであったりとか、さ

まざまな媒体を活用してＰＲに努めてまいりた

いというふうに考えておるところです。

○松村委員長 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようですので、次に

移りたいと思います。

次は、畜産課所管の３法人について続けて御

説明をお願いしたいと思います。

○押川畜産課長 それでは、３件御説明申し上

げます。

まず、常任委員会資料、17ページをお開きく

ださい。社団法人宮崎県肉用牛枝肉価格安定基

金協会でございます。

まず、１の沿革でございますが、平成８年２

月に当協会が設立されております。

次に、２の組織につきましては、役員が会長

理事以下、計17名であり、県経済連へ全ての事

務を委託しておりますことから、協会としての

職員はおりません。

次に、３の出資金等でございます。総出資額

は6,166万円であり、うち県の出資額は2,000万

円で、県の出資比率は32.4％となっております。

次に、４の事業につきましては、和牛肥育農

家等からの積立金により基金を造成しまして、

和牛枝肉価格の低下時に補填金を交付する事業

を実施しております。

参考といたしまして、（１）に積立頭数と補填

頭数を示しておりますが、平成23年度の積立頭

数は１万8,500頭余となっております。（２）の

積立金では、通常積立金といたしまして、１頭

当たり2,500円を、さらに枝肉の高価格時には１

頭当たり5,000円を積み立てております。枝肉価

格が基準価格を下回った場合に、１頭当たり１

万円を上限として交付することとなっておりま

す。

続きまして、定例県議会提出報告書の183ペー

ジをお開きください。

まず、県関与の状況及び主な県財政支出の内

容についてでございます。人的支援の状況とい

たしましては、役員17名のうち非常勤役員とし

て県職員が１名就任しております。また、県か

らの補助金等の財政支出はございません。

次に、活動指標についてでございます。基金

造成額と補填金交付額を指標として設定してお

りまして、平成23年度当初は、基金造成の目標

を4,558万5,000円、補填金交付額の目標を4,183

万円としておりましたが、景気低迷等の影響等

により枝肉価格が低迷しており、それぞれの達

成度は101.7％と116.2％となっております。

次に、184ページをお開きください。財務状況

についてでございます。収支計算書で平成23年

度の収入9,549万5,000円、支出9,543万1,000円

で、当期の収支差額は６万4,000円、次期繰越収

支差額が196万円でございます。

次に、貸借対照表でございます。23年度の資

産8,517万8,000円に対しまして、負債2,156万円

で、正味資産が6,361万8,000円でございます。

次に、財務指標でございます。正味財産の増

加を指標としております。平成23年度の達成度

は103.4％となっております。
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最後に、総合評価でございます。自己評価及

び県の評価は、活動内容、財務内容については、

ともにＡ、組織運営については、自己評価Ａに

対して県の評価はＢとしております。さまざま

な要因により枝肉価格が低迷する中で、当協会

の活動は、和牛肥育農家の損失を補填し、経営

安定に寄与していると考えております。

枝肉価格安定基金協会は以上でございます。

続きまして、委員会資料、18ページをお開き

ください。社団法人宮崎県家畜改良事業団でご

ざいます。

まず、１の沿革でございます。昭和44年９月

に前身の社団法人宮崎県家畜改良協会を設立し、

その後、社団法人宮崎県家畜改良事業団に改組

し、現在に至っております。

次に、２の組織につきましては、役員が理事

長以下23名、職員は22名で、２部３課体制でご

ざいます。

次に、３の出資金等につきまして、寄託金総

額が9,800万円、うち県から4,000万円となって

おり、県の比率は40.8％でございます。

次に、４の事業でありますが、肉用種種雄牛

の繋養管理、凍結精液の製造・譲渡、産肉能力

検定の実施、及び液体窒素の購入・配付等でご

ざいます。

次に、平成24年県議会提出報告書の185ページ

をごらんください。

県の関与状況でございます。人的支援の状況

といたしまして、役員23名のうち常勤役員とし

て県の退職者１名、非常勤役員として県職員１

名となってございます。

平成23年度の財政支出につきましては、委託

料といたしまして2,233万6,000円、補助金とい

たしまして6,957万7,000円を支出しております。

次に、主な県財政支出の内容でございます。

②の事業でございますが、この事業は、種雄牛

の産肉能力を把握するための産肉能力検定を実

施するもので、平成23年度決算額は1,883万7,000

円、このほかに畜産協会が事業主体となりまし

て、宮崎県種畜再生対策基金造成事業から補助

金が4,997万1,000円となっております。県有種

雄牛につきましては、この種畜再生対策基金を

活用いたしまして、平成23年度から７年間で計

画的に造成していくこととしております。

次に、③の事業でございます。これは、種雄

牛候補牛の産子を肥育しまして、その産肉能力

を明らかにいたします産肉能力検定事業を円滑

に実施するための推進費でございます。同じく

基金で対応しておりまして、決算額は826万5,000

円でございます。

続きまして、④の事業につきましては、新た

な種雄牛の候補となります雄子牛を得るための

指定交配や、先ほどの産肉能力検定で実施する

ための産子を得るための試験交配の推進費用で

ございまして、決算額は578万3,000円でござい

ます。

最後に、⑤の事業は、県外の優秀な種雄牛の

導入を図るための事業でございまして、これも

基金で対応しておりまして、決算額は508万円と

なってございます。

活動指標といたしましては、凍結精液の譲渡

本数を設定しており、平成23年度当初計画の年

間12万8,000本に対しまして、実績は12万2,762

本で、目標に対する達成度は95.9％となってご

ざいます。

続きまして、186ページをごらんください。財

務状況、財務指標の平成23年度分は、こちらの

手違いで誤りがございまして、大変申しわけご

ざいませんでした。この分につきましては、お

配りしております正誤表にて説明をさせていた
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だきます。収支計算書で平成23年度の収入４

億5,013万1,000円、支出４億5,296万6,000円、

当期収支差額が283万5,000円のマイナス、次期

繰越収支差額は５億2,358万5,000円となってご

ざいます。

次に、貸借対照表をごらんください。平成23

年度の資産が８億1,111万8,000円、負債２

億8,753万円、正味財産５億2,358万8,000円と

なってございます。

財務指標といたしましては、自己収入比率と

管理費比率を設定しておりまして、自己収入比

率につきましては、達成度93.4％、管理費比率

につきましては、達成度169.9％となってござい

ます。

総合いたしまして、県の評価といたしまして

は、平成23年度は、口蹄疫の発生等により多く

の種雄牛を失いまして、精液譲渡本数は計画を

下回ったものの、県内の和牛生産農家への供給

については支障なく継続できましたこと、また

その結果が早期に判明するように間接検定を導

入し、種雄牛造成など本県肉用牛生産の基盤の

再構築に向けた取り組みは評価できるものと考

えてございます。

事業団は以上でございます。

次に、常任委員会資料、19ページを引き続き

ごらんください。社団法人宮崎県畜産公社の事

業概要等についてでございます。

１の沿革についてでございます。昭和43年に

社団法人霧島地域酪農開発公社として設立いた

しまして、その後、酪農公社、畜産公社と名称

変更等を経まして、平成22年から会員３者で組

織してございます。

２の組織といたしましては、役員が理事長以

下11名、職員は12名で、３グループ体制で行っ

てございます。

３の出資金等につきまして、総額１億6,058万

円、そのうち県が8,000万円、出資比率は49.8％

でございます。

４の事業のうち、主なものにつきまして御説

明申し上げます。預託事業につきましては、酪

農家から乳用牛を預かりまして、哺育、育成を

した後、酪農家へお返しする事業でございます。

参考といたしまして、預託頭数の推移を示して

ございます。

次に、乳用素牛供給でございます。これは、

県内の酪農家に県内酪農家の後継となります乳

用牛を販売する事業でございます。

次、生乳生産・販売につきましては、公社の

収益事業の中でも大きなウエートを持つもので、

生乳の生産並びに販売ということでございます。

続きまして、県議会提出報告書の187ページを

ごらんください。

県関与の状況につきまして、人的支援といた

しましては、役員11名のうち、県職員２名が非

常勤で就任してございます。

財政支出等につきましては、平成23年度に補

助金としまして823万1,000円、またその他の県

からの支援といたしまして、公社の運営強化を

図るため、１億2,000万円の貸し付けを行ってご

ざいます。

主な県財政支出の内容につきましては、①が

当公社が和牛受精卵を酪農家に供給するための

供卵牛の導入経費を補助するもので、決算額448

万円でございます。

②の事業は、当公社が育成しました乳用素牛

を酪農家が導入する際の経費について補助する

ものでございまして、165万円でございます。

③の事業は、当公社を運営していく中で施設

等の整備が必要でございまして、施設等整備費

に係ります起債償還額を３者の出資割合に応じ
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て補助するもので、決算額は210万1,000円でご

ざいます。

活動指標といたしまして、①に預託牛（哺育

の預託延べ頭数）、②に預託牛（育成の預託延べ

頭数）を示しております。平成23年１月には新

燃岳の噴火がございまして、その後、預託頭数

が落ち込んでおりました。後半から回復し始め

ましたが、合計いたしますと、哺育頭数で99.8

％、育成頭数で60.3％の達成にとどまったとこ

ろでございます。

③の事業につきましては、搾乳牛頭数を十分

確保できなかったということで生乳生産量が減

少いたしまして、達成度は74.3％になってござ

います。

活動指標全般につきましては、新燃岳の噴火

による影響がかなり大きかったものと考えてご

ざいます。

次に、188ページの上段の表をごらんください。

財務状況につきましては、正味財産増減計算書

で平成23年度では、経常収益５億193万8,000円、

経常費用５億6,205万1,000円で、当期経常増減

額は6,011万3,000円のマイナスとなりました。

貸借対照表をごらんください。平成23年度で

は、資産が５億8,883万3,000円、負債が６億4,503

万8,000円、正味財産は5,620万4,000円のマイナ

スとなってございます。

次に、財務指標でございます。①の累積欠損

金の解消を設定しておりましたが、平成23年度

は、先ほど御説明申し上げましたように、当期

一般正味財産増減額がマイナスとなりましたこ

とから、目標を大きく下回ってございます。

②の自己収入比率の改善につきましては、達

成度92.6％ということで、目標までいま一歩と

いうところでございます。

③の管理費比率につきましては、人件費の圧

縮を図りまして、達成度は142.1％となったとこ

ろでございます。

最後に、県の総合評価といたしましては、当

公社におきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、新燃岳噴火の影響を引き続き受けており

まして、経営改善を十分達成するということま

で至りませんでした。預託事業につきましては、

頭数がおおむね回復しておりますことから、今

後、預託料収入の改善を期待しているところで

ございます。また、生産コスト低減のために、

昨年度後半から草地改良に積極的に取り組んで

まいりましたが、降灰等の影響もございまして、

自給飼料の確保増には至りませんでした。しか

しながら、現在におきましては、放牧、採草地

として有効に活用できる草地の自給飼料確保に

努めておりまして、この点は評価できるものと

考えております。また、生乳販売につきまして

は、計画未達でございましたけれども、今後、

計画的な頭数確保を図っていき、今後の経営改

善に努める上で大変重要なことだと考えており

ます。

提出報告書に関する畜産課の説明は以上でご

ざいます。

○松村委員長 説明が終わりました。質疑はご

ざいませんか。

○徳重委員 最後の畜産公社の餌のことですけ

れども、御池のほうにあるわけですが、灰によ

る家畜に対する影響というのはないものですか。

○押川畜産課長 現状をお聞きしている限りに

おいては、灰によって直接、牛に対する影響と

いうのはございませんでしたが、実際の収穫等々

ができないことにより収量が落ちまして、そち

らの影響はかなりあって、その分、購入粗飼料

等々が必要になりましたことから、こういった

経営状況になってきたということで、牛に対す
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る直接の影響というのは今のところ聞いてござ

いません。

○徳重委員 特に育成ということもあって、子

牛に対する影響あるいは牛乳に対する影響、そ

ういったものがあるのかなという感じがしたん

ですが、そういう分析等はされてはおるんです

か。

○岩﨑畜産試験場長 降灰による餌の影響につ

いてでございますけれども、当畜産試験場で半

年間にかけて繁殖雌牛を対象に１日に500グラム

給与しまして、その影響について調査したんで

すけれども、全く影響がなかったという成績を

得ております。

○福田委員 19ページの以前の酪農公社であり

ますが、今、少しずつ事業内容の変更をされて

いまして、よろしいかと思うんですが、酪農が

ここまで減少しますと、酪農主体の公社の運営

は難しいと思うんです。そこで、資料の中にも187

ページの①で挙がっていますが、和牛受精卵供

給事業、これあたりをもう少し県の施設の中で

ここに絞ってやるとか、そういうことを取り組

まれる時期に来ているんじゃないかなと。特に

子牛繁殖農家のコスト削減から、あるいは品質

の確保の点から、受精卵移植事業というのは大

事だと私は思っているんです。北海道ではもう

生産者段階までこの技術が確立していまして、

大っぴらに使われております。そういう面では、

宮崎は畜産県でありながら、受精卵移植等につ

いては若干おくれた感じがしますから、畜産公

社は、最初のスタートは酪農振興で始まったん

ですが、酪農がだんだん減りまして、関係対象

農家も減少しましたから、ぜひ和牛のバックアッ

プの面からこの事業を強化してほしい、そうい

うふうに考えておりますが、①に書いてあるか

らそういう気持ちだろうと思うんですが、いか

がでございますか。

○押川畜産課長 今、委員御指摘のとおり、和

牛の組からもそうですし、特に公社に預託して

いただいている酪農家につきましては、和牛の

受精卵をつけて、それを返してもらって、生乳

以外の収益となるというのは、公社に対する非

常にＰＲになるし、公社のいい点ということで

評価されるものと思っております。公社の業務

を行っているほうからもそういった意見を聞い

ておりますので、公社のほうとよく協議をしな

がら、また今後の取り組みを考えてみたいと思

います。県全体の受精卵等々の供給数との関係

もございますので、この分につきましては、近

くに県の畜産試験場がございますので、技術的

なものも含めて連携をよくとって進めてまいり

たいと思っております。以上でございます。

○中野委員 畜産課、資料の５ページの肉用牛

肥育経営安定対策事業と、17ページの枝肉価格

安定基金、この違いを教えてください。

○押川畜産課長 価格安定基金に関する御質問

ということでお答えいたします。まず、委員会

資料の５ページにございます安定対策事業、こ

れは、国のほうの団体になります農畜産業振興

機構というところが全国的な規模で基金を募り

まして、全国の規模で補填をしていくというこ

とでございます。先ほど申し上げました枝肉安

定基金協会、これは県内独自のものでございま

して、先ほど言いました国全体の安定対策事業

は生産費と収益の差の８割の補填になりますの

で、残りの２割を少しでも県内の和牛農家に対

して補填したいということで、県独自に設けて

いるものでございます。

○丸山委員 簡単なことじゃないとわかってい

るんですけれども、枝肉基金協会と例えば畜産

公社、かなり県の関与も薄まってきていますの
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で、経済連とかに統合して、そういう議論とか

は―片一方が羽田会長、片一方は副会長が理

事長になっていますので、経済連で回っている

ような感じがするんですけれども、経済連に一

本化とかいう話はまだないんでしょうか。

○押川畜産課長 畜産関連の団体は幾つかござ

いまして、今の畜産協会が統合するときもいろ

いろ議論させていただきました。今、委員の御

指摘の２つの団体につきましては、片や、先ほ

どお話が出ました酪農主体の部分、片や、いわ

ゆる肉用牛、肥育の部分ということで、対象が

違っている等々ございます。製造部門もござい

ますが、ほかの団体等も含めまして、少しでも

軽減できる部分、共有できる部分は進めていく

というのが基本になろうかと思いますので、今

後は、そういった面も含めまして、両方の団体

とまた一緒になって推進をしていきたいと思っ

ております。

○丸山委員 187ページの活動指標の中で、新燃

岳の影響があって、預託について、哺育は回復

したけれども、育成が回復していないというの

は、その辺がちょっとわかりづらい。２つの指

標があって、育成のほうが回復がおくれている

というのは何が影響しているんでしょうか。

○押川畜産課長 哺育と育成の違いでございま

すのは、牛の月齢の差だけなんでございますけ

れども、１つには、非常に灰が多かったときは

当然、入牧できない部分がございますので、全

体的にとまってきているんですが、その後の回

復につきまして、哺育はそれから成牛になるま

での期間がかなりございますので、持っていく

余裕がございます。育成につきましては、ある

一定期間育っていますので、その後、自分のと

ころに置いておいても、自分のところで使える

というようなこともあって、そういった結果が

出ているのではないかというふうに考えますが、

具体的に農家に対してどういったことですかと

お聞きしたような事例ではございません。あく

までも私どものほうが推測しているのはそう

いったことでございます。

○丸山委員 24年度の目標では、哺育のほうは

約９万頭、育成のほうは５万3,000頭程度という

目標を掲げている中に、これが今のところ順調

にいっているというふうに考えてよろしいんで

しょうか。

○押川畜産課長 平成22年度から23年度の月ご

とにずっと見てみますと、育成については伸び

というのは余り感じられませんが、哺育につき

ましては、後半につきまして、かなり伸びてき

ておりますので、哺育の伸びに見合うような育

成の伸びというのを期待したいところでござい

ます。全体の預託頭数の増加というのは当然ご

ざいますので、それとあわせまして、前、そう

いった育成を預託していたところに対しても、

もう一度御説明をしまして、できるだけ預託の

回復に努めてまいって、この目標値に近づけて

いきたいと思っております。

○丸山委員 188ページに財務内容がＤと書いて

あるので、もちろん非常に厳しい状況なんです

が、具体的にこれが改善できるというような数

値目標が前の数値目標というふうに見ていいの

か、本当に改善できるんだろうかとちょっと心

配なものですから、その辺をお伺いしたいと思っ

ているんですが。

○押川畜産課長 委員御指摘のとおり、大変厳

しい状況にございまして、今も続いておるわけ

ですが、長期計画をきちんと立てた上でという

ことで取り組んでまいりましたが、新燃岳のこ

とで23年度は当初予定したよりもかなり下がっ

てきておりますので、理事会等々におきまして、
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この計画を見直すのとあわせまして、短期の進

捗状況の確認、現場におきましては毎日の確認

ということを改めて実施するということで、当

初予定、新燃岳の前に予定しておりました改善

計画により近づけられるような計画の見直しと、

なおかつ実施について取り組んでまいりたいと

思っております。

○丸山委員 公社だけがよくなるんではなくて、

そこを使われる農家が、やっぱりあそこに預け

たほうが安心できるというように、技術的にも

伸びていかないといけないと思っていますので、

畜産試験場とかと連携を図ったりとかいろんな

形で、農家もいいし、公社もいいような形にな

るような公社になっていただきたいと思ってい

ます。努力をお願いしたいというふうに思って

おります。

○押川畜産課長 委員御指摘のとおりだと思い

ます。先ほど福田委員のほうからもございまし

たが、当初、酪農の振興のために立ち上げた公

社でございますし、最近は肉用牛に対する効果

も期待したいところでございます。一つのシン

ボルとして新燃岳からの復興等もございますの

で、計画を十分に達成できますように関係機関

と一緒になって力を入れてまいりたいと思いま

す。

○福田委員 もう１つ大事なことをお聞きした

いんですが、186ページ、改良事業団の県の評価

が書いてありますが、新公益法人への移行の問

題が書いてございますが、これは当初期待した

ような非課税法人への移行は難しいと見るんで

すが、事業内容からどういうふうに今、動いて

いるんでしょうか。

○押川畜産課長 家畜改良事業団の公益法人へ

の移行手続についてでございます。当初、ほか

の法人と同様に、公益法人もしくは一般法人、

どちらにするかということで検討を重ねてまい

りました。その結果、公益法人であるという公

益比率の問題等々ございまして非常に難しいと

いうことで、事業団としては一般法人への移行

ということを決定いたしまして、せんだって９

月の審査会で認可をいただいておりまして、10

月１日の移行を目指して今、作業中でございま

す。

○福田委員 本来ならば非課税団体への移行が

よかったんですが、認められないということで

すから、一般法人に移行した場合、ストロー価

格等への影響は考えられませんか。非課税団体

から課税団体に移っていきますから。

○押川畜産課長 今後の進捗といいますか、状

況にもちろんよることだと思いますけれども、

今回、一般社団法人への移行に関する計画等々

の中では、そういった影響はないと。また、な

いようにしなければいけないというふうに事業

団としては考えております。

○福田委員 ぜひ、新法人への移行がストロー

価格のアップ等につながらないように努力をお

願いしておきたいと思います。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようですので、次に

移りたいと思います。

○神田漁村振興課長 漁村振興課でございます。

財団法人宮崎県水産振興協会の経営状況につ

いて御報告いたします。常任委員会資料の20ペー

ジをお願いいたします。

まず、当協会の概要について御説明いたしま

す。１の沿革でございますが、昭和56年４月に

当協会は、放流用の稚魚の生産といった「つく

り育てる漁業」の基幹を担う施設といたしまし

て、延岡市熊野江町に設置されました。当初は
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県営の栽培漁業センターとして設立されました

が、平成４年４月に、漁業者参画のもと、栽培

漁業をより積極的に推進するため、財団法人宮

崎県栽培漁業協会として法人化されました。そ

して、平成18年11月に財団法人宮崎県漁業振興

基金を、平成19年３月に社団法人宮崎県かん水

漁業協会の事業の一部を引き継ぐ形で統合を行

い、平成19年４月に財団法人宮崎県水産振興協

会と改称いたしました。

次に、２の組織につきましては、記載のとお

りでございまして、役員21名うち３名が県の職

員です。また、職員９名のうち２名は理事を兼

務してございます。

続きまして、３の出資金等につきましては、

基本財産３億8,600万円のうち、県が37％の１

億4,300万円を、残りは沿海市町と関係団体等が

出捐してございます。

21ページをごらんください。４の事業でござ

います。当協会では、（１）から（４）の４つの

部門の事業を実施してございます。まず、（１）

の栽培漁業振興部門につきましては、カサゴ、

ヒラメ、マダイ等の放流用種苗の生産・放流の

実施、並びにつくり育てる漁業に関する普及啓

発を実施しております。（２）の養殖種苗供給部

門につきましては、養殖用種苗の生産供給及び

新魚種量産化等の技術開発に関する事業を実施

しております。（３）の魚類養殖・漁場改善部門

におきましては、養殖業の健全な発展のため、

ブリ稚魚の需給調整や養殖魚の生産状況、漁場

の適正行使に関する指導を実施しております。

（４）の漁業振興総合対策部門では、旧財団法

人宮崎県漁業振興基金の一部事業の引き継ぎに

伴いまして、省エネ対策や担い手育成に対する

支援事業を実施しております。

続きまして、当協会の県の関与についてでご

ざいますが、こちらからは宮崎県出資法人等経

営評価報告書に基づき御説明いたします。平成24

年９月定例県議会提出報告書の191ページをお開

きください。

県関与の状況をごらんください。人的支援に

つきましては、役員３名のうち１名が常勤となっ

てございます。同じ県職員の２名が常勤という

ことで、常勤職員３名を派遣しているところで

ございます。

財政支出等でございます。平成23年度の県の

委託料は、カワハギ量産化技術開発事業等

で1,673万円余、県補助金は、放流用のカサゴ、

ヒラメ等の生産・供給に対する支援といたしま

して、3,429万円余となってございます。

このほか、県借入金残高等はございません。

なお、その他の県の支援等につきまして、県

から派遣しております職員３名に対しまし

て、1,718万6,000円を支給してございます。

次に、活動指標でございます。指標といたし

ましては、栽培漁業に関します３つの項目を挙

げてございます。まず、①の放流用種苗生産尾

数でございますが、これは当協会で生産し、放

流される全ての魚の尾数でございます。平成23

年度の目標値215万尾に対しまして、達成率

は86.6％となってございます。

②のマダイの放流魚混獲状況でございますが、

目標値は、マダイの漁獲量に占める放流マダイ

の割合でございます。平成23年度の目標値13％

に対しまして、達成率は42.0％でございました。

③の栽培漁業に関する普及啓発につきまして

は、当協会見学者数等とホームページの閲覧者

数等の合計値を設定したものでございまして、

平成23年度の目標値3,450人に対しまして、達成

率は114.5％でございました。

続きまして、192ページをお開きください。正
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味財産増減計算書をごらんください。当期一般

正味財産増減額は3,084万円余の減となってござ

います。したがいまして、一般正味財産期首残

高がマイナスの1,209万円でございましたので、

一般正味財産期末残高はマイナスの4,293万円余

となってございます。

次に、貸借対照表をごらんください。平成23

年度の資産合計は４億9,392万円余で、負債合計

につきましては、8,543万円余となってございま

す。したがいまして、平成23年度末の正味財産

は４億849万円余となってございます。

続きまして、財務指標についてでございます。

まず、①の１人当たりの自主財源収入金額につ

きましては、目標値790万円に対しまして、達成

度は56.5％となってございます。また、②の収

支比率につきましては、目標値103.6％に対しま

して、達成度は83.5％となってございます。③

の基本財産運用益でございますが、目標値の180

万円に対しまして、達成度は55.7％でございま

した。

次に、直近の県の監査の状況についてでござ

いますが、平成23年10月の監査におきまして、

経営改善に向けた努力が望まれるとの要望があ

りましたことから、平成24年３月に経営改善計

画を策定し、現在取り組んでいるところでござ

います。

最後に、総合評価でございますが、県の評価

といたしましては、依然、水産業界は厳しい状

況にあることから、経営改善計画に基づき、計

画的な放流事業等の実施や、これまで以上の経

費節減等を行うとともに、現場のニーズに応え

る養殖用種苗の生産・供給により増収が必要と

考えております。

財団法人宮崎県水産振興協会の経営状況につ

いては以上でございます。

○松村委員長 説明が終わりました。質疑はご

ざいませんか。

○十屋委員 財務諸表の中の貸借対照表、一般

正味財産期末残高で4,293万円余のマイナス、な

かなか厳しいというのも十分わかるんですけれ

ども、ここに財務指標でも上がっていますし、

いろいろあるんですが、計画的にやっていくと

いうのはそのとおりなんですけれども、何をど

う改善していくかというところはどういうふう

に考えていらっしゃるのか、お尋ねしたいんで

す。

○神田漁村振興課長 まず、経営改善に関しま

しては、やはり増収、コストの削減、組織的な

ものに取り組んでいく必要があると思います。

増収につきましては、種苗の販売をふやすとい

うところに観点が置かれると思うんですけれど

も、今まで販売というところに力が不足した部

分がございますので、ここに力点を置きたいと

いうのが一つございます。

コスト削減につきましては、無駄な部分をも

う一回見直すという形で今、取り組んでいると

ころでございます。

組織的なものにつきましては、昨年、１人職

員が退職しましたので、それを自然減というこ

とで不補充ということで取り組んでいるところ

でございます。

一般正味財産が期末で4,293万円余のマイナス

になってございますが、これは特定資産のほう

から一回取り崩して総合対策事業のほうに使っ

た部分もございましたので、こういう減額の状

況になってございます。

○十屋委員 最終的に、増収ということで売り

をやっていけばいいんですが、例えばあそこを

見せてもらったりしたときに、付加価値の高い

ものを売っていくというのもあるし、薄利多売
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で安くても量をたくさん売るというのもあるし、

それから相手先という販売というのもあるし、

そこはどういうふうに今、考えていらっしゃる

んですか。

○神田漁村振興課長 これからニーズが出てこ

ようかというものとしては、カンパチ等がある

と思いますので、そういうのを技術開発も必要

だと考えております。また、今年度から養殖用

のマサバの稚魚の供給も始めたところでござい

ます。最近、マダイ等につきましては、業界の

ほうの好みというのが若干出てきているもので、

そういうニーズにも合わせたような稚魚の生産

というのにも取り組むということを考えてござ

います。

○十屋委員 いろいろブランド化というのも一

面ありますね。そこはどういうふうに考えてい

らっしゃるんですか。いろいろ地域によって名

前が変わってしまうんですけれども、そういう

ブランド化で―例えばマサバでも、そこで種

苗を売って、養殖して売り出すときにはまた名

前が別に変わってくると思うんですけれども、

そのあたりはどう考えたらいいんですか。

○神田漁村振興課長 マサバを事例ということ

でお答えさせていただきたいと思いますが、マ

サバにつきましては、種苗、稚魚のほう、養殖

用の稚魚のほうがまだ天然物に頼っている分が

多いということがございましたので、そこを安

定的に供給してあげることで、既にマサバにつ

きましては「ひむか本サバ」というのがブラン

ド認定されていますので、そこを下支えするよ

うな形で、かつ販売することで振興協会の収入

源にできたらということで今、取り組んでいる

ところでございます。

○十屋委員 種苗の販売というのは限られてく

ると思うんですけれども、県内県外についてど

ういう比率で考えたらいいんですか。

○神田漁村振興課長 県外県内とも、両方とも

同じスタンスというか、県内でブランド化した

い例えばマサバみたいなものは、それを優先に

という形で考えていますけれども、マダイとか

という話になりますと、全国レベルであります

ので、そこはほかの県外の業者さんと競り合い

ながら、県外にも売っていきたいということを

考えています。

○十屋委員 最終的に同じような取り組みをほ

かのところでもされているんですけれども、そ

うしたときに、宮崎の売りといいますか、稚魚

の付加価値といったらおかしいんですけれども、

やっぱりほかと競争していかなきゃいけないと

ころだと思うんですが、特別に何か病気に強い

とか、味がいいとか、そういう売りとしてはど

ういうのを目指していらっしゃるんですか。

○神田漁村振興課長 先ほど申しましたように、

販売のところがちょっと弱いと申し上げたとこ

ろなんですが、以前、販売でいろいろとセール

スに回ったときに、当時は、稚魚の段階で色が

明るくておとなしい稚魚がいいというニーズが

あったこともございます。そのようなものをつ

くれるような、ニーズに合ったような形のもの

をつくっていければと考えているところでござ

います。実際、その取り組みをやって、従来の

売り込みをやったときの1.5倍ぐらいの量が出た

というのは実績がございますので、そういうパ

ターンで取り組んでいければと考えています。

○松村委員長 この件に関して質疑はございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようです。丸山委員

から、ちょっと戻りますけれども、質疑があり

ますので、許可します。
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○丸山委員 家畜改良事業団のことについてで

す。いただいた資料の中で気になるのは、収入

が平成23年度を22年、21年と比べると急激に落

ちているということで、恐らくストローの単価

の影響なのか、本数的には安定的に供給できま

したということなんですけれども、本来は、こ

の辺の収入が戻ってこそ口蹄疫からの復興とい

うイメージになるんじゃないかなと思っている

んですが、その辺のことをもう少し詳しく教え

ていただきたい。また、この中でその他の収入

が23年度は１億ぐらいあって、前年度は全然違

うものですから、何なのかなというのをお伺い

したいと思っているところなんです。

○押川畜産課長 まず、最初の精液ストローの

譲渡本数の件でございますが、まさしく22年は

口蹄疫等による影響がございまして、譲渡本数

は一気に下がっておりますけれども、口蹄疫等

を抜きに考えましても、先ほどから出ています

繁殖農家等の減少、頭数そのものの減少等があ

りまして、県内の繁殖基盤の減少等が大きいの

ではなかろうかと思っています。しかし、その

中でも、先ほど申しましたように、側面的にこ

ちらとしてはその基盤を維持しなければいけな

いですし、事業団としましても、農家のリクエ

ストに応じられるような優秀な種雄牛を今回改

めてつくるということで、ここは改善してまい

りたいと思っております。

もう１点、23年度のその他の収入でございま

す。申しわけございません。手元に資料がござ

いませんので、後ほど御返答したいと思います。

○丸山委員 本数が、22年、23年、確かに変わっ

ている。ここまで収益が変わるのかというのは

非常にわかりづらいものですから、それをもう

少し詳しく教えていただきたいと思っているん

です。事業収入が、平成21年が７億3,000万、22

年が４億5,000万、23年が２億7,000万と下がっ

てきているものですから、この辺の推移を、原

因というのをもっと細かく教えていただきたい

と思います。

○押川畜産課長 減収の原因でございます。１

つは、先ほどお話ししました精液ストロー、本

来の仕事でありますその分が落ちてきたという

のが１つございます。もう１つは、検定等で使っ

ておりました肥育牛が、それまでは販売部分が

ございましたけれども、口蹄疫等でいなくなり

ました結果、その分の収入等がなくなったのが

大きい影響だと思っております。

○丸山委員 肥育牛が先に口蹄疫に感染したと

いうことがあって、いろいろ分けるべきじゃな

いかという議論も以前、口蹄疫が蔓延したとき

にはあったんですが、西都の奥のほうに分場を

つくるということなんですが、検定については

今のままでいいというふうに考えていらっしゃ

るんでしょうか。

○押川畜産課長 事業団全体の計画ということ

で、先ほどの分場等もございますので、当然、

種雄牛を分けます。あと、検定等というのがご

ざいますが、高原に産肉検定所がございますの

で、こちらも合わせて３カ所でもって今後の計

画は立てていかなければならないと思いますし、

できますことであれば、その３つでできるだけ

リスク分散するという形に持っていきたいとこ

ろですが、具体的に肥育部分をどこに何頭持っ

ていく等々についてはまだ現在検討中でござい

ます。

○丸山委員 いずれにしましても、口蹄疫を二

度と起こさないというのがまずなんですが、や

はりリスク分散をしっかり考えていただくこと

を改めて強くお願いしたいと思っております。

○松村委員長 それでは、報告事項につきまし
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ては、終わらせていただきます。

ここで暫時休憩いたします。

午後２時51分休憩

午後３時０分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

次に、その他の報告事項に関する説明を求め

ます。

○加勇田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。

お手元の常任委員会資料の22ページをお開き

いただきたいと思います。平成24年産早期水稲

の生産状況及び農業者戸別所得補償制度につい

て、その概要を御説明いたします。

まず、（１）の早期水稲の生産・販売状況でご

ざいます。①の生育経過と作柄につきましては、

本年は、田植え後の低温や強風の影響、５月下

旬から６月下旬の日照不足や多雨の影響などに

よりまして、穂数やもみ数が少なくなっており

ます。このため、出穂後の登熟そのものは比較

的良好でございましたが、収量は平年を下回り

まして、８月15日現在の作柄は作況指数98の「や

や不良」となっているところでございます。ち

なみに、収量の具体的な数字がございませんが、

平年の収量が480キロでございます。平成24年、

本年産は471キロと見込まれておりまして、よっ

て98という作況指数ということでございます。

次に、②の検査状況でございます。検査成績

の概要にございますように、８月末までの集計

で検査数量が合計で２万1,102トン、ほぼ前年並

みの検査数量になってございます。一等米比率

でございますが、71.5％ということでございま

す。昨年が61.8％でございますので、ほぼ10ポ

イントほどの成績アップということでございま

す。昨年よりも良好な品質であったということ

でございます。

また、③の集荷・販売状況につきましては、

８月末現在の集荷数量は１万5,950トンというこ

とでございます。販売数量でございますが、全

国的に米の需給に逼迫感があるという中で、取

引がおおむね順調に進んでおりまして、集荷し

た全量１万5,950トンにつきまして、販売先との

結びつきが完了しているというふうに伺ってい

るところでございます。

最後に、（２）の本県におきます農業者戸別所

得補償制度の申請状況でございます。７月末現

在の取りまとめでございますが、申請件数は昨

年とほぼ同数でございますが、２万8,457件と

なっているところでございます。また、申請面

積でございますが、助成単価の高いＷＣＳ用稲、

飼料用稲でございますが、これが昨年に比べま

してふえてございます。また、二毛作に取り組

む面積、これも飼料作物を中心にふえていると

いうことでございます。今後とも、市町村、関

係団体と連携いたしまして、本制度を活用した

水田農業の推進に努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

説明は以上でございます。

○山内営農支援課長 営農支援課より、野生鳥

獣による農林作物等の被害額について御説明申

し上げます。

委員会資料の23ページをごらんください。被

害額の調査につきましては、鳥獣被害防止特措

法に基づきまして、効果的な被害防止対策のた

めの資料になるものであり、年に１回、市町村

に対し調査を依頼し、県で取りまとめ、国に報

告を行うものでございます。今回、平成23年度

の被害状況についてまとまりましたので、御報

告をいたします。

なお、本件につきましては、昨日の環境森林
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部の審議におきましても、同じ資料により説明

が行われておりますので、私からは農作物を中

心とした説明をさせていただきます。

まず、１の平成23年度被害の状況であります。

農作物から人工林までを含めまして、全体の被

害額は約４億3,591万円で、平成22年度の２

億7,226万円より約１億6,365万円、60％の増加

になってございます。①の部門別被害の状況に

ありますように、農作物の被害は３億5,374万円

と、全体の被害額の81％を占め、平成22年度よ

り１億3,100万円程度、59％の増加となっており

ます。作物別では、②にありますように、水稲

が9,136万円と、全体の21％を占め、次いでスイー

トコーンや里芋などの野菜が8,980万円と、同じ

く21％、かんきつ類やクリなどの果樹が8,218万

円となっており、飼料作物につきましても、4,806

万円ほどの被害が報告されております。また、

その他農作物としまして、県北を主産地といた

しますシキミなどが含まれてございます。③の

鳥獣別被害の状況でありますが、イノシシが１

億7,106万円と、全体の39％を占め、次いで鹿が

１億5,761万円、猿が7,876万円となっており、

いずれも前年より６割程度増加しております。

次に、これら被害額増加の要因につきまして、

（２）以下にまとめてございます。まず、被害

額の把握に当たりましては、22年度以前の調査

に当たりましては、報告を行う市町村は、被害

金額として、鳥獣被害に遭われた方が有害捕獲

申請をする際の被害額を計上している場合が多

く、その実態が十分に反映されていなかったな

どの課題がございました。また、算定に用いら

れる単価につきましても、それぞれの申告に任

されており、統一的な調査基準に基づく算定が

行われておりませんでした。しかしながら、冒

頭に申し上げましたとおり、被害額の調査は、

特措法に基づきます防止対策など、具体的には

国の交付金配分の資料になることもさることな

がら、正確な把握は地域における被害防止対策

の的確な推進に不可欠なものと認識しておりま

す。

24ページをごらんください。このため、23年

度の農作物の被害額調査におきましては、これ

までのように市町村ごとに調査方法をゆだねる

のではなく、被害集落に対するアンケート調査

の実施を要請するとともに、これまで算定基準

にない作物の資料作成を行うなど、統一的な基

準に基づく算定方法の導入などを行いました結

果、23年度の被害額は、より実態に沿った報告

が行われたことにより、前年度に対し60％の大

きな増加になったものと分析しております。

次に、（３）の被害実態調査に伴う今年度の主

な取り組みでありますが、より効果的に被害状

況が把握できるよう、調査方法の本格的な見直

しを進めてございます。具体的には、①にあり

ますように、「地域で守る鳥獣被害みえる化事業」

によりまして、県が主体となりまして、個別農

家等へのアンケート調査や、調査員を配置して

現地調査等を全県的に実施するほか、地図情報

システムを活用した鳥獣被害対策マップにもこ

のような被害実態を盛り込むことで、被害防止

対策、捕獲対策、生育環境対策などの効果的な

被害対策の構築につながる被害調査手法の確立

に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

営農支援課からは以上でございます。

○日髙復興対策推進課長 復興対策推進課でご

ざいます。

委員会資料の25ページをお開きいただきたい

と存じます。畜産新生プロジェクトの取り組み

状況についてでございます。
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畜産新生プロジェクトにつきましては、１の

趣旨にございますように、本県の畜産を取り巻

く４つの課題への対応を検討し、全国のモデル

となる畜産を構築しようというものでございま

す。

２の推進体制にございますように、県内の関

係機関・団体の代表者で構成されます畜産新生

会議と、県、関係団体や市町村、ＪＡの担当者

など実務者で構成されますワーキングチームと

いうものの２つで体制をとってございます。

このワーキングチームにつきましては、３の

取り組み状況にもございますけれども、これま

で２回の集合会議と、それを補完するための情

報交換を進めてきたところでございまして、テー

マごとの現状なり課題、検討の方向につきまし

て、資料の26ページ以降に中間的に取りまとめ

たところでございます。

まず、生産性の向上の分野でございまして、26

ページをごらんいただきたいと存じます。現状

と課題にございますように、肉用牛の１年１産

であったり、豚の年間出荷頭数の向上、こういっ

たものを掲げてございます。また、それを進め

ていく上で、全体的な生産性の向上に向けて、

例えば１の肉用牛にありますように、分娩後80

日までに確実に発情を発見して、その間、適期

に人工授精を行うというようなことが１年１産

のためには必要だということでございます。ま

た、そのための徹底した家畜の飼養管理や、生

産性の向上の前提となります生産基盤の整備な

ど、現状や課題というものを確認したところで

ございます。また、それを踏まえて、検討の視

点の欄にございますように、例えば１の繁殖検

診の徹底であるとか、３にございますような発

情発見の効果的な把握であったりとか、経営全

体をコンサルティングできる人材の育成や情報

システムの構築などを検討することが必要とさ

れたところでございます。

また、コスト低減の分野でございますけれど

も、コスト低減の分野では、総合的な飼料コス

トの低減なり、粗飼料自給率の向上、エコフィー

ドの大幅な利用拡大という目指す姿を持ってご

ざいますけれども、現状と課題の欄に掲げてご

ざいますような１から４の４つの課題につきま

して、それぞれ現状把握をしたところでござい

ます。そのことを踏まえまして、検討の視点の

例えば１にございますように、飼料給与体系の

改善であったり、３にありますようなエコフィー

ドの新たな飼料化資源の確保というものに向け

た取り組みについて今後検討するということで

ございます。

次に、27ページをお開きいただきまして、販

売力の強化でございますけれども、販売力の強

化の中では、特に肉質のあり方についてでござ

います。求められる肉質のあり方についてとい

うことで１にございますが、牛肉の欄を見てい

ただきますと、４つほど二重丸がついてござい

ます。例えば、サシは高級牛肉として差別化が

できるということから、今後とも重視すべきで

あるという意見であるとか、もも肉などサシが

入りにくい肉につきましても高く販売できる仕

組みが必要ではないか、また高齢化する消費者

のニーズというものはやはりおいしくて赤身で

あるというようなものがあるんだけれども、一

方では、輸入牛肉とその部分というのは競合し

て収益性が低下するんではないかというような

さまざまな意見が出されたところでございます。

それぞれにつきまして、検討の視点のところに

ございますように、例えば高品質牛肉の安定生

産体系の確立であるとか、もしくはオレイン酸

など機能性成分による差別化販売の検討、さら
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にはその下にございますような商品の開発で

あったりとか販売戦略の再構築、もしくは輸出

対策の取り組み、こういったものを検討するこ

ととしておるところでございます。

さらに、次の28ページでございますけれども、

関連産業の集積ということでございまして、関

連産業の出荷額の増加に向けた課題、特に県外

に流れている屠畜処理を県内で屠畜するための

取り組み、こういったものについて検討するこ

ととしてございます。

これまでの検討状況につきましては、先ほど

申し上げました現状と課題を把握しながら、今

後の検討の方向を議論するというところでござ

いますが、今後の予定といたしまして、25ペー

ジに戻っていただきまして、引き続き、今後検

討を進めてまいりまして、３月には検討状況を

取りまとめてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。

復興対策推進課は以上でございます。

○西元家畜防疫対策室長 家畜防疫対策室でご

ざいます。

委員会資料の29ページをお開きください。家

畜防疫体制、特に農場防疫の強化についてでご

ざいます。

近隣諸国におきましては、今年度に入りまし

ても、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザが発

生しております。特に中国におきましては、９

月６日に口蹄疫が、９月18日に高病原性鳥イン

フルエンザが発生したとの報告もあったところ

でございまして、一層の防疫強化を図る必要が

ありますことから、昨年に引き続き、家畜防疫

員による農場巡回指導を実施いたしますととも

に、業務として農家に接する機会の多い畜産関

係団体等の協力を得ながら、防疫に対する農家

の意識向上を図ってまいりたいと考えておりま

す。

まず、（１）の平成23年度の巡回結果について

でございます。昨年度は、牛、豚、家禽の全農

場を対象として家畜防疫員によります巡回指導

を実施したところでありまして、その状況を精

査した結果を表にお示しいたしました。農場数

の合計9,788農場のうち、牛31項目、豚33項目、

鶏38項目で１項目でも不備があった農場の割合

は、牛で51.6％、豚で56.4％、家禽で2.1％、合

計で46.8％でございました。主な指導項目とい

たしましては、牛と豚の農家におきましては、

立入者の記録の不備や立入禁止看板の未設置、

車両消毒が十分ではなかったことなどが挙げら

れます。また、家禽農場におきましては、防鳥

ネットの網目が大きかったり、鶏舎の壁やネッ

トの破損を修繕していなかった農家が見受けら

れたところでございます。

30ページをごらんください。（２）の本年度の

農場巡回指導についてでございます。まず、牛

につきましては、昨年度の巡回におきまして、

指導の多かった上位３項目、すなわち記録の保

存、立入禁止看板の設置、車両消毒の徹底につ

きまして、不備の見られた農場を中心に、８月

から家畜防疫員による巡回を実施し、改善を指

導しているところでございます。また、豚や家

禽の農場では、全戸を対象に家畜防疫員による

巡回を実施いたしますが、特に家禽につきまし

ては、鳥インフルエンザの発生に備えまして、10

月末までには指導を終了するよう計画を立てて

いるところでございます。下の表には８月31日

までの巡回指導の状況を示しております。後ほ

どごらんいただきたいと思いますが、特に家禽

におきましては、６月から巡回を開始しておる

ところでございまして、現在までに75.7％が終

了したところでございます。



-111-

最後に、（３）の関係団体による農家の防疫意

識向上の取り組みについてでございます。これ

まで開催してまいりました防疫会議や団体等と

の意見交換会では、畜種や地域における防疫意

識に関して温度差があるとの御指摘もいただい

ておりました。本取り組みでは、①にあります

とおり、高い防疫意識を長期間維持するために

は、年１回の家畜防疫員による巡回では十分で

はないと考えられますことから、業務として農

場を訪問する機会の多いさまざまな団体職員が

同じ意識を持って農場防疫に取り組むことで農

家の防疫意識の向上を図ることを目的としてお

りまして、②にありますとおり、去る８月20日

に開催いたしました会議で、獣医師や家畜人工

授精師、ＪＡグループ、各農業共済組合など、44

の関係団体に御協力を依頼しましたところ、快

く賛同いただいたところでございます。アの取

り組みの期間につきましては、９月から今年度

末まで実施することといたしまして、その結果

を検討しながら、次年度以降につなげたいと考

えております。イの依頼の内容といたしまして

は、それぞれの団体が農家を訪問した際に、少

なくとも次の３項目、すなわち衛生管理区域及

び畜舎に立ち入る者の消毒の実施、豚飼養農場

につきましては、衛生管理区域専用の長靴の設

置、衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の記録

の作成及び保存につきまして、まずは団体の職

員が実践するとともに、農家への啓発もあわせ

てお願いしていただくというものでございます。

これらの取り組みによりまして、家畜防疫、特

に農場防疫のさらなる強化に努めてまいりたい

と考えております。

家畜防疫対策室からは以上でございます。

○鈴木農政企画課長 農政企画課でございます。

資料の31ページのほうをお開きください。こ

れは、お手元のほうにお配りしております平成23

年度の取り組みの概要というものの概略を記し

たものでございます。

昨年６月に長期計画を策定いたしましたけれ

ども、その後の農政の推進状況が計画的、着実

に図られているかということを指標をもって

チェックするという目的から、こういった取り

組みの概要について毎年作成しているものでご

ざいます。平成23年度につきましては、農業産

出額等のデータについてはまだ公表されていな

いものですから、そういったところについて記

述がございませんけれども、現時点で取りまと

まっているデータについて御説明しているとい

うことでございます。

資料の中身でございます。（１）は、長計の概

要でございますので、割愛させていただきます

が、長計のほうで４つの視点、「儲かる農業の実

現」「循環型社会と低炭素社会への貢献」「連携

と交流による農村地域の再生」「責任ある安全な

食料の生産・供給体制の確立」という４つの視

点で取りまとめているものでございますので、23

年度の取り組みにつきましても、それに沿った

形で整理したものでございます。

（２）の取り組みの概要の①でございます。

「儲かる農業の実現」につきましては、アから

オまでの５つの小項目について整理しておりま

す。１つ目につきましては、担い手の育成確保

ということでございまして、個別経営体、法人

経営体、あるいは新規就農者の育成確保に努め

るということでございます。下に２つほど指標

を置かせていただいています。取り組みの概要

全体ではもっとたくさん指標があるんですけれ

ども、特徴的なものにつきましてピックアップ

して置かせていただきましたので、御了解いた

だければというふうに思います。Ｈ21と書いて
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ございますのは21年度の実績、これは計画をつ

くったときのベースの数字になります。Ｈ23と

書いてあるところの下の数字が23年度の実績で

ございます。また、計画の５年間の目標を達成

するために各年度ごとに目標数値というのを定

めておりますので、それと照らし合わせたとき

の達成度を括弧の中でパーセンテージという形

で書かせていただいております。

説明のほうに戻りますけれども、アの担い手

の育成・確保ということでは、農業法人数、新

規就農者数のほうを置かせていただいておりま

す。新規就農者数につきましては、なかなか目

標どおりというところでは数字的にありません

けれども、今年度からまた国の事業も活用しな

がら、推進に努めていきたいということでござ

います。

イの農業資源の継承とフル活用という項目で

ございますけれども、産地が有するさまざまな

経営資源、農地でありますとかハウス、技術、

そういったものの継承を円滑に進めるというこ

とでございまして、認定農業者への農地利用の

集積を進めるというようなことですとか、農振

農用地区内の耕作放棄地を再生利用していくと

いうことを指標として置かせていただいており

ます。

ウの攻めの生産・流通・販売の総合展開とい

うことで、みやざきブランドをどういう形で発

展させていくかというような話でございますと

か、物流あるいは輸出の促進に努めたところで

ございます。この中で輸出数量につきましても、

目標値の約５割ということで、まだ課題がある

ということでございますので、安定的に輸出数

量を伸ばせるような取り組みを今後ともますま

す推進していくということを考えてございます。

エは、生産基盤の整備でございます。畑地か

んがい営農や圃場の整備、あるいは施設の長寿

命化の推進ということが非常に重要であろうと

いうことでございまして、畑地かんがい施設整

備面積、基幹水利施設の予防保全計画の策定と

いうものを指標としてここに入れさせていただ

きました。

オの技術開発と普及指導活動の展開でござい

ます。試験研究と普及をますます連携させてい

くということが非常に重要であると考えており

まして、農家への普及技術開発件数、新技術の

普及、いずれも計画達成度は若干下回ってはご

ざいますけれども、しっかりと進めていきたい

というふうに考えてございます。

②でございます。「循環型社会と低炭素社会へ

の貢献」ということでございまして、１つ目の

アは、環境に優しい農業ということでございま

す。エコファーマーの認定でございますとか、

特別栽培の取り組みというものをますます進め

ていきたいということでございます。

32ページのイでございますけれども、地球温

暖化対策というものに対してどういうふうに貢

献していくか、あるいは対応していくかという

ことでございます。ここにつきましては、調査

研究という基礎的な部分もございますし、省エ

ネ設備の導入、あるいは木質ペレット暖房機の

導入ということを指標として考えてございます。

２つ目の指標にございます施設園芸における燃

油使用量の削減というところでございます。計

画達成度は400％というふうになってございます

が、この考え方につきまして若干補足させてい

ただきますと、平成23年度の目標というのが燃

油使用量10.6万キロリットルということでござ

います。平成21年度の実績から差し引きします

と、0.4万キロリットルの削減というのが目標と

いうことでございますけれども、今回はその４
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倍に当たります1.6万キロリットルの削減がなさ

れたということで、数字上は400％となっており

ますけれども、いずれにいたしましても、ます

ます木質ペレット暖房機等の導入など対応を進

めていきたいというふうに考えてございます。

③は「連携と交流による農村地域の再生」と

いうことでございまして、アでは、農商工連携、

６次産業化、そういったものでどうやって都市

と農村の交流促進を進めるかということで整理

してございます。項目につきましては、アの農

商工連携、６次産業化の事例数、これにつきま

しては、計画を大きく上回っているという状況

でございます。あるいは、加工や消費者への直

接販売に取り組む農業法人数についても着実に

ふえているというところがございます。

イの魅力ある農村地域の創造ということでご

ざいますけれども、中山間地域などにつきまし

ては、多面的機能の維持増進、あるいは中山間

地域活性化ということで、いろいろとそういう

基盤を整備していく必要があろうというふうに

考えてございます。指標につきましては、資源

の保全管理を行う活動組織数をふやしていくと

いうことでございますとか、直接支払いの協定

面積につきましても、ちゃんと維持していくと

いうことが重要であろうというふうに考えてご

ざいます。

ウでございます。先ほど営農支援課長からも

説明がありましたけれども、鳥獣被害対策とい

うのも非常に大きい課題というふうに考えてご

ざいまして、それについても着実に取り組んで

まいりたいというふうに考えております。

④は「責任ある安全な食料の生産・供給体制

の確立」ということで、かなり広いテーマでは

ございますけれども、３つの観点から整理して

ございます。アは農業セーフティネット、幅広

い意味でのセーフティネットということでござ

いますけれども、家畜・植物防疫体制を強化す

るとか、災害に強い農業あるいは農村をつくっ

ていく、そういったことの取り組みを進めてい

たということでございまして、例えば無人ヘリ

の防除面積をふやしていく、災害危険ため池の

整備箇所数をふやすというようなことを進めて

きたというところでございます。

イは食の安全・安心―宮崎のブランドの基

礎ともなっているわけでございますけれども、

こういったものの活動というのも推進していく

必要があろうということで、産地におけるＧＡ

Ｐの取り組みでありますとか、食品表示の個別

巡回調査というものを着実に行っていくという

ことを考えているところでございます。

ウでございますけれども、やはり県民の理解

の醸成というものも一つの大きな柱というふう

に考えてございまして、市町村単位を中心に食

育あるいは地産地消というものを一体的に進め

ていくということで、こういった指標を整理し

ております。

危機事象への対応、⑤でございますけれども、

なかなか目標数値という形では評価しづらい分

野でございますけれども、口蹄疫からの再生・

復興、あるいは鳥インフルエンザ、新燃岳の影

響等、いろんな対応ということに平成23年度に

つきましては取り組んだものでございますので、

冊子のほうにはその内容についても記載してご

ざいます。

⑥は地域アクションプログラムということで、

各振興局単位で特色ある農業をということで長

期計画に合わせてつくったものがございますの

で、その取り組み状況についても冊子のほうで

別に整理してございます。

説明は以上でございます。
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○成原水産政策課長 委員会資料の33ページを

お開きください。

農業と同じように、第五次水産業・漁村振興

長期計画の進捗状況、取り組み状況につきまし

て御説明申し上げます。

冒頭、恐縮でございますけれども、資料の訂

正をお願いしたいと思います。34ページの下の

四角囲いの平成22年度の新規漁業就業者数のと

ころでございますけれども、44となっておりま

すが、49ということでございます。大変申しわ

けございません。この数字は、別途配付いたし

ております青い表紙の23年度の取り組み概要の

ところの１ページの下のほうに、１カ所この数

字が出てまいります。そこを御訂正いただきた

いというふうに思います。大変申しわけありま

せん。

それでは、委員会資料の33ページをごらんい

ただきたいと思います。

まず、（１）の①でございます。長期計画の策

定時における現状と課題について少し振り返っ

てみたいと思いますが、漁獲量の減少、魚価の

低迷ということで収入が減少している一方で、

燃油を初めとする漁業コストが増加しており、

収益性が低下していて、経営自体が悪化してい

る。その結果として、新たな担い手の参入とい

うものも減少し、高齢化も相まって経営体全体

が減少している。このままということになりま

すと、本県水産業を維持することが懸念される

ような状況になってございます。このため、早

急かつ着実な資源回復ということと収益性の向

上が喫緊の課題ということでございます。

②に掲げておりますように、このような課題

の解決に向けて、まず目標を「儲かる水産業の

実現」ということに置きまして、水産資源の適

切な利用管理、安定した漁業経営体づくり、漁

港機能の強化と漁村の活性化という３つを柱と

して、施策に取り組んでいるということでござ

います。

それでは、具体的な取り組み概要について御

報告します。（２）でございますが、①の水産資

源の適切な利用管理というところでございます。

アの水産資源の回復と適切な利用の推進に関す

る取り組みでございますけれども、日向灘の資

源状況というものが漁獲量に反映されるという

ことですので、資源の量を適切に維持管理する

ということが重要となります。このため、沿岸

資源の管理を推進するための基本的な方針を策

定いたしまして、アマダイを初めとする９つの

魚種につきまして科学的な資源評価を行い、こ

の結果に基づいて禁漁期間の設定や種苗放流等

による合理的な資源管理を推進し、資源の維持

と回復に努めたところでございます。

次に、イの水域環境の保全と環境変化への対

応に関する取り組みでございますけれども、養

殖場の環境を保全するために、飼育尾数とか水

質の基準を定めた漁場改善計画というものを策

定させ、または実践をさせ、さらには疾病の蔓

延防止につきまして、養殖業者を指導し、環境

に配慮した安全・安心な養殖生産体制を推進し

ました。また、沿岸漁場の生産力を向上するた

め、漁業者グループが行います藻場造成や干潟

の保全活動を支援したところでございます。今

後とも、水産資源の適切な維持と回復及び環境

保全に努めてまいりたいと考えております。

次のページ、②の安定した漁業経営体づくり

についてでございます。アの収益性の高い漁業

経営体の育成に関する取り組みについてですが、

資源管理を行う漁業者が漁法の転換を行うに当

たっての漁具の導入を支援したほか、まき網漁

業やカツオ一本釣り漁業においては、漁業の省
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コスト化と、高鮮度化による漁獲物の高付加価

値化によって収益性を高める経営体モデルの導

入を図っております。また、漁業共済や国の漁

業所得補償対策への加入促進を図りまして、漁

業経営の安定化に努めたところでございます。

次に、イの競争力のある生産・流通の構築に

関する取り組みでございますが、ブランド認証

品を中心とした本県産水産物の販売促進や販路

の拡大に取り組んだところでございまして、具

体的には、中国輸出に向けた調査、カツオ・マ

グロ類の１次加工品の量販店への販売、養殖カ

ンパチ等の福岡市場等への活魚出荷など、魚価

向上や付加価値向上につながる新しい流通づく

りを支援したところでございます。今後とも、

コスト削減あるいは魚価向上による安定的な経

営体づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、③の漁港機能の強化と漁村の活

性化についてでございます。アの漁港機能・漁

業生産基盤の保全強化に関する取り組みでござ

いますが、漁港は生産基地として重要な機能、

役割を果たしております。機能の維持あるいは

高度化が求められているところでございます。

このため、港内の安全性を確保するための防波

堤や防砂堤、あるいは防風柵を整備いたしまし

て、漁業者の財産保全、作業環境の向上を図っ

たところでございます。また、中層型浮き魚礁

を更新し、適切な維持管理を行いました。

最後に、イの漁村・地域の活性化に関する取

り組みでございますが、漁村・地域の活性化を

図るため、３地域に新たに地域漁業担い手対策

協議会を設置しまして、地域における担い手の

確保と育成に努めたほか、漁業者グループ等の

６次産業化の取り組みを指導し、推進を図った

ところでございます。今後とも、漁業生産基盤

としての漁港の機能の維持向上、担い手の確保

及び漁業者グループの活動促進等により、漁村

の活性化を図ってまいりたいと考えております。

水産政策課は以上でございます。

○押川畜産課長 続きまして、条例対象以外の

県が出資している法人等の経営状況等について

御報告いたします。

常任委員会資料､35ページをお開きください。

公益社団法人宮崎県畜産協会の概要等について

であります。

まず、１の沿革でございます。社団法人宮崎

県畜産会、社団法人宮崎県肉用子牛価格安定基

金協会、社団法人宮崎県家畜畜産物衛生指導協

会、さらには社団法人宮崎県養豚協会の４団体

が平成18年に再編統合いたしまして、社団法人

宮崎県畜産協会となり、本年４月には公益社団

法人に移行して運営をいたしております。

２の組織につきましては、役員が会長理事以

下、計27名、職員は22名で、事務局長以下１課

３部体制となっております。

次に、３の出資金等につきましては、寄託金

として総額10億809万円で、県が１億8,285

万8,000円となっており、県の比率は18.1％でご

ざいます。

４の主な事業といたしましては、畜産経営、

畜産技術及び家畜衛生の向上等に係る支援・指

導から、家畜・畜産物の価格変動により生じる

畜産経営体の損失補填、家畜・畜産物の生産・

流通・消費に関する調査研究に関する事業等で

ございます。

次に、経営状況等の詳細につきましては、37

ページをお開きください。県関与の状況につき

まして、まず人的支援といたしましては、役員27

名のうち県職員が１名非常勤で就任しており、

県の退職者が常勤で１名、非常勤で１名就任し
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ております。また、職員22名のうち県職員が平

成24年４月１日現在、３名勤務しております。

また、県の退職者についてでございます。大変

申しわけございませんが、24年４月１日、ゼロ

となっておりますが、ここは平成23年同様で１

名でございます。19が18となります。申しわけ

ございません。修正をお願いいたします。

平成23年度の財政支出としまして、委託料と

して5,070万6,000円、補助金として21億1,600

万6,000円を支出しております。また、その他の

県からの支援といたしまして、県から派遣して

おります職員３名に対して1,948万6,000円を直

接支給しております。

主な県の財政支出の内容につきましては、①

の事業は、特定疾病フリー豚の導入助成等を行

うもので、平成23年度の決算が7,717万3,000円

となっております。②の事業は、口蹄疫被害地

域の経営再開を支援するための事業でございま

して、決算額が1,413万3,000円、④の事業は、

畜産経営分析支援指導を実施するもので、決算

額は1,643万円となっております。⑤の事業は、

家畜排せつ物の適正処理、良質堆肥の生産・販

売指導等を行う事業で、決算額が1,087万2,000

円となってございます。

活動指標といたしまして、①に経営指導・支

援対象農家数を、②に価格安定対策補填の契約

肉用牛頭数を示しております。23年度の実績が、

経営指導・支援農家数は784で達成率132.9％、

価格補填の契約頭数は６万2,924頭で達成率105

％と、目標値以上の数値となってございます。

③の契約子牛個体登録頭数は、肉用子牛の生産

者補給金交付契約を締結しました子牛の頭数で

ございますが、口蹄疫等の影響もございまして、

６万5,843頭で達成率は89％となってございま

す。

次に、財務状況につきまして、38ページをご

らんください。正味財産増減計算書で平成23年

度は経常収益72億8,280万4,000円、経常費用73

億447万3,000円で、当期経常増減額は2,166

万9,000円のマイナスとなっております。

貸借対照表をごらんください。平成23年度、

資産が107億1,844万9,000円、負債が11億6,963

万9,000円、正味財産は95億4,880万9,000円と

なっております。

次に、財務指標でございます。①に自己収入

比率を設定しております。平成23年度は達成

率58.3％になってございます。②の人件費比率

につきましては、組織、人員の見直し等々を行っ

たことで目標を上回ってございます。

最後に、県の総合評価でございますが、畜産

協会は従来より、畜産農家の経営指導を初め、

畜産物価格安定対策や衛生対策などの非常に公

益性の高い業務を担っておりまして、さらに一

昨年からは、口蹄疫、鳥インフルエンザ対策等々

の支援にも取り組んでいることから、今後も、

経営再開支援や地域自防組織強化の取り組み等

を含めた運営が求められております。財務内容

につきましては、これまで人件費削減を行いま

すとともに、無償で行っておりました経営指導

につきまして、受益者負担を提案するなど、自

主財源の確保にも継続的に努めていますことや、

組織運営については組織人員の合理化にも努め

ていることから、評価できるものと考えてござ

います。また、ことし４月に公益社団法人に移

行しておりまして、今後は、公益法人としての

適正な運営や積極的な情報公開等について指導

を行っていく必要があると考えております。

畜産協会は以上でございます。

○猪股農村整備課長 農村整備課でございます。

常任委員会資料の39ページをお開きください。
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宮崎県土地改良事業団体連合会の経営状況につ

いて御報告いたします。

１の沿革でありますが、土地改良連合会は、

昭和33年に土地改良法に基づく設立認可を受け

ておりまして、国や県を除きます市町村及び土

地改良区等を会員としております。23年度の会

員は、26市町村と171土地改良区の197団体となっ

ております。

２の組織につきましては、平成24年４月１日

現在、役員17名、職員71名となっております。

３の県の出資金等はございません。

次に、４の事業であります。連合会の行いま

す事業は土地改良法で規定されておりまして、

（１）から（４）に記載しております。（１）の

会員の行う土地改良事業に関する指導、援助と

しましては、市町村等が行います土地改良事業

の調査設計、測量、換地や、土地改良施設の維

持管理に関する技術的指導、並びに土地改良区

の運営に関する指導、支援などを実施しており

ます。

（２）の土地改良事業に関する教育及び情報

の提供といたしましては、会員に対する講習等

の開催や、機関誌等を通じました情報提供を行っ

ております。

（３）の土地改良事業に関する調査研究とい

たしましては、技術情報の収集や地理情報シス

テム等のＯＡシステムの開発、運用を行ってお

ります。

（４）の国または県の行う土地改良事業に対

する協力といたしましては、圃場整備等の事業

に関する調査設計、換地などの受託や、農地地

図情報を活用した面的集積活動の支援などを実

施しております。

40ページに正味財産残高を記載しております

が、財務状況につきましては、出資法人等経営

評価報告書により御説明いたします。

41ページをお開きください。概要につきまし

ては、これまでの説明と重複いたしますので、

省略いたします。

県関与の状況の人的支援でありますが、平成24

年４月１日現在で非常勤役員が１名、派遣職員

が３名であります。財政支出等につきましては、

平成23年度の県からの委託料が５億4,822万円

余、補助金が2,789万円余、県交付金・負担金

が5,009万円余であります。

主な県財政支出の内容を記載しておりますが、

①から④にあります委託料といたしましては、

農地の区画整理等についての調査設計、換地等

の業務委託でございます。補助金といたしまし

ては、⑤の施設の診断や管理指導等に対するも

のでございます。また、県交付金・負担金につ

きましては、施設の維持補修経費といたしまし

て、国からの補助金と合わせて土地改良区へ交

付するものなどでございます。その他県からの

支援につきましては、県から派遣しております

３人に対しまして、1,910万1,000円を直接支給

しております。

次に、活動指標をごらんください。①ですけ

れども、土地改良区の賦課金計算等を行います

賦課金等積算システム契約件数、②の設計契約

件数、③の換地契約件数の３つの指標について、

それぞれ目標を設定しておりますが、実績とい

たしまして、目標を達成していない指標がある

状況となっております。

次に、42ページをごらんください。財務状況

でありますが、平成23年度から新公益法人会計

基準に移行いたしましたことから、23年度の状

況を上段の表に正味財産増減計算書で記載し、22

年度の状況につきましては、42ページの一番下

に収支計算書として記載しております。なお、
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連合会についての公社等改革推進委員会の点検

評価が22年度事業分からとなっておりますこと

から、22年度分から記載させていただいており

ます。

平成23年度の実績を御説明いたします。正味

財産増減計算書ですが、事業活動に係ります経

常収益は11億1,491万円余でありまして、それに

対する経常費用は11億6,824万円余で、当期経常

増減額は5,332万円余の減となっております。こ

れに固定資産除却損などの経常外増減の部を加

味いたしました当期一般正味財産増減額は5,379

万円余の減となっております。

次に、貸借対照表でありますが、資産は41

億2,277万円余で、主なものは、減価償却引当資

産、建物などの固定資産であります。負債につ

きましては５億3,065万円余で、主なものは、３

月末時点での事業関係未払い金などの流動負債

や退職給付引当金などの固定負債であります。

この結果、資産から負債を引きました正味財産

は35億8,671万円余となっております。

財務指標ですが、①収支比率、②人件費比率、

③県補助金等比率を指標として設定しておりま

すが、達成度につきましては、それぞれ81.7

％、78.2％、66％となっておりまして、いずれ

も目標を下回っている状況となっております。

次に、総合評価の県の評価でありますが、土

地改良連合会は、土地改良事業の推進による農

村振興、農地や土地改良施設などの地域資源の

保全など、県が推進いたします農業農村整備事

業を実施しており、その円滑な推進に寄与して

いると考えております。また、経営面では、早

期退職制度や実行予算管理システムなどを継続

して実施しており、組織体制のスリム化と財政

運営の改善に着実に取り組んでいると考えてお

ります。

宮崎県土地改良事業団体連合会の経営状況に

ついては以上でございます。

○松村委員長 ここで委員の皆様にお諮りいた

します。

本日の日程に関しては４時までというふうに

なっておりますが、このまま継続してよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

引き続き委員会を行います。

○押川畜産課長 引き続きまして、常任委員会

資料、43ページをお開きください。社団法人宮

崎県養鶏協会でございます。

まず、１の沿革でございます。昭和54年に当

協会が設立されております。

次に、２の組織でございますが、役員は会長

理事以下17名、職員は専務理事が兼務します事

務局長を除きますと、会計主任が１名となって

おり、当協会は、ブロイラー、採卵鶏、種鶏の

３部門の養鶏事業者で組織されております。

次に、３の出資金でございます。総出資額は833

万円で、全て、先ほど申し上げました養鶏業者、

養鶏関係の団体によるもので、県の出資はござ

いません。

次に、４の事業についてでございます。１つ

には、鶏病対策や養鶏技術向上のための指導事

業といたしまして、養鶏農場における高病原性

鳥インフルエンザ防疫対策の強化、整備を進め

ますとともに、養鶏全般の計画生産の推進や指

導等を実施しております。また、鶏卵・ブロイ

ラーの経営安定対策や安全・安心の確保対策と

しまして、県や日本養鶏協会の委託を受け、生

産・出荷状況調査や家畜防疫互助基金への加入

促進、さらには鶏卵の安全・安心、消費拡大に
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向けた取り組みを実施しております。

次に、経営状況でございます。45ページをご

らんください。まず、県の関与の状況及び主な

県財政支出の内容についてでございます。人的

支援の状況といたしましては、役員17名のうち

非常勤役員として県職員１名が就任、常勤役員

として県退職者１名が就任しております。

また、県からの財政支出等につきましては、

鶏卵の出荷状況等の調査に関する委託料とし

て35万円、高病原性鳥インフルエンザの防疫強

化、養鶏全般の推進、指導に関する補助金とし

て818万7,000円がございます。

次に、活動指標をごらんください。平成23年

度には防疫関連の対策を中心に活動を進めまし

て、農場への石灰散布機の導入を行いますとと

もに、養鶏農家の互助基金加入促進を行いまし

て、活動指標の目標値はほぼ達成してございま

す。

次に、46ページをごらんください。財務状況

でございます。正味財産増減計算書で平成23年

度の経常収益が2,992万6,000円、経常費用

が3,038万4,000円で、当期経常増減額がマイナ

ス45万8,000円、その結果、正味財産期末残高

は519万1,000円となってございます。

次に、貸借対照表でございます。平成23年度

の資産が4,124万5,000円に対しまして、負債

が3,605万4,000円で、正味財産は519万1,000円

となってございます。

次に、財務指標でございます。平成23年度は、

高病原性鳥インフルエンザ発生に伴いまして、

事務処理や防疫対策等々の指導を優先したこと

によりまして、県の補助金等の比率が低くなり、

その反面、自己収入比率、人件費比率が高まっ

てございます。

最後に、総合評価でございます。県の評価と

いたしましては、活動内容をＡ、財務内容、組

織運営につきましては、Ｂとしております。冒

頭、組織について御説明しましたとおり、当協

会は、ブロイラー、採卵鶏、種鶏の３部門が、

農協系統や商社系統の枠組みを超えまして、防

疫対策を初めとするさまざまな課題に対して対

応を行っております。さらに安定した組織運営

がなされていると考えてございます。

次に、47ページをお開きください。株式会社

ミヤチクの概要についてでございます。

まず、１の沿革についてでございます。昭和46

年に株式会社宮崎県畜産公社として設立以来、

合併、さらには社名変更等を経まして、株式会

社ミヤチクとして高崎町へ、現在の都城市でご

ざいますが、移転いたしまして、現在に至って

おります。

次に、２の組織についてでございます。役員

は代表取締役社長以下21名、従業員は633名で、

それぞれ工場、営業所、加工センター、レスト

ラン、直営農場等に勤務してございます。

次に、３の出資金等につきましては、総出資

額20億1,427万円、うち県の出資額は４億5,910

万円となっておりまして、県の出資比率は22.8

％となってございます。

主な事業といたしましては、４にございます

ように、屠畜場の運営から飲食店までの食肉加

工、流通に広く取り組んでおります。

次に、経営状況の詳細につきまして、報告書

の49ページをお開きください。県関与の状況に

つきまして、人的支援、さらに平成23年度の財

政支出について、両方ともございません。その

他の支援といたしまして、先ほど御説明ござい

ました口蹄疫復興財団の口蹄疫復興対策運用型

ファンド事業によりまして、総菜製造施設整備

に補助金で5,000万円の支援を受けてございま
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す。

次に、活動指標でございます。①、②にそれ

ぞれ処理頭数を指標として挙げております。両

方ともほぼ目標どおりの活動がなされてござい

ます。

次に、50ページ、財務状況につきましては、

損益計算書で平成23年度では事業収益が368

億5,069万円、事業原価が343億5,524万8,000円、

一般管理費が25億3,166万7,000円でございまし

た。また、これらに事業外収入、事業外費用を

加えました経常利益は74万5,000円となってござ

います。

貸借対照表をごらんください。平成23年度で

は資産が74億8,948万7,000円、負債が37億8,368

万9,000円で、正味財産が37億579万7,000円と

なってございます。

次に、財務指標でございます。売上高を設定

しておりまして、平成23年度は368億5,100万円

であり、達成率93.7％となってございます。

最後に、県の総合評価でございますが、平成23

年度は、口蹄疫による殺処分等により児湯地区

の出荷頭数が大幅に減少する中、牛では計画を

若干下回りましたが、豚では計画を上回るなど、

確実に口蹄疫からの復興が図られていると考え

てございます。また、生食、セシウム問題等で

枝肉価格が低迷する中、売上高は計画を下回る

結果となりましたが、経常利益は黒字になるな

ど、財務内容は改善が図られていると考えてご

ざいます。今後は、昨年度整備いたしました総

菜製造施設を活用した高付加価値製品の販売を

強化するとともに、処理頭数の拡大を図ること

により、さらなる健全経営が図られるものと考

えてございます。

御報告については以上でございますが、先ほ

ど丸山委員のほうから御質問がございました２

点についてここで説明させていただきます。

１つは、事業団の肥育について分離すべきだ

ということで、私は、現在、計画しているとこ

ろでございますというふうにお答えしました。

これは、現在まで、いわゆるステーション型の

現場検定ということで事業団が高鍋でやってい

たものは今後は取りやめるということで、高鍋

と西米良については種牛のみということにする

計画となってございます。

あともう１つ、事業団の収入の部分、提出報

告書の186ページ、御質問がございましたその他

の収入１億ほどということで、前年に比べて突

出しているが、この内容はという御質問だった

と思いますが、22年度と23年度を見比べていた

だきますと、事業収入は減りまして、その他の

収入はふえてございます。この影響でございま

して、内容は、今回、公益法人等の改革に合わ

せまして会計区分を見直しまして、事業団の中

の事業をそれぞれ見直して、配置を変えました

結果、以前は事業収入として上げてございまし

た後代検定等々の果実、肥育の収入でございま

すとか、その他、液体窒素の収入でございます

とかいうものは、今回その他の収入というふう

に仕分けを直しましたので、事業収入にあった

ものがその他の収入に今回色分けされたという

ことでございます。

私のほうからは以上でございます。

○松村委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終了いたしました。その他の報告事

項について質疑はありませんか。

○十屋委員 防疫体制のところで、先ほども別

なところで伺った防鳥ネットの件、家禽のとこ

ろは意識が高くて頑張っていらっしゃるという

ことですけれども、ここは巡回したときに結果

的に牛と豚がまだまだ意識が下がっているとい
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うことで、いろいろ御指摘があったんですが、

それは時間とともに少し意識が風化―口蹄疫

が風化することはないと思うんだけど、そうい

うところでやはり若干また、甘えが出てきてい

ると言ったらおかしいんですけれども、言葉が

見つかりませんけれども、ちょっと緩んだのか

なと、この数字とデータだけ見せてもらうと、

そう思うんです。その反面、中国とか外国で発

生しているという現実があって、そういう情報

がきちんと伝わっているのかどうかというとこ

ろ辺があるんです。私たちは防災ネットでメー

ルをいただくんですが、また発生しましたよと

いうので、そうしたときに、また出たのかと思っ

て注意はするんですけれども、ほかの農家の方々

に直接そこまでダイレクトに行っていないのか

もしれないんですけれども、そういう国外で発

生した状況とかというのは、何らかの形では伝

わっているんでしょうか。

○西元家畜防疫対策室長 まず、１点目でござ

います。29ページに示しております牛、豚、家

禽の結果と申しますのは、牛、豚につきまして

は、23年度に巡回いたしました１回目の巡回の

結果ということでございます。当時、まだ国か

ら指針ですとか出ていない状況の中で巡回をし

ましたということもございまして、１回目の巡

回では、半分程度の不備のある農家がまだあっ

たということでございまして、その当時、指導

をして、今年度また回るということでございま

すので、この数値は相当数改善されているとは

考えております。

ただ、家禽に関しましては、１回回った段階

で不備がありましたが、鳥インフルエンザの発

生時期ということもございまして、その後、数

回指導に入りました。３月末現在でこのような

状況で、不備のある農家が少なくなっていると

いうことでございます。

この説明の中でも申し上げましたが、会議等々

の中で、気が緩んできたというような御報告も

いただいております。それは地域によりますと

か、畜種によりましてとかいうものがありまし

て、そういうお話は聞こえてきてはおります。

そういうこともございまして、30ページの（３）

にありますように、家畜防疫員だけでなくて団

体等の御協力をいただきながら、気の緩みとい

うのがないように今後も引き締めていっていた

だきたいという考えで、このような御協力を依

頼したということでございます。

それから、情報の伝達でございます。委員おっ

しゃるとおり、メールでの配信というのもいた

しております。それに加えて、ファクスにより

ます団体あるいは市町村等に緊急の連絡という

のはしております。それが農家にすぐ行くとい

うのはなかなか考えづらいんですけれども、一

番先に行くのはメールだとは思っております。

全ての農家にすぐに行っているかというお尋ね

には、行っておりますとはなかなかお答えづら

いところはあるんですけれども、迅速な情報の

伝達ということに対しましては、１つだけでは

なくて、二段、三段構えで伝達をしているとい

うことでございます。以上です。

○十屋委員 皆さんよくやっていらっしゃると

は思うんですけれども、やっぱり本当に風化さ

せてはいけないという言葉があって、メモリア

ルのところにもそういうのがちゃんとあって、

人間というのは忘れる動物ですから、常に緊張

感を持ってというのは難しいかもしれませんけ

れども、携帯があれば、ほとんどの方が持って

いらっしゃるので、登録していただいて、ダイ

レクトに私たちに送っていただけるようにぽん

と送れば、そのほうが早いし、意識啓発になる
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のかなと正直思っています。またそのあたり、

高齢者の方はなかなかメールを使わない現実が

ありますけれども、そういう登録もしていただ

いて、やるような方向もひとつ御検討いただけ

ればと思います。

○徳重委員 野生鳥獣対策なんですが、これは

全国的な問題かと思っているんですが、宮崎で

も約60％ということですね。こんなに多くなっ

てくる。来年も再来年もまだこれ以上になって

くるということを考えますときに、大変な問題

だと思っています。もうやる気をなくすような

ことになってはいけません。そこで、共済制度

なるものは立ち上げられないものか、そういう

動きはないものか、お尋ねします。

○山内営農支援課長 共済制度につきましては、

農作物共済等で鳥獣対策だけではなく、例えば

水稲共済等でいわゆる補填金が支払われている

という現状はございます。それで見ますと、例

えば水稲でありますと、23年度の被害額で9,100

万円挙げてございますが、このうち水稲共済

が4,000万円弱ぐらい共済補填で支払われている

という実績はお聞きしているところでございま

す。

○徳重委員 水稲だけではなくて野菜類だって

かなりの被害が出ておりますね。そう考えます

ときに―森林国営保険というので人工林の場

合は保険がついているんじゃないでしょうか。

どうですかね。人工林は、ついているような表

示がされている。24ページに、人工林の被害額

算定に当たっては森林国有保険で用いる基準額

を用いているということが書いてありますが、

人工林は保険が出るんですか。

○山内営農支援課長 済みません。これにつき

ましては、環境森林部の森林経営課が担当して

おります。

○徳重委員 水稲だけはわかるんだけど、ほか

のもの、野菜とか果樹とか飼料作物とか、これ

はないんですか。

○山内営農支援課長 先ほど水稲関連農作物共

済で申し上げましたけれども、共済制度でいい

ますと、ほかに果樹共済がございますが、果樹

でいきますと、鳥獣害では1,200万円弱というこ

とで、果樹が8,200万円ですから、まず共済に掛

金を支払って加入されている方々で支払われて

いるという前提でいきますと14％ぐらいという

ことで、ほかの品目等は、一部、畑作物共済で

ありますけれども、それは数％ということです

ので、現実的には共済制度の加入は、水稲、果

樹を除いて、余り制度的には活用されていない

という状況にございます。

○徳重委員 救済方法としては、県は何も手は

打てないということですか。

○山内営農支援課長 共済制度というのは、そ

ういった対象等でそれぞれ農業者の方々が加入

して、国の制度に基づいて支払われるという形

で、そういった観点でいきますと、例えば水稲

とか果樹等については共済の加入促進というの

はあろうかと思いますけれども、ほかの野菜と

か共済制度が確立されていないものにつきまし

ては、現状としてはそういった補填等の対策は

できていないと。例えば、台風とか、そういっ

た被害関連と同様かなとは思っております。た

だ、そういったことがございますので、被害額

をいかに食いとめていくかということが重要で

はないかというふうに思っています。

○丸山委員 同じく鳥獣被害のことについてな

んですけれども、先ほど説明がありましたよう

に、平成22年度までは実態と違うんじゃないか

ということで、ある一定の基準をつけて調査さ

れて1.6倍ぐらいになったということなんです
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が、それが交付金の基礎データになるから、今

後ふえるんじゃないかなという思いもあるんで

す。そういうことで今後、平成24年度なり25年

度に向けては、鳥獣被害対策の交付金はふえて

くるというふうに思ってよろしいでしょうか。

○山内営農支援課長 まず、国の鳥獣被害防止

総合対策交付金についてでございますが、これ

につきましては、今年度予算が95億円というこ

とで、来年度の前提となります25年度概算要求

がどの程度要求されるのかというのは非常に注

目していたところでございます。概算要求の内

容等を見ますと、95億円が105億円に上がってお

りまして、一方では、かなり減額されるのでは

ないかと危惧しておったんですが、これについ

ては現状、概算要求等では確保されているとい

うことですから、まずはこの105億円を、きちん

と市町村等の要求を積み上げまして、しっかり

と要求していくことが重要であるというふうに

思います。

一方で、今年度の交付金等が全国ベースで本

県の要望額の４割ぐらいしか―ソフト、ハー

ド含めまして39％でございますが―ついてい

ないということの大きな要因として、算定基礎

となります、配分の一つの基礎指標として被害

額の割合がありました。これでいきますと、昨

年度は、農作物被害で全国240億円のうちの２

億2,000万円程度で、全国比でいきますと0.9％

ぐらいでした。全国のものがまだまとまってお

りませんので、一概には言えませんけれども、

今回、３億5,000万円ということで、それを照ら

し合わせますと1.5％ぐらいにはなるということ

で、その辺の要求のベースは積み上げているん

じゃないかと思います。それは全国的な比較も

ございますし、まずは各市町村からの要望をしっ

かりと積み上げていきつつ、あるいは交付金は

算定基準が被害額だけではなく、例えば広域的

な取り組みを行うとか、ポイントを稼ぐ方法が

ほかにもございますので、そういった取り組み

をしっかりとしてまいりたいと思っております。

○丸山委員 農作物の被害は、出ている数字だ

けじゃなくて精神的にも物すごく大きな被害が

実際出ていると思っていますので、できる限り

交付金がうまくとれるような形を―市町村も

しくは地域にどんどんおりていって、実際の被

害といいますか、そういうのをくみ上げていた

だいて、ことしは４割しかついていないという

ことであれば、もっとこれはつけるように、つ

けてもらえるように、これが100％つくような形

にしないと、宮崎県としてまだまだ本当に対策

が不十分だと思っていますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

28ページの新生プロジェクトについて１点だ

け、３に牛・豚の県内屠畜処理の増加というこ

とが書いてあるんですが、単に増加すれば、新

しく屠畜場ができれば、かなりの雇用なりも生

まれてくるというふうに、６次産業化に向けて

の大きな意味になると思っているんですが、具

体的にどれだけ伸ばしていきたいという目標と

か設定は今、想定しているんでしょうか。

○日髙復興推進対策課長 今御質問いただいた

例えば目標の部分などにつきましても、現段階

の現状認識として、例えば県内で飼養している

頭数のうちのどれぐらいが県外に出る、そういっ

たもの、では、今の屠畜場の体制なり、こういっ

たものの中でどういう改善を図ればどこら辺ま

で伸びるのか、もしくは全く別なところから新

たな業者が新規参入とか、そういった可能性が

あるのか、こういうさまざまなところを検討す

る中で、今後、必要が出てくる可能性もあろう

かというふうに考えてはおります。したがって、
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現段階でどれぐらいを目標にするとか、そうい

うようなところはまだ白紙の状態といいますか、

検討していない状況でございます。

○丸山委員 県のほうでも、６次産業化とか農

商工連携という形でフードビジネスに取り組ん

でいきたいという大きな柱がありますので、た

だ単に牛を生産したというだけではなくて、加

工までしっかりやって、販売まで続けていくん

だという思いをしっかり打ち出していただいて、

そこで雇用が生まれるとかすると宮崎にとって

は大きなファクターになっていくというふうに

思っております。そうすることによって3,200億

円の粗生産額がもっと伸びていく。それ以上に

伸びていく。100億円か200億円、加工とかにつ

くれれば、1,000億円、雇用を含めて経済効果が

大きいという資料も以前出していただいていま

すので、ぜひ力を入れていただきたいと思って

おります。よろしくお願いしたいと思います。

○徳重委員 新規農業者の参入のことなんです

が、31ページ、23年度261人ということで、今年

度も国からの新規参入者等々の補助も入るとい

うことで、209名ですか、本会議の答弁があった

ところですが、考えてみると、ことしも皆さん

方の計画より予定を相当下回るんじゃないかと。

そうなりますと、今の県内の農業、農地を守り

きるのか、農業の総生産を上げきるのか、非常

に心配ですが、新規参入者は、現段階で見通し

というのはどのように考えていらっしゃいます

か。

○奥野地域農業推進課長 先ほど委員の言われ

ました209名というのは、ことしの市町村が交付

する経営開始型の中の自営農業の方の数でござ

います。このほかに新規就農者は法人雇用もご

ざいますので、そちらがどれぐらいの数になる

かわかりませんが、例年でいきますと、雇用就

農が100名を超えるぐらいありますので、トータ

ルすると、単純な話ですが、300名とか、そうい

う数になってくるのかもしれませんが、自営就

農、雇用就農、あわせて新規就農者の確保は図っ

ていきたいと思っております。

○徳重委員 第７次の振興計画の中では380名と

いう数字を出されておりますね。それを考えて

もちょっと厳しいのかなと。この数字でも23年

度は69％と出ています。そういうことでかなり

厳しいのかなと思っておりますが、７次の振興

計画と考え合わせたときにいかがでしょう。

○奥野地域農業推進課長 長期計画の目標は年

間380人ということで、先ほど言いましたように、

それを自営就農と法人の雇用就農でカバーして

いきたいと思っております。おっしゃるように、

新規就農の確保は非常に大事ですので、これま

でも、就農前の就農相談から就農後のアフター

フォローまで一貫した支援というのをやってき

てはおるんですが、さらに今年度からの青年就

農給付金というのも今回は効果的に活用させて

いただきまして、国や市町村、ＪＡとも十分連

携して、きめ細かな支援を続けて、一人でも多

くの方が就農できるように支援していきたいと

思っております。

○徳重委員 頑張ってください。

○中野委員 今の関連ですけれども、新規就農

者は、簡単なようであるけれども、難しいなと

思うんだけど、新規就農者は、農業を始めるた

めには、みなし農家で５反という縛りがありま

すね。新規就農者というのは最初から５反持た

んでもやれるのかなと。例えばハウスを始める

のでも、１年研修してやっても大体２反とかで、

５反なんか絶対ようせんわけです。その辺はど

うなるんですか。私はどうもその辺がはっきり

わからんのだけど。
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○工藤連携推進室長 農地の５反のお話ですけ

れども、農地法の改正がございまして、市町村

の農地の下限面積、今、委員のおっしゃいまし

た５反というのがそれまであったんですが、農

地法の改正の中で、市町村の判断で、例えばハ

ウスみたいな集約的な経営であれば５反の下限

面積を例えば３反とか、そういうことで地域の

実情に応じて設定をすることができるというふ

うになっております。特に宮崎の場合は新規就

農といいますとハウスの方が多いものですから、

各市町村のほうもその辺を十分考慮されて、我

が町の下限面積をどういうふうに設定するのか

というところはそれぞれ検討されているという

ふうに伺っております。

○松村委員長 そのほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようですので、その

他の報告事項については終わります。

そのほか何かございますか。

○福田委員 きょうは長時間にわたりまして、

県が出資している法人等の経営の概況を聞きま

した。その数も多いんですが、ずっと説明を聞

いていまして、当時の県の英断が功を奏してい

る団体もありますし、あるいはまた当時は必要

であったかもしれないが、時代の変遷とともに

その役割を終えようとしている組織もかなりあ

ります。

かつて畜産協会等も県がリーダーシップをと

られまして、まとめられましたね。私は家畜の

競り場に時たま行くんですが、高く売れた生産

者が喜んで、コンピューターから出ました競り

のデータを見せてくれるんです。そこからがお

もしろいんですが、55万売れたけれども、もう

頭から１割以上なくなっているのよなと。いろ

んな関係団体の手数料を引かれてですね。そう

いう話を聞いて思い出すんですが、できました

ら―これは各種団体に任せていても効果はな

いと思うんです。ぜひ、生産者の負担にならな

いような組織のスリム化をこれからやっていく

必要があるんではないかと思いまして、先般あ

る経済誌に、農業の分野は農業をする人よりも

指導する人のほうが多いんではないか、25万人

ぐらいが農業に直接関係していて、それに近い

人が指導者として国から県から市町村まで関係

団体までいるということで、私たちもその一部

におるかもしれませんが、とにかくスリム化を

やって、生産農家の合理化の手助けをしてもら

うとありがたいがなと思います。

例えば、実態に触れますが、当時、県が苦労

してつくられた畜産公社の今のミヤチク、これ

もまだ22％県が持っていますね。これは、これ

からの宮崎県の畜産を引っ張っていく大きな母

体です。これは当時の県の英断がなければ存在

していないと私は思います。それから、今の

ジュース工場にしてもそうですね。当時の県の

英断が今日の付加価値をつけた。目標にできる

ような企業が１つか２つは残っていると。しか

し一方では、そういうふうに生産農家の足手ま

といになるような組織も残っておりますから、

固有名詞は申し上げませんが、それをしっかり

合理化していけるリーダーシップをとれるのは

県行政なんです。私は厳しいことを言いますけ

れども、県の畜産における実績もよく知ってお

ります。現場をずっと歩いてきましたから。ぜ

ひ、もう一回、きょう御報告いただきました法

人等についてはしっかり精査をされて、そうい

う作業を進める準備を進めてほしいなと、この

ように皆さん方に御期待を申し上げたいんです

が、何かございますかね。

○岡村農政水産部長 今御指摘いただきまして、
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確かにいろんな団体が、非常に厳しい時代です

ので、より効率も高め、また機能も高めないと

いけないと思いますので、そこは不断の見直し

を、御指摘を十分肝に銘じて、やっていきたい

と思います。どうもありがとうございます。

○松村委員長 その他でございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑ないようでございます。

それでは、以上をもって農政水産部を終了い

たします。執行部の皆様、お疲れさまでござい

ました。

暫時休憩いたします。

午後４時30分休憩

午後４時37分再開

○松村委員長 委員会を再開します。

それでは、24日（月）の採決は、再開時刻を13

時30分としたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 以上をもちまして、本日の委員

会を終わります。

午後４時38分散会
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平成24年９月24日（月曜日）

午後１時30分再開

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 後 藤 哲 朗

委 員 福 田 作 弥

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野  明

委 員 十 屋 幸 平

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主査 藤 村 正

議事課主任主事 野 中 啓 史

○松村委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第４号、第９号及び第10号につ

いて、原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 御異議なしと認めます。よって、

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として特に御要望はありま

せんか。

暫時休憩いたします。

午後１時32分休憩

午後１時42分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくということで御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 次に、閉会中の継続審査につい

てお諮りいたします。

「環境対策及び農林水産業振興対策に関する

調査」につきましては、引き続き、閉会中の継

続審査といたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時43分休憩

午後１時48分再開

○松村委員長 委員会を再開します。

次に、11月１日の閉会中の委員会につきまし

ては、内容につきましても、委員長、副委員長

に一任いただけるということで、委員会を開催

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○松村委員長 何もないようですので、それで

は以上で委員会を終了いたします。

午後１時49分閉会


